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平成27年第７回久米島町議会定例会 会期日程

開 会 平成27年12月17日（木）
会期２日間

閉 会 平成27年12月18日（金）

月 日 曜日 会議区分 開 議 時 刻 摘 要

○開会

12月17日 木 本 会 議 午前10時00分 ○会議録署名議員の指名

○会期の決定

○議長諸般の報告

○一般質問

○散会

○開会

○会議録署名議員の指名

○議案審議

12月18日 金 本 会 議 午前10時00分 議案第43号 議案第44号 議案第45号

議案第46号 議案第47号 議案第48号

議案第49号 議案第50号 議案第51号

議案第52号 議案第53号

同意第４号

○閉会



－ Ⅶ －

※一覧表をください。

平成27年第７回定例会一般質問通告一覧表

質問順 質 問 者 質 問 事 項 頁

１ 翁長学議員 １．儀間ダムの完成後の堤防道路の一般車両の通行 29p～35p

可能か

２．芋農家に対しての助成事兼は、どのようになっ

ているか。

２ 玉城安雄議員 １．町長のトップセールスについて 35p～46p

２．全国学力テストの結果と学力向上の取り組みに

ついて

３．公共工事の発注について

３ 仲村昌慧議員 １．義務教育・学校給食の無償化について 46p～54p

２．女性の登用について

３．町議会議員選挙の投票率について

４ 平良弘光議員 １．農地の生産力の向上について 54p～59p

２．農業改良普及員の増員について

３．災害対応について

５ 赤嶺秀德議員 １．航空運賃の提言について 59p～61p

６ 棚原哲也議員 １．銭田森林公園の整備について 61p～70p

２．奥武島西側海域及びイーフビーチ海域の潮流調

査を早急に

３．通学路の歩道整備及び街灯設置について

７ 盛本實議員 １．人口減少対策について 70p～79p

２．観光振興について

８ 吉永浩議員 １．久米島町における「健診」のあり方について 79p～84p

２．がん治療に係る渡航費助成制度の導入について

３．メンタルヘルス対策について

４．政務活動費の導入について

９ １．久米島高校について 84p～95p

喜久里猛議員 ２．町内のグレーチングのきしみについて

３．農道・畑の雑草について

４．兼城港の改良工事と製永所の排水路について
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平成27年 第５回久米島町議会臨時会

議事日程 〔第１号〕

平成27年11月４日（水）

午前10時00分 開 会

日程 議 案 番 号 件 名 頁

第１ 会議録署名議員の指名（久米島町議会会議規則第120条） ３p

第２ 会期の決定 ３p

第３ 議案第41号 久米島町地域支援交流学習センター改修工事請負契約につ ３p

いて

第４ 議案第42号 スハラ地区水管理施設設置工事請負契約について ７p

第５ 決議第２号 ＣＶ－２２オスプレイの沖縄県内訓練場使用に断固反対す ８p

る抗議決議について

第６ 発議第６号 ＣＶ－２２オスプレイの沖縄県内訓練場使用に断固反対す ９p

る意見書について

閉会 11p
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（午前 10時00分 開議）

○ 議長 喜久里猛

こんにちは。これより第５回久米島町議会

臨時会を開会します。

日程に入る前に報告します。日程に入る前

に事務局長の方から皆さんに報告がございま

す。

○ 事務局長 仲地泰

皆さん、こんにちは。議事整理番号の訂正

をお願いしたいと思います。６月に議決しま

した手話言語法制定を求める意見書、そして

９月に議決しました久米島町議会会議規則の

一部を改正する規則について。この２つにつ

いて議事番号として、発議３号を打ってござ

いました。私のミスでございます。大変申し

訳ございませんでした。この発議第３号のダ

ブりにつきまして９月に議決しました久米島

町議会会議規則の一部を改正する規則につい

てを、発議５号として訂正いたします。よろ

しくお願いいたします。

○ 議長 喜久里猛

日程に入ります。本日の議事日程は予めお

手元に配布したとおりであります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 喜久里猛

日程第１、会議録署名議員の指名を行いま

す。

本日の会議録署名議員は、会議規則第120

条の規定によって、２番幸地猛議員、３番平

良義徳議員を指名します。

日程第２ 会期の決定

○ 議長 喜久里猛

日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りします。

本臨時会の会期は、本日11月４日の１日間

としたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 喜久里猛

異議なしと認めます。従って、会期は本日

１日間に決定しました。

日程第３ 久米島町地域支援交流学習セン

ター改修工事請負契約について

○ 議長 喜久里猛

日程第３、議案第41号、久米島町地域支援

交流学習センター改修工事請負契約について

を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

こんにちは。それでは、ただいまより議案

第41号、久米島町地域支援交流学習センター

改修工事請負契約について。

久米島町地域支援交流学習センター改修工

事請負契約について、下記のとおり請負契約

を締結したいので、地方自治法第96条第１項

第５号の規定により議会の議決を求める。

記

１．契約の目的 久米島町地域支援交流学

習センター改修工事

２．契約の方法 指名競争入札

３．契約の金額 63,180,000円

４．契約の相手方

住所 沖縄県島尻郡久米島町宇根438-3

商号 (株)儀間建設

氏名 代表取締役 儀間清
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平成27年11月４日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由

久米島町地域支援交流学習センター改修工

事の請負契約の締結については、久米島町議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得また

は処分に関する条例第２条の規定により議会

の議決を得る必要がある。

これがこの議案を提出する理由でありま

す。なお、次ページの方に工事請負契約書の

写し、そして平面図等々も添付されていると

思います。

今回の入札につきましては９業者を指名し

まして(株)儀間建設さんが落札をしておりま

す。今回の請負比率は99.6％であります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明は終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

11番山里昌輝議員。

○ 11番 山里昌輝議員

この件について、契約書そのものについて

の関連になるわけですが、良く内容を把握し

ていない勉強していない部分もありますけれ

ども私自身が、エレベーター従来付いており

ました。それは今回この施設から除外されて

いるのかどうか、その細かい部分になるんで

すが、その１点だけ教えてください。

○ 議長 喜久里猛

大田直樹主査。

○ 教育課主査 大田直樹

エレベーターについては、撤去ということ

になっております。

○ 議長 喜久里猛

他にありませんか。

２番幸地猛議員。

○ ２番 幸地猛議員

この請負金額ではなくて、施設の内容につ

いて、何名の受入体制なのか。その運営形態

はどういう方法で運営していくのか。この２

件お願いします。

○ 議長 喜久里猛

大田直樹主査

○ 教育課主査 大田直樹

男子生徒12名、女子生徒12名の24名という

ことでいま予定しております。運営形態につ

いてはいま学習センターの準備委員会を町の

方で結成していますので、そちらの中で審議

中ということになっております。

○ 議長 喜久里猛

２番幸地猛議員。

○ ２番 幸地猛議員

これは所管が教育委員会になると思うんで

すが、教育委員会の直轄ですか、それとも民

間に委託をして、そこを運営していくのか、

そのへんのところはまだ決まってないわけで

すか。

○ 議長 喜久里猛

平田明企画財政課長。

○ 企画財政課長 平田明

検討委員会の中で調整中ですが、予定とし

てはプロジェクトか、企画財政課の方で、そ

の運営を携わることになると思います。どう

しても県内自治体でそういう寮運営は初めて

のケースでノウハウが全くございません。１

カ年か２カ年はそういう運営に従事している

ところ、委託してノウハウを学んだあとに、

自主運営の方向にもっていくということで、
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いま話し合いの中ではやっていこうと思って

おります。

○ 議長 喜久里猛

他にありませんか。

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

先ほど幸地議員から質問がございました定

員の件なんですが、これは２枚目、３枚目に

記入されております。２枚目には男子生徒12

名、４人部屋の４室ということになると16名

になるんですよね。２枚目の下の方に部屋数

も書かれています。４人部屋の４室で。３枚

目には女子寮室ということで12名、これは４

人部屋の３室ということで記入されていて、

それからするとトータル26名になるのかなと

思うんですが、これは資料のミスなのかどう

かお伺いしたいと思います。

○ 議長 喜久里猛

大田直樹主査。

○ 教育課主査 大田直樹

すみません、ご指摘のとおり、２階の平面

図の４人部屋の４室ということで記入してあ

りますが、実際は４人部屋の３室になってお

ります。１つ学習室のスペースを同じ規模で

とってあります。将来的に人数が増えた場合、

あとプラス４、２階、３階ともできるという

ようなかたちでとっています。現段階では４

名の３室の２階、３階部分ということになっ

ております。

○ 議長 喜久里猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

関連質問なんですが、現在までの島外から

の子どもたちの受け入れ、これが男子生徒、

女子生徒、現状の割合からして同じ12名、12

名で計画されているのか。また現状の男子と

女子の比率を説明できればお伺いしたいと思

います。

○ 議長 喜久里猛

上里浩教育課長。

○ 教育課長 上里浩

現在のところ、同じ比率で考えております。

どうしても２階と３階という女生徒と男生徒

分けないといけない実情がありまして、もし

バランス的に男子が多いとか、女生徒が多く

なるとかそういう場合には、また再度検討し

たいと思います。

○ 議長 喜久里猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

現在は10名ほど島外から受け入れしている

と思うんですが、その比率は分かりますか。

○ 議長 喜久里猛

上里浩教育課長。

○ 教育課長 上里浩

今現在はっきりした男女の数を確認してお

りませんので、確認してから報告したいと思

います。

○ 議長 喜久里猛

休憩します。（午後 ２時10分）

○ 議長 喜久里猛

再開します。（午後 ２時10分）

○ 教育課長 上里浩

ご報告いたします。男子生徒が８名で女子

生徒が６名です。計14名となっております。

○ 議長 喜久里猛

他にありませんか。

８番島袋完英議員。

○ ８番 島袋完英議員

やっといいセンターが出来るんですが、こ
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れは寮長というのは確か資格者が必要だと思

っているんですが、そういう寮長になれるよ

うな資格を持っている方は教員か、それとも

委員会の中にいますか。

○ 議長 喜久里猛

平田明企画財政課長。

○ 企画財政課 平田明

これも検討委員会の中でいろいろ試行錯誤

を重ね検討しております。先ほど説明したよ

うに、行政内部には全くそういう経験者がい

ないということで、島内においてもすぐ20何

名近くの子どもたちを３カ年、面倒みれる、

そういう経験者がいないということで、どう

しても大事な子どもたちを預かる施設ですの

で、１、２年はそういう東京あたりで実際運

営している方々のアドバイスや研修を受ける

等どうしても必要だと思います。混乱しない

ように子どもたちを迎える体制としては12月

補正に出てくると思うんですが、その分の準

備と新年度からの予算措置等がだいぶ嵩んで

くると思います。それがある程度運営が軌道

に乗りましたら地元出身あるいは県内で確保

できるか。判断できると思います。手探りの

状態で、試行錯誤で人を迎え入れるわけには

いかない状況ですので、どうしても寮母さん

はそういう経験者ということで考えておりま

す。

○ 議長 喜久里猛

８番島袋完英議員。

○ ８番 島袋完英議員

もちろん食事が必要ですから、炊事の係が

必要だと思うんですけど、これは公募するわ

けですか。

○ 議長 喜久里猛

大田直樹主査。

○ 教育課主査 大田直樹

食事に関してはですね、現在、島内の方で

給食を行っている業者の方から見積もりを依

頼しまして、そちらを今取り寄せしています。

そちらの運営体制についてもですね、今後ど

うしていくのかというのは委員会の中で再度

確認を行って取り組みをしていきたいと思っ

ています。

○ 議長 喜久里猛

８番島袋完英議員。

○ ８番 島袋完英議員

休憩お願いします。

○ 議長 喜久里猛

休憩します。（午後 ２時15分）

○ 議長 喜久里猛

再開します。（午後 ２時19分）

他に質疑ありませんか。

他にありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから議案第41号、久米島町地域支援交

流学習センター改修工事請負契約についてを

採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、議案第41号、久米

島町地域支援交流学習センター改修工事請負

契約については原案のとおり可決されまし

た。



- 7 -

日程第４ スハラ地区水管理施設設置工

事請負契約について

○ 議長 喜久里猛

日程第４、議案第42号、スハラ地区水管理

施設設置工事請負契約についてを議題としま

す。

本案について、提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第42号、スハラ地区水管理施設設置工

事請負契約について。

スハラ地区水管理施設設置工事について、

次のように工事請負契約を締結したいので、

地方自治法第96条第１項第５号の規定により

議会の議決を求める。

記

１．契約の目的 スハラ地区水管理施設設

置工事

２．契約の方法 指名競争入札

３．契約の金額 57,996,000円

４．契約の相手方

住所 沖縄県島尻郡久米島町銭田522番

地1

(株)高良建設

代表取締役 高良武男

平成27年11月４日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由

スハラ地区水管理施設設置工事の請負契約

の請負契約の締結については、久米島町議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得または

処分に関する条例第２条の規定により議会の

議決を得る必要がある。

これがこの議案を提出する理由でありま

す。なお、次ページの方に工事請負契約書の

写し、そしてその後ろの方に平面図が添付さ

れております。

今回の入札につきましては、Ａランク７社

を指名しまして(株)高良建設さんが落札をし

ております。今回の請負比率は98.7％であり

ます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明は終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

ただいまの説明なんですが、７社で請負比

率それは説明ございましたが、工期はいつま

でになっているのかどうか。３枚目の資料に

は27年度（１年間）という工期があるんです

が、この工期はどうなっているのか、説明よ

ろしくお願いします。

○ 議長 喜久里猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

今のご質問ですけど、３枚目の１年という

のは事業期間の１年でして、工事期間として

は議会通過後116日を想定しています。

○ 議長 喜久里猛

よろしいですか。

他にありませんか。

質疑ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。
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討論ありませんか。

○ 議長 喜久里猛

討論なしと認めます。

これから、議案第42号、スハラ地区水管理

施設設置工事請負契約についてを採決しま

す。

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、議案第42号、スハ

ラ地区水管理施設設置工事請負契約について

は原案のとおり可決されました。

日程第５ ＣＶー２２オスプレイの沖縄

県内訓練場使用に断固反対す

る抗議決議

○ 議長 喜久里猛

日程第５、決議第２号、ＣＶ－２２オスプ

レイの沖縄県内訓練場使用に断固反対する抗

議決議についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

10番饒平名智弘議員。

（10番饒平名智弘登壇）

○ 10番 饒平名智弘議員

決議第２号

平成27年11月４日

久米島町議会議長 喜久里猛 殿

提出者 久米島町議会議員 饒平名智弘

賛成者 久米島町議会議員 山里昌輝

ＣＶ-22オスプレイの沖縄県内訓練場使用

に断固反対する抗議決議

上記議案を別紙のとおり会議規則第14条の

規定により提出します。

提案理由

ＣＶ-22オスプレイの横田飛行場配備に関

する環境レビューによると、沖縄県内の訓練

場を使用することと、弾薬使用が一部の場所

において増加する見込みと明記されており、

県民に大きな不安と衝撃を与えている。

基地負担の軽減策として、整理・縮小が進

む中、ＣＶ-22オスプレイ横田基地配備に伴

う訓練の増加は鳥島射爆撃場の恒久的な固定

に繋がるもので、住民の切ない声を無視し、

訓練を進めようとする日米両政府に強い憤り

を禁じ得ない。

よって、久米島町議会は町民の生命、財産

及び安全で平穏な生活を守る立場からＣＶ-2

2オスプレイの沖縄県内訓練場使用に断固反

対し、厳重に抗議するとともに、下記の事項

の速やかな実現を強く要求するため、本案を

別紙のとおり提出する。

１．ＣＶ-22オスプレイの沖縄県内訓練場

使用計画を撤回させること。

あて先

駐日米国大使・在日米軍司令官・在沖米四軍

沖縄地域調整官・在沖米国総領事・嘉手納基

地第18航空団司令官

○ 議長 喜久里猛

本案については質疑を省略したいと思いま

すがご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

反対者の発言はありませんか。

宇江原総清議員。

○ ５番 宇江原総清議員

私はこの抗議決議に関して賛成をするもの
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であります。なぜかというとですね、我々は

アメリカや日本政府に騙されちゃいかんと、

こういうことです。そして今まで沖縄県は多

大な米軍による被害も受けてまいりました。

これは日米地位協定と行政協定があるためで

あります。それはなぜかというと、イタリア

やドイツ、それから韓国、そういった国々に

は非常に穏やかな規定をしているものの、我

々の要求が絶対に通らないような、いわゆる

占領下にあるということなんです。特に74％

の米軍基地を抱える沖縄に対してこういうこ

とをするということは、私は、皆さん方は差

別と言っていますけれども、日本政府は米軍

に沖縄を生け贄にしていると私は言えるかと

思っております。

いざというときには、戦争となればそれは

犠牲になることは、沖縄がまた戦前の沖縄大

戦のような犠牲になることは明らかでありま

す。

いまＣＶ-22オスプレイの問題ということ

でありますけれども、この件に関しましても

鳥島射爆撃場が使用される。そして私は40万

発あるといわれる嘉手納基地弾薬庫にある劣

化ウラン弾、これも後々は使用すると、こう

いうふうに確信しております。なぜかという

と、当初、当執行部はオスプレイの配備は嘉

手納にはできませんと言いました。そして後

はまた人員輸送だからそこには射撃訓練は鳥

島射爆撃場に射撃訓練はありませんと、こう

いうような言い方をしておりました。実態は

どうですか。これは地ならしというんですよ

ね。本音を隠して小さいものからスライドさ

せていって段々本体に近づいていけると、こ

ういうような大きな意味からももって私は賛

成であります。

そして、もう１つは、オスプレイで輸送を

やろうが、荷物を運ぼうが軍事物資ですよ。

これは相手国からみれば国際法上戦闘行為に

当たるわけです。だからこれを追撃するため

にミサイルを飛ばされて沖縄に到達されたっ

てこれは致し方ないと、こういうことになり

ますので、私はこの抗議決議に賛成をいたし

ます。これが理由であります。

○ 議長 喜久里猛

他に討論ありませんか。

討論なしと認めます。

これから決議第２号、ＣＶ-22オスプレイ

の沖縄県内訓練場使用に断固反対する抗議決

議についてを採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛

全員挙手です。従って、決議第２号、ＣＶ

-22オスプレイの沖縄県内訓練場使用に断固

反対する抗議決議ついては原案のとおり可決

されました。

日程第６ ＣＶｰ22オスプレイの沖縄県内

訓練場使用に断固反対する意

見書

○ 議長 喜久里猛

日程第６、発議第６号、ＣＶ-22オスプレ

イの沖縄県内訓練場使用に断固反対する意見

書についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

11番山里昌輝議員。

（11番山里昌輝登壇）

○ 11番 山里昌輝議員

発議第６号
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平成27年11月４日

久米島町議会議長 喜久里猛 殿

提出者 久米島町議会議員 山里昌輝

賛成者 久米島町議会議員 仲村昌慧

ＣＶ-22オスプレイの沖縄県内訓練場使用

に断固反対する意見書

上記議案を別紙のとおり会議規則第14条の

規定により提出します。

提案理由

ＣＶ-22オスプレイの横田飛行場配備に関

する環境レビューによると、沖縄県内の訓練

場を使用することと、弾薬使用が一部の場所

において増加する見込みと明記されており、

県民に大きな不安と衝撃を与えている。

基地負担の軽減策として整理縮小が進む

中、ＣＶ-22オスプレイ、横田基地配備に伴

う訓練の増加は、鳥島射爆撃場の恒久的な固

定に繋がるもので、住民の切ない声を無視し、

訓練計画を進めようとする日米両政府に強い

憤りを禁じ得ない。

よって、久米島町議会は町民の生命、財産

及び安全で平穏な生活を守る立場からＣＶ-2

2オスプレイの沖縄県内訓練場使用に断固反

対し、厳重に抗議するとともに、下記事項の

速やかな実現を強く要請するため、本案を別

紙のとおり提出する。

記

１．ＣＶ-22オスプレイの沖縄県内訓練場

使用計画を撤回させること。

あて先

衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣

外務大臣 防衛大臣 外務省特命全権大使

沖縄及び北方対策担当大臣 沖縄防衛局長

沖縄県知事 沖縄県議会議長

○ 議長 喜久里猛

これで提案理由の説明を終わります。

本案については質疑を省略したいと思いま

すがご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 喜久里猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

反対者の討論はありませんか。

12番仲村昌慧議員。

○ 12番 仲村昌慧議員

発議第６号、ＣＶ-22オスプレイの沖縄県

内訓練場使用に断固反対する意見書について

賛成の立場で討論します。

沖縄県の訓練を使用するという中で、特に

久米島鳥島射爆撃場での訓練が予想されま

す。計画されているようであります。去る30

日に町長からも説明がありましたが、防衛局

は現段階では決まってはいないと言っていま

す。しかし、10月17日の沖縄タイムスによる

と、計画されているとみられるということが

記事に載っています。これはおそらく実施さ

れる可能性が高まっています。

このＣＶ-22は特殊作戦に用いられると。

そして夜間、それから低空飛行を予想される

ということで、非常に危険性も高まる、それ

から騒音も増してくるということで、基地負

担がますます増えるということになります。

これまで新年度に毎年、今年は町長が行き

ましたが、軍転協で全面返還を要求している

にも関わらず、全く町民の民意を無視してこ

のような計画をしていく。基地の軽減どころ

か基地負担増となっていくということになり

ます。

私は、町民の財産、それから生命を守る立
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場から、そして町民が安心して安全で暮らせ

るように、この沖縄県で訓練、使用すること

については断固反対します。よって、この意

見書に賛成するものであります。

○ 議長 喜久里猛

他に討論ありませんか。

討論なしと認めます。

これから発議第６号、ＣＶ-22オスプレイ

の沖縄県内訓練場使用に断固反対する意見書

についてを採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 喜久里猛 全員挙手です。従って、

発議第６号、ＣＶ-22オスプレイの沖縄県内

訓練場使用に断固反対する意見書については

原案のとおり可決されました。

○ 議長 喜久里猛

以上で本臨時議会に付議されました事件は

全て終了しました。

これで平成27年第５回久米島町議会臨時会

を閉会します。

お疲れ様でした。

（午後２時38分 閉会）
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地方自治法第123条第２項の規定により署名する。

久 米 島 町 議 会 議 長 喜久里 猛

署名議員（議席番号２番） 幸 地 猛

署名議員（議席番号３番） 平 良 義 徳



平成2７年（２０１５年）

第６回久米島町議会臨時会

１日目

12月８日
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平成27年第６回久米島町議会臨時会

会 議 録 第 １ 号
１

招 集 年 月 日 平成27年12月８日 （火曜日）

招 集 の 場 所 久 米 島 町 議 会 議 事 堂

開 散 会 日 時 開 会 12月８日 午前10時00分 臨時議長 喜久里 猛

及 び 宣 言 散 会 12月８日 午前10時11分 臨時議長 喜久里 猛

応 招 議 員 議席番号 氏 名 議席番号 氏 名

出 席 議 員 １番 喜久村 等 ８番 喜久里 猛

２番 盛 本 實 ９番 棚 原 哲 也

３番 平 良 弘 光 10番 玉 城 安 雄

出 席 14名 ４番 崎 村 正 明 11番 安 村 達 明

欠 席 名 ５番 吉 永 浩 12番 翁 長 学

６番 赤 嶺 秀 德 13番 饒平名 智 弘
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開 議 後 出 席 議 員 番 番

公 務 欠 席 議 員 番 番

番 番
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地方自治法第１２１条により説明のため議場に出席した者の職氏名
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副 町 長 環 境 保 全 課 長

教 育 長 建 設 課 長
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農業委員会事務局長
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プロジェクト推進室長 上 下 水 道 課 長

町 民 課 長 消 防 長

税 務 課 長 空港管理事務所長

福 祉 課 長

会 計 管 理 者
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平成27年 第６回久米島町議会臨時会

議事日程 〔第１号〕

平成27年12月８日（火）
午前10時00分 開 会

日程 議 案 番 号 件 名 頁

第１ 仮議席の指定 15p

第２ 議長の選挙 15p
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○ 議会事務局長 仲地泰

本臨時会は、一般選挙後初めての議会です。

議長が選挙されるまでの間、地方自治法第10

7条の規定によって、出席議員の中で年長の

議員が臨時に議長の職務を行うことになって

います。喜久里議員に臨時議長を務めていた

だきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

○ 臨時議長 喜久里猛

ただいま紹介されました喜久里です。

地方自治法第107条の規定によって臨時に

議長の職務を行います。よろしくお願いいた

します。

ただいまから平成27年第６回久米島町議会

臨時会を開催します。本日の会議を開きます。

（午前10時00分）

日程第１ 仮議席の指定

○ 臨時議長 喜久里猛

日程第１、仮議席の指定を行います。

仮議席はただいま着席の議席となります。

日程第２ 議長の選挙

○ 臨時議長 喜久里猛

日程第２、議長の選挙を行います。

お諮りします。

選挙の方法について、地方自治法第118条

第２項の規定によって指名推薦にしたいと思

います。

ご異議ありませんか。

（異議なし」の声あり）

○ 臨時議長 喜久里猛

異議なしと認めます。

したがって、選挙の方法は指名推薦で行う

ことに決定しました。

お諮りします。

指名の方法については、臨時議長が指名す

ることにしたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 臨時議長 喜久里猛

異議なしと認めます。

したがって、臨時議長が指名することに決

定しました。

議長に幸地猛議員を指名します。

お諮りします。

ただいま臨時議長が指名しました幸地猛議

員を議長の当選人と定めることにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 臨時議長 喜久里猛

異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名しました幸地猛

議員が議長に当選されました。

○ 臨時議長 喜久里猛

ただいま議長に当選された幸地猛議員議場

におられます。議会規則第33条第２項の規定

によって当選の告知をします。

幸地猛議員に議長当選の承諾と挨拶をお願

いします。

（幸地猛議員登壇）

○ 議長 幸地猛

おはようございます。このたび新しい議員

が14名誕生いたしました。その中でこの不肖

幸地猛を議長に押してくださいましてたいへ

んありがとうございます。まずは、これから

の行政運営14名の皆さんが束になって久米島

町発展のために一生懸命頑張りましょう。こ

れからも皆さんのご協力よろしくお願いいた

します。たいへんありがとうございます。
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（幸地猛議員降壇）

○ 臨時議長 喜久里猛

頑張って下さい。

これをもって臨時議長の職務は終わりまし

た。ご協力ありがとうございました。

○ 臨時議長 喜久里猛

しばらく休憩します。（午前10時11分）
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○ 議長 幸地猛

休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後１時30分）

これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配布のとおりで

ございます。

追加日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 幸地猛

追加日程第１、会議録署名議員の指名を行

います。

会議録署名議員は、会議規則第120条の規

定により議長において、３番平良弘光議員、

４番崎村正明議員を指名します。

追加日程第２ 会期の決定

○ 議長 幸地猛

追加日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りします。

本臨時会は、本日12月８日の１日間にした

いと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。したがって、会期は

本日12月８日の１日間と決定しました。

追加日程第３ 副議長の選挙

○ 議長 幸地猛

追加日程第３、副議長の選挙を行います。

選挙は投票で行います。

議場の出入口を閉めます。

○ 議長 幸地猛

ただいまの出席議員は14名です。

次に立会人を指名します。会議規則第32条

第２項の規定によって、立会人は３番平良弘

光議員、４番崎村正明議員を指名します。

投票用紙を配ります。

○ 議長 幸地猛

念のために申し上げます。投票は単記無記

名投票です。

投票用紙の配布漏れはありませんか。

○ 議長 幸地猛

配布漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

○ 議長 幸地猛

異常なしと認めます。

ただいまから投票を行います。

事務局長が議席番号と氏名を読み上げます

ので順番に投票をお願います。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後１時42分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後１時50分）

○ 事務局長 仲地泰

それでは、氏名を読み上げますので順次投

票をお願いします。

１番喜久村等議員、２番盛本實議員、３番

平良弘光議員、４番崎村正明議員、５番吉永

浩議員、６番赤嶺秀德議員、７番仲村昌慧議

員、８番喜久里猛員、10番玉城安雄議員、11

番安村達明議員、12番翁長学議員、13番饒平

名智弘議員、14番棚原哲也議員、最後に議長

です。議長は議長席において投票を行います。

○ 議長 幸地猛

投票漏れはありませんか。

○ 議長 幸地猛

投票漏れなしと認めます。

これで投票を終わります。

これから開票を行います。
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平良弘光議員及び崎村正明議員、開票の立

ち会いをお願いします。

○ 議長 幸地猛

選挙の結果を報告します。玉城安雄11票、

盛本實３票、以上のとおりです。

この選挙の法定得票数は3.5票です。した

がって、玉城安雄議員が副議長に当選されま

した。

議場の出入口を開きます。

○ 議長 幸地猛

ただいま副議長に当選された玉城安雄議員

が議場におられます。議会規則第33条第２項

の規定によって当選の告知をします。

玉城安雄議員に副議長当選の承諾と挨拶を

お願いします。

（玉城安雄副議長登壇）

○ 副議長 玉城安雄

皆さま、おはようございます。皆さまのご

協力のもと副議長に任命されました。どうも

ありがとうございます。

この４年間議長の補佐をしながら、また同

僚議員の皆さまと一緒に活発な議会運営を目

指してやっていきたいと思いますので、皆さ

まのご協力よろしくお願いいたいます。どう

もありがとうございました。

（玉城安雄副議長降壇）

○ 議長 幸地猛

しばらく休憩します。（午後１時52分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後１時53分）

追加日程第４ 議席の指定について

○ 議長 幸地猛

追加日程第４、議席の指定を行います。議

席は、会議規則第４条第１項規定によって、

ただいま着席のとおり指定します。

追加日程第５ 常任委員の選任について

○ 議長 幸地猛

追加日程第５、常任委員の選任を行います。

お諮りします。

常任委員の選任については委員会条例第８

条第４項の規定によってお手元に配りました

とおり指名したいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。

したがって、常任委員はお手元に配りまし

た名簿のとおり選任することに決定しまし

た。

これより各常任委員会委員長及び副委員長

を互選していただきます。

○ 議長 幸地猛

しばらく休憩します。（午後１時57分）

○ 議長 幸地猛

休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後１時59分）

これから諸般の報告をします。休憩中に各

常任委員会において委員長及び副委員長の互

選が行われ、その結果が議長の手元にまいり

ましたので報告いたします。

総務・文教・民生委員会委員長に安村達明

議員。副委員長に仲村昌慧議員。建設・経済

委員会委員長に喜久里猛議員。副委員長に棚

原哲也議員。以上のとおり互選された旨の報

告がありました。これで諸般の報告を終わり

ます。

○ 議長 幸地猛

しばらく休憩します。（午後２時４分）



- 21 -

○ 副議長 玉城安雄

休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後２時７分）

追加日程第６ 議長の常任委員の辞任につ

いて

○ 副議長 玉城安雄

追加日程第６、議長の常任委員の辞任を議

題とします。地方自治法第117条の規定によ

って、幸地猛議長の退場を求めます。

議長からその職責上の理由によって常任委

員を辞任したいとの申し出があります。

お諮りします。

本件は申し入れのとおり辞任を許可するこ

とにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 副議長 玉城安雄

ご異議なしと認めます。

したがって、議長の常任委員の辞任を許可

することに決定いたしました。

○ 副議長 玉城安雄

しばらく休憩します。（午後２時12分）

○ 議長 幸地猛

休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後２時22分）

追加日程第７ 議会運営委員の選任につい

て

○ 議長 幸地猛

追加日程第７、議会運営委員の選任を行い

ます。

お諮りします。

議会運営委員の選任については、委員会条

例第８条第４項の規定によって、玉城安雄議

員、安村達明議員、喜久里猛議員、棚原哲也

議員、仲村昌慧議員を指名したいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。

したがって、議会運営委員は玉城安雄議員、

安村達明議員、喜久里猛議員、棚原哲也議員、

仲村昌慧議員を選任することに決定しまし

た。

○ 議長 幸地猛

しばらく休憩します。（午後２時27分）

○ 議長 幸地猛

休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後２時32分）

これから諸般の報告をします。

休憩中に議会運営委員会において、委員長

及び副委員長の互選が行われ、その結果の報

告が、議長の手元にまいりましたので報告い

たします。

委員長に安村達明議員、副委員長に喜久里

猛議員、以上のとおり互選された旨の報告が

ありました。これで諸般の報告を終わります。

追加日程第８ 議会広報特別委員会設置に

関する決議について

○ 議長 幸地猛

追加日程第８、決議第３号、議会広報調査

特別委員会設置に関する決議を議題としま

す。提案理由の説明を求めます。

10番玉城安雄議員。

（10番玉城安雄議員登壇）

○ 10番 玉城安雄議員

決議第３号

議会広報調査特別委員会設置に関する決議

上記議案を地方自治法第112条及び会議規
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則第14条の規定により提出する。

平成27年12月８日提出

提出者 久米島町議会議員 玉城 安雄

賛成者 久米島町議会議員 安村 達明

議会広報調査特別委員会設置に関する決議

次のとおり、議会広報調査特別委員会を設

置するものとする。

記

１．名称 議会広報調査特別委員会

２．設置の根拠 地方自治法第119条及び委

員会条例第６条

３．目的 議会広報編集及び発行に関する調

査

４．委員の定数 ５人

５．調査期限 調査終了まで閉会中もなお調

査を行うことができる。

提案理由

議会広報は議会と住民を結ぶ架け橋であ

り、議会の審議活動状況を広く住民に知らせ

る重要な役割を担っている。この議会広報の

充実、強化を図り、編集委員として、十分な

活動ができるようにするため、地方自治法上

の根拠を有する「議会広報調査特別委員会」

を設置する。

以上であります。ご審議よろしくお願いい

たします。

訂正いたします。

２．設置の根拠 地方自治法第109条及び委

員会条例第６条

以上訂正いたします。

（10番玉城安雄議員降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

本案につきましは質疑を省略したいと思い

ますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認め質疑を省略します。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから決議第３号、議会広報調査特別委

員会設置に関する決議を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。

したがって、決議第３号、議会広報調査特

別委員会設置に関する決議については原案の

とおり可決されました。

だだいま設置されました議会広報調査特別

委員の選任については、委員会条例第８条第

４項の規定によって、仲村昌慧議員、崎村正

明議員、饒平名智弘議員、翁長学議員、吉永

浩議員を指名したいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。

したがって、議会広報調査特別委員会の委

員は仲村昌慧議員、崎村正明議員、饒平名智

弘議員、翁長学議員、吉永浩議員を選任する

ことに決定しました。

これから議会広報調査特別委員会の委員長

及び副委員長を互選していただきます。

○ 議長 幸地猛

しばらく休憩します。 （午後２時38分）
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○ 議長 幸地猛

休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後２時43分）

これから諸般の報告を行います。

休憩中に議会広報調査特別委員会において

委員長及び副委員長の互選が行われ、その結

果の報告が議長の手元にまいりましたので報

告いたします。

委員長に仲村昌慧議員、副委員長に崎村正

明議員、以上のとおり互選された旨の報告が

ありました。これで諸般の報告を終わります。

追加日程第９ 沖縄県離島医療組合議会議

員の選挙について

○ 議長 幸地猛

追加日程第９、沖縄県離島医療組合議会議

員の選挙を行います。

お諮りします。

選挙の方は地方自治法第118条第２項の規

定によって指名推薦にしたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。

したがって、議長が指名することに決定し

ました。沖縄県離島医療組合議会議員に安村

達明議員、棚原哲也議員、喜久村等議員を指

名します。

お諮りします。

ただいま議長が指名しました安村達明議

員、棚原哲也議員、喜久村等議員を沖縄県離

島医療組合議会議員の当選人と決定すること

にご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。

したがって、安村達明議員、棚原哲也議員、

喜久村等議員が沖縄県離島医療組合議会議員

に当選されました。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後２時46分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後２時47分）

ただいま沖縄県離島医療組合議会議員に当

選されました３名の議員が議場におられます

ので、会議規則第33条第２項の規定によって

告知をいたします。

追加日程第10 沖縄県介護保険広域連合議

会議員の選挙について

○ 議長 幸地猛

追加日程第10、沖縄県介護保険広域連合議

会議員の選挙を行います。

お諮りします。

選挙の方法は地方自治法第118条第２項の

規定によって指名推薦したいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。

したがって、議長が指名することに決定し

ました。沖縄県介護保険広域連合議会議員に

吉永浩議員を指名します。

お諮りします。

ただいま議長が指名しました吉永浩議員が

沖縄県介護保険広域連合議会議員の当選人と

決定することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。
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したがって、吉永浩議員が沖縄県介護保険

広域連合議会議員に当選されました。

ただいま沖縄県介護保険広域連合議会議員

に当選されました吉永浩議員が議場におられ

ますので会議規則第33条第２項の規定によっ

て告知をいたします。

追加日程第11 南部広域市町村圏事務組合

議会議員の選挙について

○ 議長 幸地猛

追加日程第11、南部広域市町村圏事務組合

議会議員の選挙を行います。

お諮りします。

選挙の方法は地方自治法第118条第２項の

規定によって指名推薦にしたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。

したがって、議長が指名することに決定し

ました。南部広域市町村圏事務組合議会議員

に平良弘光議員を指名します。

お諮りします。

ただいま議長が指名しました議員を南部広

域市町村圏事務組合議会議員の当選人と決定

することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。

したがって、平良弘光議員が南部広域市町

村圏事務組合議会議員に当選されました。

ただいま南部広域市町村圏事務組合議会議

員に当選されました平良弘光議員が議場にお

られますので会議規則第33条第２項の規定に

よって告知をいたします。

追加日程第12 沖縄県後期高齢者医療広域

連合議会議員の選挙につい

て

○ 議長 幸地猛

追加日程第12、沖縄県後期高齢者医療広域

連合議会議員の選挙を行います。

お諮りします。

選挙の方法は地方自治法第118条第２項の

規定によって指名推薦にしたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。

したがって、議長が指名することに決定し

ました。沖縄県後期高齢者医療広域連合議会

議員に赤嶺秀德議員を指名します。

お諮りします。

ただいま議長が指名しました議員を沖縄県

後期高齢者医療広域連合議会議員の当選人と

決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。

したがって、赤嶺秀德議員が沖縄県後期高

齢者医療広域連合議会議員に当選されまし

た。

ただいま沖縄県後期高齢者医療広域連合議

会議員に当選されました赤嶺秀德議員が議場

におられますので、会議規則第33条第２項の

規定によって告知をいたします。

はじめての議長職で緊張いたしましたが、

皆さんのご協力をいただき終了することがで

きました。ありがとうございました。

以上で平成27年第６回久米島町議会臨時会
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を閉会します。

お疲れ様でした。

（閉会 午後２時52分）
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地方自治法第123条第２項の規定により署名する。
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（午前 10時00分 開議）

○ 議長 幸地猛

おはようございます。会議を開く前にご報

告します。本日、中村暁さん、中村佳代さん

から議会傍聴の申し出がありましたので許可

しました。

ただいまから平成27年第７回久米島町議会

定例会を開会します。

本日の議事日程は予めお手元に配布したと

おりであります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 幸地猛

日程第１、会議録署名議員の指名を行いま

す。

本日の会議録署名議員は、会議規則第120

条の規定によって、１番喜久村等議員、２番

盛本實議員を指名します。

日程第２ 会期の決定

○ 議長 幸地猛

日程第２、会期の決定を行います。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日12月17日から18日

までの２日間としたいと思います。

ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。従って、会期は本日

12月17日から18日までの２日間に決定しまし

た。

日程第３ 議長諸般の報告

○ 議長 幸地猛

日程第３、議長諸般の報告を行います。

平成27年９月定例会以降の議長が出席しま

した会議等の内容をお手元に配布してありま

すので、ご覧になっていただきたいと思いま

す。

次に、地方自治法第235条の２第３項の規

定により、例月現金出納検査の結果をお手元

に配布してあります。朗読は省略します。

次に、町長から平成27年９月定例後の町政

一般報告書が別紙のとおりありましたので、

お手元に配布してあります。朗読は省略いた

します。

これで諸般の報告を終わります。

日程第４ 一般質問

○ 議長 幸地猛

日程第４、ただいまから一般質問を行いま

す。一般質問の時間は会議規則第56条第１項

の規定によって、これまでどおり30分以内と

します。なお質問は質問席から総括質問のあ

と一問一答方式で行います。それでは順次発

言を許します。

12番翁長学議員。

（翁長学議員登壇）

○ 12番 翁長学議員

おはようございます。12番翁長です。私の

方は２点質問させていただきます。まず休憩

お願いします。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午前10時３分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午前10時４分）

○ 12番 翁長学議員

私の方から２点質問いたします。まず１点、

儀間ダムの完成後の防波堤道路の一般車両の

通行可能か。現在、久米島縦断道路が工事中
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で南と北の流れが良くなると思う。そこで西

から東、北原農道が儀間で終点になっている。

儀間から比嘉に通じる道がない。

①儀間ダム堤防の道路の通行を予定してい

るか。

②通行予定がなければ新規の道路の計画を

要望する。

２点目、芋農家に対しての助成事業はどの

ようになっているか。久米島町では芋農家が

多くなっている。今年３月18日に芋の拠点産

地に認定された。そこでどのような助成事業

が行われているか伺いたい。

①機械導入については、現在進行中と聞い

ています。

②農薬等の補助については。

③連作障害についての取り組みは、以上お

願いいたします。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 大田治雄町長

おはようございます。答弁入る前に一言だ

けご挨拶申し上げます。14名の議員の皆さん

新たな改選でご当選おめでとうございます。

そして４名の議員に対しましては新人で初参

加となりますが、一緒に行政と連携を深めな

がら議会運営に励んでください。よろしくお

願いします。それではただいまの12番翁長議

員の質問にお答えします。まず１点目、儀間

ダムの完成後の堤防道路の一般車両の通行可

能か。まずは儀間ダム堤防の道路の通行予定

しているか、儀間ダム完成後の堤防道路の一

般車両の通行は可能であります。通行可能に

なるには県と協定書を結び県警と協議が必要

となってきます。双方との協議後、町道に認

定し開通する予定であります。県協議は現在

所管している県ダム事務所との事前協議する

こととなっております。

２点目に新規道路の計画要望についてです

が、儀間ダムの堤防道路から先の儀間１号線

までは未整備なので町道に認定したあとに拡

幅整備する計画であります。

２点目の芋農家に対しての助成事業はどの

ようになっているかの質問でありますが、ま

ず甘藷の生産振興を図るため沖縄県の攻めの

農業実験実践緊急対策事業によりトラクター

８セットの導入を進めているところでありま

す。

２つ目に農薬の補助は現在のところありま

せんが、一括交付金を活用して補助できない

か検討しているところであります。

３点目の連作障害の取り組みについてはサ

トウキビとの輪作を基本として営農指導をお

こなっております。以上であります。よろし

くお願いします。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

改めて再質問させていただきます。まず１

点目の質問からですが、この質問に関しては、

やはり、いま、久米島横断道路が建設中とい

うことで、先ほど私が答弁したとおり流れは

よくなると思います。しかしながら儀間から

比嘉に向けての途中間、道路がないと町民の

皆さんから要望がありました。そこでせっか

く儀間ダムが完成し堤防の方を見ると車の通

行が可能な道だと竣工式の時に見て、ああ、

これなら通れるなということも私も思ってお

りました。今日の答弁になりますと、通行は
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可能だということなんですが、先ほど警察と

協議が必要、それとたぶん県側との調整も必

要となると思いますが、そういう日程等の調

整というのはついているんでしょうか。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

先だって、先週11日ですけど、町長と儀間

ダムの事務所行って所長に整備して通行可能

になるように整備したいということで申し出

てあります。県警との協議は道路法の改正に

より新道路を取り付ける場合、協議が必要と

なってきていますので、やっていきますけど、

これは道路認定する前にも必要ですし、いま

から協議して町道として認定するためにはち

ょっと時間がかかります。３月議会を目処に

一応、目標としてやって行きたいと思います。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

まだ１回も会合を持っていないということ

でしょうか。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

ただ申し入れをしたということだけです

ね。向こうからその詳細図面がまだ届いてい

ませんので、それによって概略設計入れてこ

ういう道路を整備したいと道路管理課の方に

また要望出して調整に入ります。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

通行が可能という返答をいただいておりま

す。そしてこの道路の幅員見たところ１車線

のみだと思うんですが、この道路開通したと

きですね。通行が可能になったときにこの幅

員で通行は大丈夫なんでしょうか。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

堤防道路は元々２車線計画ではなかったわ

けですね。改良幅としてはいまの堤防道路の

幅の延長を考えています。２車線になるとい

うのは今後そのへんの周辺環境の概略設計入

っていくときに調整していきたいと思いま

す。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

先ほど町長の答弁にも、開通が可能だとそ

こで通じる儀間１号線の方がまだ整備されて

いないと、その北原農道から続く間だと思い

ます。しかしこの道路もちょっと曲がりくね

った感じで、この儀間ダムに通じていくんで

はないかと予想されます。そこで先ほど私が

２点目に新規の道路を計画する要望と質問し

ましたが、やはりあくまでもダムの堤防です。

新たに町の新規の事業として、ちゃんとした

道路というのは計画を立てるべきではないで

しょうか。町長、答弁をお願いします。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

お答えしますが、先ほど担当課長から説明

がありました先だって11日に南部ダム事務所

の所長とお会いして議会からの要望があって

調整しにきましたということで了解を得てお

ります。新規について２交通にするのか１交

通でいくのか、そのへんまた堤体の構造の問
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題もありますので、そのへんまた専門的な県

の担当課と調整しながら、いまのダムの西側

について２交通体制で幅員確保できるかと思

うんですが、何しろ造ったばっかしのダムで

すので、そのへんどうなるのか、そのへんま

た担当レベルで調整させたいと思います。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

私は要望として新規の道路の計画を立てて

もらいたいと思います。やはりいまあくまで

もダム堤防これが拡張か、できるのか２車線

にできるというのはまだ答弁の方も不明とい

う形を受けております。そこでやはり儀間ダ

ムに行くと上の方に登る形になります。その

ままですね、北原道路から真っ直ぐカーブも

なくて通行可能、山城部落の後方とかそうい

う事業も町の目玉として、また取り上げても

いいんじゃないかなと思います。建設課長、

こういう場所は建設的に可能ではあるんです

か。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

たいへん申し訳ございません。いまのとこ

ろ可能とは言い切れないんですが、儀間ダム

周辺のその土地改良一帯は新規事業で採択さ

れています。土砂流出防止で、そこにある沈

砂池、旧ダム造るときに造った沈砂池ですけ

ど、これを活用して赤土流出を防ぐという事

業が採択され28年から実施する予定です。そ

の団地の中の道路としては舗装は予定してま

すただそこから新規でというのはいまちょっ

と目指しはしていません。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

新規の道路はまだ考えていないという意見

をいただいております。そうすれば早急に先

ほど町長の方からありました儀間１号線を早

期に整備し、農作業と商業とまた災害とダム

ができたからこの儀間下流の方が氾濫すると

は限りませんので、迂回道路としての役目も

あると思いますので、ぜひ早急に儀間１号を

整備し、さらに堤防等の整備も、これからで

きるんでしたら、また計画を入れて、通りが

スムーズにできるように要望したいと思いま

す。１点目はこれで終わります。

２点目、芋農家に対しての助成事業となっ

ていますが、いま何グループかに分けて機械

は導入していると聞いております。いま８セ

ットの導入が進められていると聞いておりま

すが、いまどのあたりまで進行中ですか、お

願いします。

○ 議長 幸地猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

沖縄県の攻めの農業緊急実践対策事業によ

り８セットのトラクターの導入を進めている

ところでございます。この８セットの内１セ

ットはジャガイモ専用ということになってい

ますが、基本的には機械は一緒なんで両方使

えるということになります。現在の進捗状況

としては２セットは既に導入済みで稼働して

おります。あとの６セットについてはほぼ年

内には決定通知が出る予定であります。そし

て導入が２月から３月の上旬ぐらいになるの

かなと考えております。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。
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○ 12番 翁長学議員

やっぱりアリモドキゾウムシが根絶されて

久米島の芋が島外へどんどん出荷されており

ます。これからも農家は増えてくると思いま

す。そこで順次、この事業というのはいま８

セットと答弁受けておりますが、さらに面積

を確保すれば、さらにそれは可能なんでしょ

うか。

○ 議長 幸地猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

まずはこの事業の要件として面積要件がご

ざいます。これは馬力に応じた面積が求めら

れますので、その面積を確保してあとは５人

以上の農家が１グループを作って申請をすれ

ば可能でございます。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

分かりました。やはり規模拡大となると機

械を導入し労力を省いていかに多くの芋を出

荷するというのが勝負だと思います。ぜひこ

れからも新規の農家要望があれば耳を傾けて

いただいて答えていただきたいと思います。

そして②の農薬補助についてなんですが、

現在農薬とかはサトウキビ特に今基幹産業で

ありますサトウキビの方には農薬補助出てい

ると思います。農家の方から芋の補助がない

と言われまして、この質問になっていますが、

今後、検討しているということでありますが、

具体的にいつぐらいから始まるか、お願いい

たします。

○ 議長 幸地猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

現在、農薬の補助があるのはサトウキビの

みでございます。サトウキビについてはまた

別のいろんな財源があって、また国の政策等

もあって農薬の補助をいたしておりますが、

それ以外の作物については花きも含めて野菜

類そして甘しょも含めて、現在、農薬の補助

というのは行っておりません。ただ今後の甘

しょの振興を考えた場合、やっぱりイモゾウ

ムシの早期根絶が非常に重要だと考えており

ます。イモゾウムシの根絶については不妊虫

放飼による防除がいま沖縄県の方で進めてお

りますが、それと平行して徹底して、この粒

剤を散布していくということが、個体数の減

少に繋がっていくもっとも大きな効果でござ

いますので、甘しょについては単なる農薬の

補助という観点ではなくてイモゾウムシの早

期根絶を図るという観点から農薬の補助を行

っていくようにいま財政と調整中でございま

す。

スケジュールとしては上手くいけば４月１

日から実施できるような方向でやりたいなと

思っておりますが、けっこうな金額予算がか

かりますので、それまた財政と最終的に詰め

て、これが４月１日なのかあるいはずれるの

か、こちらとしてはできるだけ早い時期に実

施したいと考えております。以上でございま

す。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

いま、行政としても補助に向けて進めてい

るということで先ほど芋の方でイモゾウムシ

と言いましたが、アリモドキゾウムシは根絶

していると、いまイモゾウムシ、いま課長の

方から出てきましたが、イモゾウムシの状況
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というのを再度詳しく説明求めます。

○ 議長 幸地猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

沖縄県の病害虫防除技術センターによっ

て、いま、沖縄県でも久米島町と津堅島にお

いて不妊虫を放飼するという事業が行われて

おります。久米島町においても、いま、不妊

幼虫どんどん放していっておりまして、その

効果を測定する方法としてライトトラップを

設置して、そのトラップにかかったゾウムシ

の内、不妊処理をされた虫の割合と、そうじ

ゃない虫の割合を調べて、その効果を図って

いるところなんですが、久米島の中において

は、この不妊化された虫が非常に多くなって

きて、もともと繁殖能力をもっている虫は非

常にへってきております。ただ不妊化された

虫もどんどん放していきますから不妊化され

た虫も食害はでるんで、その減少化に向けて

時間はかかりますが、確実に成果は出てきて

いると思っています。その割合が極端にゼロ

に近くなったときに不妊虫の放飼を辞めれば

両方いなくなるということになります。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

いまの質問でだいぶイモゾウの対策も進め

ていっているみたいで、過去には久米島はウ

リミバエの根絶に成功した島で、これが県内

に広がって、いまは県外にゴーヤーも出荷で

きます。早めに、これも達成できればさらに

久米島の芋が加工用ではなく青果として県外

にも出せる日が段々近くなってきているんで

はないかと思います。これも、我々、町民と

してはまた見守って、この事業が早めに達成

できるように望んでいることです。最後にぜ

ひ芋農家の皆さんに対しての農薬補助は４月

ということを聞いて、いま、返答を受けまし

たので、ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。

続きまして、この芋に関しての質問で連作

障害についての取り組みとなっております。

芋の方はやはり連作をしていくと障害が起き

るとキビと交互にやればそれも可能なんです

が、やはりその農家にとっては畑地が少ない

とそれでずっと連作が続くと思いますが、そ

の連作に対して、緑肥とかそういうのをいま

やっているんでしょうか。

○ 議長 幸地猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

緑肥の助成はいたしております。あといま

赤土の流失防止事業の中で、その裏作のない

期間裸地の状態でおいているときに大雨が降

ったら表土流出するということでございます

ので、その赤土防止対策の事業の中で緑肥の

種の無料配布を行っております。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

緑肥の助成はしていると、それで夏場に収

穫するとどうしても冬場に向けていきます。

その夏と冬の緑肥の種類は成長が違うと思う

んですが、その夏と冬の緑肥というのは区別

があるんでしょうか。

○ 議長 幸地猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

基本的には夏の緑肥、冬の緑肥違いがあり

ますので、冬はどちらかといえば豆化が中心
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になります。夏場ですとイネ科中心になりま

す。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

連作障害については、緑肥等も助成してい

るということで、やはり１年中をとおして芋

を作るには連作障害を防ぎ、緑肥等を使って

の土壌改良等進んでいかないとやはり後々は

農家の方も行き詰まってしまうと思いますの

で、この冬場に対しての緑肥をもう少しどう

いう物が適しているかというのを上手く利用

して、それでまた普及員と、そういうのを相

談しながら取り組んでいただきたいと思いま

す。因みに、いま、緑肥等は何種類使ってい

るんでしょうか。

○ 議長 幸地猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

いますぐ提供できるのが、ヘアリベッチと

いう豆化の緑肥で、それをいま準備していま

す。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

町の方も芋に関しては、それぞれ収穫機械

そして農薬等の補助、連作障害等ではいろい

ろと事業を進めているようですので、ぜひ久

米島がせっかく芋の拠点産地に認定されてお

りますので、キビそして芋とうまく連作を防

ぐことをしながら、この久米島のまた次の大

きな産業になると思いますので、ぜひ町とし

ての農家にも助成事業を行っていただきたい

と思います。これを持ちまして私の質問を終

わりたいと思います。ありがとうございます。

（翁長学議員降壇）

○ 議長 幸地猛

これで12番翁長学議員の一般質問を終わり

ます。

次に10番玉城安雄議員。

（玉城安雄議員登壇）

○ 10番 玉城安雄議員

一般質問に移る前に一言あいさつ申し上げ

たいと思います。先の改選で、また今後４年

間皆さまと共に一緒に頑張ることになりまし

た。二元代表制の目的を意識しつつ、執行部

と共に４年間取り組んでいきますのでよろし

くお願いしたいと思います。

それでは一般質問に移ります。私の方から

３点質問したいと思います。まず最初に町長

のトップセールスについて伺いたいと思いま

す。町長のトップセールスについては、いま、

久米島においては良い商品が溢れています。

非常にまた商品自体も元気であります。各地

域、企業、個人等が切磋琢磨し商品開発に取

り組み品質の向上に努力し、良い商品、農産

物、水産物も含めてなんですが作っておりま

す。これがよく売れるかそうでないかという

ことは販売努力ということが非常に重要にな

ってくるわけであります。良い物があっても

認知度がなければ売れる時代ではありませ

ん。また黙っていても売れるという時代では

ありません。インターネット等での販売等も

各商品伸びてきていると思いますが、またそ

こでも口コミの情報等が販売を大きく作用し

ています。そこで町長のトップセールスも非

常に重要になってくるものではないかという

ことで、私はこの質問をいたします。町長も

町のナンバーワンセールスマンとして活躍し

ていただきたいと思いますが、今後の具体的
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な売り込みの機会等を上げて考えを示してい

ただきたいと思います。

２番目に学力テストの結果と学力向上の取

り組みについて伺います。全国学力テストの

結果については公表を行うかということで各

地で問題になっていますが、私はここでは学

校の序列化を求めているわけではありませ

ん。しかし何かを行ったら、その結果を確か

め分析し、将来に生かすということで改善が

あります。結果についてどのように受け止め

ているかということと、今後の取り組みにつ

いて伺います。また単にテストでの点数の向

上ということだけではなく命を守る防災教育

の重要性生きる力を付ける教育、郷土の歴史

を踏まえた教育等は学力テストには出てきま

せんが、必要なことと思います。テストの点

数というのは、もちろん重要であります。学

力向上ということが生きる力の向上になる部

分もありますが、地元の将来のための視点は

備えられているか、合わせて伺います。

３番目に公共工事の発注について伺いま

す。３点伺いたいと思います。１番目に指名

業者の選定、指名基準はどうなっているか、

２番目に大型工事の分離、分割発注、年度工

事の早期発注はできないのか。３番目に県発

注工事の地元優先発注にもっと力を入れるべ

きではないか、以上３点伺います。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

ただいまの質問にお答えします。私からは

１点目と３点目を答弁したいと思います。ま

ず１点目の町長のトップセールスについてで

ありますが、今年度は畜産部門、観光部門等

をトップセールスを実施してまいりました。

来年度も機会があれば実施したいと考えてお

りますが、現段階での今後の具体的な予定は

組んでおりません。トップセールスに限らず

重要施策や新規事業に関する調整等で本島や

本土に出張する機会が非常に多い中、出張で

島外に出る機会がある度に町のセールスマン

として常に久米島町の特産品や各産業のピー

アールをしております。特産品の販売拡大に

は町長のトップセールス以外にも有効な手段

は数多くあると思いますので、関係機関と調

整しながら効果的なピーアールを推進してい

きたいと思っております。

続き３点目ですが、公共工事の発注につい

て、まず１点目の指名業者の選定については、

久米島町建設工事等入札参加資格及び指名基

準等に関する規定並びに久米島町建設工事等

請負業者指名基準及び指名審査委員会等に関

する要項に基づき入札参加適格審査並びに工

事施工能力審査を得たもので、建設業会社の

本社または営業所のいずれかが町内にある業

者、建設業者等の代表者等が町内出身である

業者を指名業者としております。ただし、建

設工事等の特殊な工事や専門の技術者の配置

が必要な工事等については指名基準を満たす

ため町外の業者を指名する場合もあります。

次に指名基準については沖縄県知事が作成

する建設業者の経営事項審査結果に基づく工

事施工能力審査による等級の格付けにより島

外工事の設計額の規模によって指名する業者

の等級を定めております。

２点目の大型工事については可能な限り分

離分割発注に努めております。しかし工事の

性質や内容によって分離分割発注が困難な場

合や国や県の施行工法協議で分離分割発注の
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同意を入れられない場合はＪＶでの対応をお

願いしております。

年度工事の早期発注についてですが、町で

は各種工事の早期発注に努めておりますが、

補助事業については国県からの交付決定後の

執行となるため発注時期が遅れる場合があり

ます。年内発注が困難な工事等については、

工期等を考慮し、事業の繰越手続きを行って

おります。

３点目、県発注工事の地元優先発注につい

ては、毎年実施している公共工事の採択及び

発注に関する要請行動においても強く要請を

しております。しかし、当町も法令や規定に

基づいた入札指名の基準があるように、沖縄

県も法令や規定で指名基準等が定められてお

り、久米島町建設業協議会が要望している1

億5千万円以下の指名競争入札の実施には県

等の制度改正が必要になります。今後とも継

続して地元優先発注はもとより沖縄県の指名

競争入札制度改正についても強く要望をして

いきたいと思っております。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

（吉野剛教育長登壇）

○ 教育長 吉野剛

玉城安雄議員のご質問、全国学力テストの

結果と学力向上の取り組みについてお答えい

たします。まず全国学力テストの結果につい

てですが、小学校は正答率が今年度の成果指

標である全国差マイナス６ポイントを大きく

上回るプラス3.5ポイントの結果を残すこと

ができ、平成19年度の調査以来、初めて全国

平均を上回ることができました。これは子ど

もたちの頑張りはもちろんですが、教師が授

業力を高め分かる事業を展開できたことと、

基礎学力を定着させるための補習を十分に実

施できたことが成果に繋がったと考えており

ます。

中学校の正答率については、成果指標のマ

イナス６ポイントに届かないマイナス９ポイ

ントで課題の残る結果となりました。この結

果を踏まえ中学校においては教師の授業改善

や補習の工夫を図りながら家庭学習を中心と

した生徒達のさらなる努力を促していく必要

があると考えております。

今後の取り組みにつきましても引き続き教

師一人ひとりの授業力向上のための取り組み

と基礎学力等の向上のための児童生徒への支

援を行ってまいります。

次に、学力向上を推進する上で地元の将来

の為の視点についてですが、小学校、中学校

共に全ての教科を対象に島内の自然や施設な

どを活用するための支援を行っております。

また地元の事業所での職場見学、職場体験を

とおして望ましい勤労観、職業観を身に付け

させたいと考えております。このような取り

組みを継続していきながら、町の推進目標で

ある地元、久米島に誇りを持ち、心に夢を持

てる児童生徒を育成してまいります。

（吉野剛教育長降壇）

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

それでは３点質問してますので順をおって

再質問をしていきたいと思います。まず最初

に町長のトップセールスについてであります

が、現代は日本においても総理大臣自ら新幹

線の売り込みをする時代であります。地方自

治体においても首長がトップセールスマンと
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なり町の資源、特産物等を売り込むのは当然

のことだと私は思います。今回の答弁で町長

は畜産部門、観光部門ではトップセールスを

実施したと答弁されていますが、具体的にど

のようなことをしたのか、何処何処に行った

のか具体的に説明お願いしたいと思います。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

まずは畜産においては九州管区内のバイヤ

ー巡り、これをＪＡさんと一緒に福岡入りし

て佐賀、熊本、宮崎、鹿児島それぞれレンタ

カーで移動して、バイヤー先を訪問してきま

した。非常に先方からしてもわざわざという

ことでたいへん快く受けられておりました。

継続してまた他のバイヤー等においても北は

山形、福島それがありますので機会を見てＪ

Ａさんと一緒になって部会の皆さん中心に計

画してまいりたいと思います。それから観光

等についてはエージェント、私、観光協会の

会長をしている頃には東京、名古屋、仙台あ

たり札幌あたりも回った経験もありますが、

それ以外に他の出張等を兼ねて、私が何時も

心がけているのは一つあります。名刺の裏に

久米島のはての浜の写真を入れて人口も名刺

を発行するときの月の末の人口を入れて、そ

れぞれ特産何がある、何があるというふうに

詳細がありますよということで名刺を差し上

げて宣伝しております。これも継続してやっ

ていきたいと思います。

その他もろもろありますが、例えば東京の

阿佐ヶ谷のアンテナショップの立ち上げのと

きとか、沖縄本島でありましたら離島マルシ

ェのときも行きました。それぞれ離島フェア

この間のタイムス展とかいろいろあります。

今後においてもそういう業種と一緒にできる

ものについてはやって、また個別に行くべき

ものについてはやってまいりたいと思いま

す。それから航空関係においてもＦＤＡさん

の訪問もしました。また新たなこれからあり

ますが、他の航空業者においても誘致の運動

もしてきました。その他、今後については担

当課とまた含めて必要に応じていきたいと思

っております。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

今、畜産関係と観光に関するトップセール

スの話がございました。まず畜産関係につい

ては以前からの同僚議員の方からもありまし

て、この競りの前の懇親会の中で、これもト

ップセールスじゃないかなという話もありま

したが、今回ちゃんと産地を回ってやったと

いうことは、非常に良かったいいことなのか

なと思っております。今、畜産においてもど

んどん良い単価で取引もされておりますの

で、どんどん売り上げも伸びてきてますので、

ぜひ引き続き、そこらへん取り組んでいって

もらいたいと思います。

観光についても同様、ぜひまた平成30年度

の12万人目標達成に向けて町長、先頭にトッ

プセールスよろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、答弁の中に次年度については、現段

階では予定は組んでいないということで町長

は答弁されていますが、トップセールスとい

うのはやっぱり畜産観光部門だけではなく、

農産物いろんな水産物もありますので、特産

品のセールスも関係機関と一緒になって、取

り組んでいくべきだと思いますが、いま次年
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度の予算ヒアリングの時期にもなっていると

思いますので、関係機関と調整して予算を計

上し計画的に実施する考えはないか町長、伺

いたいと思います。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

お答えします。具体的な日程が決まってい

ないということでありますが、行く分につい

ては、今年同様、これ以上に展開しておりま

すので、やらないということではなく前向き

にやっていきたいということであります。よ

ろしくお願いします。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思

います。特産品の販路拡大についてはトップ

セールス以外にもいろいろ有効な手段はある

という答弁もありますので、いま現在、町の

方でこういう販路拡大のために取り組んでい

るこの有効な手段といいますか、そういうの

がありましたらお答えお願いします。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

販路拡大に関する町の取り組みとしてお答

えいたします。まず販路拡大に即効的な効果

があるものに関しては、物産展が有効かと考

えております。今年度において物産展の方に

つきましては、県外の方で４件、そして県内

４件、そして来月１月になりますが28年１月

には、また県内もしくは県外いずれかで物産

展を開催するというような取り組みで商工会

の方を支援しております。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

今いろいろ説明がありました。新聞等でも

東京等でのアンテナショップも非常に好評と

いう話も伺っていますので、どんどんこうい

うことを島外に県外に発信することによって

久米島の認知度も高まると思いますので、ぜ

ひ取り組んでいただきたいと思います。先の

産業まつりの資料にもありますが、本町の産

業の概況もここ４、５年、販売額も右肩上が

りに上がっているのが伺えます。先だってタ

イムスでの久米島の観光と物産、芸能フェア

も私も見たんですが、非常に大盛況でした。

これを期に、やっぱり島の特産品の認知度を

更に高めるためにも町長のトップセールスや

その他の担当から話がありました有効な手段

を活用して、販路拡大に努めてほしいと思っ

ております。この件は終わりまして、次に移

りたいと思います。

次に、学力向上の取り組みについて教育担

当課にお伺いしたいと思います。学力向上の

取り組みについてなんですが、私は先の選挙

で公約として教育による島づくり、また島お

こしを提案いたしました。一昔前までは、久

米島は教育の島と言われ、各方面に有能な人

材を出しております。やっぱり教育による島

づくり、島おこしは児童生徒の学力向上なし

では、なしえないと思っております。答弁に

ある学力テストの結果でありますが、小学校

では、調査依頼始めて全国平均を上回り中学

校ではマイナスの正解の指標であると答弁さ

れているが、小学校ではできているんですが、

中学校ではマイナス評価という主な要因とし

て考えられることがありますか、答弁お願い
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します。

○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

まず小学校の今回の結果については、ほん

とにたいへん喜ばしい結果だというふうに思

っています。それにつきましては、ほんとに

各学校の先生方の授業力が非常に高まったと

いうことを先ほど申し上げましたが、それ以

外の補習についての意欲、あるいは使命感と

いったようなものがすごく意識が高くなって

きたのではないかなというふうに思っており

ます。そこで全小学校で放課後にそういう補

習をやるということが当たり前の、そういう

ような状況に教師もそうですが、子どもたち

もそういうふうになってきた、意欲の変化が

高まりがそれに繋がったのではないかなとい

うふうに思っております。

もう一つは学習の規律、そして生活習慣と

いったもののなかに学習をする時間であると

か授業の中で始め終わり、また発表の仕方、

書き方といったようなものが、段々と定着し

てきた成果ではないかなというふうに小学校

では捉えております。

逆に中学校で今回目標に届かなかったとい

う点についてですが、ここは小学校と同じよ

うな放課後の補習が毎回行えるわけではない

ということと、あと専科制なものですから国

語、数学、英語、理科という中で、その先生

方は一所懸命頑張っております。他の先生方

につきましても補習の中で小学校と同じよう

な体制で取り込めなかった部分はあるのかな

というふうに思っております。次年度は専科

以外の実施教科以外の先生方はどのような取

り組みに参加できるのか。またどういった体

制でできるのかといった部分を、また体制を

しっかりと確立してやっていきたいなという

ふうに思っています。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

今の答弁でも先ほどの答弁でも小学校が非

常に頑張っているのは伺えます。中学につい

ては小学校でできているのに、なぜ中学校で

できないのかという、また我々一般の目から

見ればそういうこともありますので、ぜひ授

業内容と学校と中学校と連携しながらどんど

ん結果を上げていくように取り組んでいただ

きたいなと思っております。

それと小学校の件についてなんですが、小

学校は調査以来、学力向上全国平均を上回っ

たということなんですが、いろいろ新聞等で

見てみますと、これ４月に行われるわけです

よね、学力テストは、これに向けていろいろ

先ほども放課後、補習しているという話があ

りました。新聞等で見てみますと、これに試

験の結果を求めるあまり、他の対象の学年も

春休みの段階からそれに向けてやる、こうい

う授業中もテストに向けての補習、休み時間

もないという子どもたちが余裕がないという

話がありますが、久米島ではそういうことは

ありませんか。

○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

まず１つ目ですが、春休みとか長期休養期

間中の取り組みについてなんですが、久米島

においては、それは実は春休み期間中の取り

組はやっておりません。また離島なので３年

で３分の１程度は入れ替えもありますので、
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それをやるということもなかなかできない状

況もございます。それはやっておりません。

ただ、夏休みに関しては、だいたい３日から

５日程度で学年によって全員を出す日とある

いはもうちょっと頑張ってほしい子、出す子

というふうにして分けてやってはおります

が、それも２時間程度のものなので、これに

よって非常に時間を奪われるというものでは

ないと思います。しかしながら取り組みにつ

いては普段の休み以外の取り組みにつきまし

ては、放課後にだいたい週に３回とか４回と

かありますけども、その時間帯を子どもたち

が帰る下校時間、放課後授業が終わって１時

間程度なので、それによって非常に部活がで

きなくなったとか、あるいは習い事ができな

くなったとか、非常に時間が取られるという

ようなことは久米島ではないと思っていま

す。しかしながら子どもたちも、それをやら

なければならないといったような意識は自分

たちの方でも高まっているのではないかとい

うふうに思っております。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

今は４月、新年度の開始時のことを話した

んですが、それによって新年度の授業のスタ

ートがままならないとか、そういう話も情報

等でありますので、ぜひそこらへんはあまり

詰め込みすぎないように、結果はでることは

いいことなんですが、そこらへんまた十分ケ

アしながら取り組んでもらいたいなと思って

おります。

中学の件なんですが、教育長、この知恵の

輪のアンケートにもあるんですが、グラフで

すか、小学校は平成22年度あたりどんどん伸

びて右肩上がりで上がっていますが、中学の

場合はやっぱりマイナスの査定の中でも良い

年があったり悪い年があったりしているわけ

なんですよね。そこを先ほどいろいろ改善策

もありましたが、もう一度学校側と調整して

取り組むことが必要ではないのかなと思いま

すが、どうですか。

○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

確かに、毎年学年によっては、すごく良い

時と少し課題がある時ということは、これま

でありました。昨年度は実は中学校も県平均

を全て超えておりました。今学年は残念なが

ら逆に県も全国の差は開いてしまったんです

が、そこは学校の方もちゃんと分析をして認

識をしております。ここにも書いてあるんで

すが、方法としては、とにかくそういったま

だまだ定着していない生徒たち、まだ学習内

容を理解していない生徒たちを中心に個別指

導や家庭学習の工夫をしていくといったよう

なことは確認をしております。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

ぜひ、中学校の方も全国平均を上回るよう

な努力をして、子どもたちの学力向上に向け

て取り組んで、そういう教育による島づくり

島おこしをまた皆さんで進めていきたいと思

いますので、また現場の方も一生懸命取り組

んでいただきたいと思います。

この件の最後になんですが、町の２次総合

計画の中の教育委員会のヒアリングの中でも

島の教育目標はなによりも学力向上と、その

質の向上にあるという意見もあります。島に
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誇りを持ち、心に夢を持てる子を育成するた

めに、さらなる努力が必要だと私は思ってお

ります。そのためにも教育面の予算を充実さ

せ10年、20年後の久米島を見据えた政策が重

要になってくるのではないかと考えます。教

育に向けた予算は今すぐには結果はでませ

ん。何らかのかたちで将来必ず久米島に役立

つものと考えます。その点に町長の見解を伺

いたいと思います。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

はい、お答えします。私も教育特にこの人

材づくりには非常に重要なものと認識してお

ります。これからも可能な限り教育予算につ

いては財政の調整の中で不自由しないような

かたちで全ての子たちが平等に学習が受けれ

るような体制づくりを行政としても考えてい

きたいと思っております。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

学力向上については終わりたいと思います

が、次に３番目の公共工事の発注について、

また再質問をしていきたいと思います。これ

については答弁のとおりで、だいたい理解は

いたします。この中で指名業者の選定、指名

基準はどうなっているかということで、現在、

本町では入札参加申請は何社提出されている

か。お答えできますか。お答えできたらお願

いします。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

入札参加申請は、島内、島外も含めてにな

りますので、ちょっと帰らないと詳しい数字

はわかりません。現在は把握していません。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

次にその中で島内業者、島外業者の数はと

いうことの質問もしようと思ったんですが、

合わせてまた後でこの２点は資料でくださ

い。

答弁の中に設備工事や特殊な工事について

は指名基準を満たすため町外の業者を指名す

る場合のこの指名基準を満たすためというの

はどういったことでしょうか。入札参加の数

を満たすのか、それ以外にもあるのかちょっ

とお答え願います。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

ただいまの質問にお答えいたします。久米

島町建設工事請負業者指名基準及び指名審査

委員会等に関する要項の中では、何社以上、

何人以上を指名するという、ある程度の基準

が設けられております。ですのでその基準の

数の業者に満たない場合には、島外の業者を

入れる場合があります。

あともう一つは特殊な資格であるとかそう

いうものが必要な工事ちょっと詳しいことは

建設課、水道課の方に聞いてもらいたいんで

すが、そういう工事についても、そういった

資格を保有している業者を指名しなければい

けない場合においては島外の業者を指名する

場合もあります。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員
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この１入札の業者の数、指名基準の中でこ

れは何社ですか、１つの工事の規定、それと

特殊な工事の場合、もとろん島外から入るわ

けですが、これは全て入札参加申請出ている

業者ですよね。お答えください。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

先ほど申し上げました要項の中では、建設

工事、土木工事等に関しては５社以上。そし

て電気工事、管工事その他の工事に関しては

３社以上となっています。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

はい、わかりました。確認の為に町の方に

ちゃんと入札参加申請が出ていなければ指名

はしないということですよね。

はい、次は指名基準についてですが、現在

久米島町の等級ですね、県のあれに基づいて

久米島町もランク付けしていると思うんです

が、この等級ちょっと教えてください。Ａ何

社、Ｂ何社というのがありますよね。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

その工事の内容によって等級が変わりま

す。土木、建設、管工事、電気、舗装等、そ

れぞれの工事のジャンルによって等級が変わ

りますが、ちなみに土木工事に関してはＡの

ランクの業者が７業社、Ｂのランクが５業社、

Ｃが３業社、Ｄが５業社となっています。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

今、土木の話がありましたけど、建築もた

ぶんそういうふうになっていると思います。

例えば、それには新金額の線引きがあると思

いますが、Ａだったら5千万円以上とか、Ｂ

だったら5千万からいくらまでとか、Ｃだっ

たらいくらか、この中で営業者は７社あると

いうことで、指名は満たしていますよね。入

札する１件の工事に対して、Ｂも５社、Ｃも

３社Ｃの工事とかの場合は、当然Ｃランクで

足りないわけですから、これは上から落ちた

下かから上がったりすると思いますが、その

ように理解していいですか。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

規定にもありますが、指名基準の数に満た

ない場合には上下のランクから指名すること

ができるとしています。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

はい、わかりました。例えばＡ業者が5千

万円以下の工事に指名、指名Ｂ、いま５社い

ますよね。これ入る場合もありますか、工事

の内容によって。

○ 議長 幸地猛

休憩します。 （午前11時２分）

○ 議長 幸地猛

再開します。 （午前11時２分）

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

現在この指名の基準なんですが、土木、建

設等の工事では3億以上はＪＶ方式、1億5千

万円以上3億未満が特Ａ、5千万以上1億5千万

円未満がＡ、2千500万以上5千万未満がＢ、1
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千万円以上2千500万未満がＣ、500万円以上1

千万未満がＤとなっております。ただ現在は

運用で建設業協議会からの要望もありまし

て、今現在、運用で4千万円以上はＡ社とい

うことでしております。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

わかりました。私が聞きたかったのは取り

あえずＢが仕事がいっぱいあって、この中で

Ａランクが無い場合に3千万、4千万でも基準

で指名もあり得るかということで、今の状況

でだいたいわかりましたので答弁はいいで

す。やっているわけですよね、そういうかた

ちで、はい。これについて終わります。

分離分割発注については、大型工事につい

ては、できるものはやっているということで

す。ぜひ、分離分割できるもの受注機会を与

えるためにも、ぜひ積極的に対応お願いした

いと思います。

次に、早期発注についてなんですが、各事

情は理解はしますけども、その中でいろいろ

補助金の交付の決定とかという話もありまし

たが、職員の不足、仕事量が多いそういうこ

とで遅れることありませんか、建設課長。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

ただいまの質問ですが、平成27年度今年度

だけ見てみますと、建設課だけで15億5千万、

工事は14億4千万、委託で1億1千万、48件で

す。用地を外して６名で約14から16の事業に

取り組んでいます。これ国、県、防衛、国土

交通省、農水省、県、防衛庁あとは総合事務

局関連で21課、関連課があります。それを６

名と私とで従来からそういうふうにやってい

ますが、確かに持ちすぎと言えば持ち過ぎで

す。今の早期発注もそうですけど、この補助

要綱から見てもわかるように遅れてくる内

示、４月１日に来る内示、一括交付金ですが、

その現地踏査設計が終わらなければ積算単価

の入れ替えというのが、はっきり設計額が上

がってくるのが遅い時期もあって、早期発注

できるやつについては単価入れ替えで７月、

８月には出しています。やっぱし内示を受け

て測量設計が上がってきて発注という声がも

う10月前後になりますので、10月というのは

公共歩掛りと単価が入れ替えの時期なので、

その後の積算、設計書を作成して発注という

感じになりますけど、今の人員でははっきり

申し上げてぱんぱんではあります。ただそう

だからということで業務を置くということは

していませんので、随時、発注できるものに

ついては、早めに発注するように実施してい

ます。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

早期発注することによって、発注が遅れま

すとやっぱり年度末に工事が集中して久米島

の場合はいろいろ年開けてから製糖期にも入

るし、いろいろそういうことで工事が遅れて

また繰越になったり、年度内に終われなかっ

たりということもありますので、ぜひ早期発

注については少ない人員ですけど、できる範

囲で早期発注できるように頑張ってもらいた

いと思います。またいま職員の配置の件なん

ですが、町長、こういういろいろ事業抱えて

いるところは適正な職員の配置も重要になっ

てくると思うんですがどうですか、町長。
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○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

お答えします。技術畑というのを私も建設

課に10年勤めたことありますが、１人前にな

るには３年以上かかると思っております。専

門用語とかいろいろ構造計算のやり方とかあ

りますので、それを配慮しながら、それぞれ

の職員が負担ならないように担当課長を中心

にバランス良く、事務分掌を与えてやること

が望ましいかと思っております。そのために

はまた県に研修も南部農林土木にも１人、総

合事務局にも１人送っております。彼らが帰

るときにはまた他の職員に指導できるような

体制にもなりますので、今後についても継続

してそういうのをやっていきたいと思ってお

ります。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

建設課に限らず、また技術畑、他の担当課

もいろいろそういう関係する課もあると思い

ますので、そこらへんぜひバランス良くまた

考えていただけたらいいのかなと思います。

次に、地元業者の優先発注についてなんで

すが、県発注工事の地元優先発注については

毎年商工会が音頭を取っているわけですが

ね。それに伴って行政も２回も一緒になって

要請しているわけなんですが、この成果とい

うのは出てますか、どなたか。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

ある程度の効果は出ていると思います。そ

のある程度という言葉自体ですね。先だって

からずっと農林サイドですけど相談あって皆

さんのその要望に対して地元業者だけ選んだ

のに我々の言葉で流れるというんですけど、

不調、要は発注体系を久米島だけで組んで業

者を指名して出しているのに、どこも応札し

なかったというのが、県では久米島は要請に

来てそういうことをするのかというふうに呼

ばれて言われました。何とかそういうことが

ないように、マイナスになると、これ県の場

合１回不調になると半年以上おかなければい

けないらしいんですよ。次回発注するのに、

なのでそのへんは建設業界にも一応申し上げ

て、こういう要請、うちも採択、指名、県に

対して要望しているのでという、業界も一緒

になって県関係課回っていきますんで、そう

いうものに対しては皆さんも協力してくださ

いと。全面立って県であちこちで防衛、沖総

でやっている、その中において要請活動して

いるけど、不調になるというのはどういうこ

とですかということでお叱りを受けていま

す。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○ 10番 玉城安雄議員

いま建設課長があったとおりですね、私も

今この話をしたくて今これやりました。今1

億5千万円以下の工事については、一般競争

入札ではなく、指名競争になるようにという

ことで県の制度改革も必要ということで要請

しているということなんですが、この5千万

円以上の工事について、指名入札で約１件に

付き15社指名されているとは思うんですが、

これ入札結果見てみますと、８社ぐらいは入

札に応じて、あと残りの何社は辞退とか、ま

た未提出もあるということも聞いていますの
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で、この要請、せっかくですね、行政も業者

も商工会も中心になって要請しているにもか

かわらずこういうふうなことが出るというの

が、私は不思議に思うんですよ。当の言って

いる建設業の皆さんにはもう失礼なんです

が、建設業の皆さんがそういうふうなことは

ちょっとおかしんじゃないかなと思っており

ますので、確かに辞退には技術者の配置とか

こういうのができなくて応札しないというの

もありますので、できるだけ指名されたなら

落札する気がなくても、それ相応の見積はで

きるわけですから、金額を提示して応札して

いただけたら、さらに逆に要請の効果出てく

ると思いますので、そこはぜひ業界の皆さん

とも一緒になって行政も指導して、というよ

り相談と言いますか、意見交換しながらする

ことによって、また、この5千万以上も指名

競争、制度改革で指名競争になるかもしれな

いし、5千万円以上全部一般競争ですよね、

県発注の工事は、そういうことにもなってく

ると思いますので、この要請の成果を出すた

めにもそういうことから一致団結して要請し

ないと、なかなか先ほどのようにまた建設課

長からあったように、お叱りも受けると思い

ますので、久米島の為にぜひそういうところ

担当課また町長はじめいろいろ皆さんと相談

しながら、より効果のある要請の仕方、また

要請した後もちゃんと応えられるようなやり

方も望んで、私の一般質問を終わります。

（玉城安雄議員降壇）

○ 議長 幸地猛

これで10番玉城安雄議員の一般質問を終わ

ります。

休憩します。 （午前11時14分）

○ 議長 幸地猛

休憩前に引き続き再開します。

（午前11時24分）

次に７番仲村昌慧議員。

（仲村昌慧議員登壇）

○ ７番 仲村昌慧議員

７番、仲村昌慧議員です。通告書に従いま

して質問します。まず義務教育学校給食の無

償化について、昨年の12月議会で町長の義務

教育にかかる費用の無償化する公約について

義務教育にかかる費用とは具体的にどういう

ようなものかとの質問に町長は久米島の将来

を担う子どもたちの環境づくりの施策として

掲げているが、内容については事務方への検

討はこれからである。無償化がいいのか支援

がいいのかと本町の教育環境を精査し、何が

効果的か何が最優先で取り組むべき事項かを

整理した上で進めたいと答弁していますが、

義務教育の無償化の内容について事務方とど

う検討したか、最優先で取り組むべき事項と

は何かお伺いします。

次に、町長は学校給食を無償化すると答弁

しましたが、実現に向けて教育委員会、給食

センターとどのような議論をしてきたかお伺

いします。

次に、女性の登用についてであります。女

性の登用を促すため、大企業や国地方自治体

に数値目標の設定を義務づける女性活躍推進

法が成立しました。女性の力を発揮してもら

い、社会の活力を維持するのが狙いでありま

す。この法律は新年度から動き出すことにな

りますが、女性の登用について町長の見解を

伺いします。

次に、町議会議員選挙の投票率についてで

あります。11月15日に行われました町議会選

挙は定数14に対して20人が立候補し、まれに
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みる激戦で投票率が高くなると予想しました

が、前回を下回る結果となりました。12年前

の合併後、最初の選挙と比較すると９ポイン

トも投票率が下がっています。投票率が下が

った原因は何か。今後、投票率を上げるため

の方策をお伺いします。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

それでは、７番仲村昌慧議員の質問にお答

えします。まず１点目、義務教育学校給食の

無償化についてであります。義務教育の無償

化の内容について事務方とどう検討したか、

最優先で取り組むべき事項は何かについてで

すが、これまで教育委員会や給食センターと

の個別の職務会議や三役会議等で義務教育の

無償化が考えられる事項にはどのようなもの

があるのかなどについて話し合いを持ちまし

た。その対象としては考えられるものは、ま

ずは修学旅行、演劇鑑賞会など児童生徒が直

接利益を受ける学校行事で徴収される費用、

そして給食費また地域学習を行う際の交通費

などが考えられます。その中で島の子どもた

ちが地域資源を活用し、地域を学ぶ学習への

予算面での支援が最優先に取り組むべき事項

であると教育委員会と確認しております。

次に学校給食の無償化についてですが、仲

村議員のご質問の中に12月議会で学校給食を

無償化すると答弁したとありますが、私は給

食費の無償化については即座にやるというこ

とではなく、事務方に指示をしながら任期中

に改善できるように取り組んでいくという答

弁の趣旨で理解しております。

現在、町内の小学生中学生の提供する給食

にかかるまかない材料は今年度の予算では3

千693万円かかっており、その内788万円は町

が負担しております。また給食費にかかる町

の支援努力として、平成21年に改定された給

食費について消費税が８％に値上げされた際

の食材費の高騰時においても据え置きし保護

者への負担軽減に努めてまいっております。

そして平成29年度に10％に消費税が値上げさ

れても給食費の値上げは実施しないとの考え

を教育委員会と給食センターとの協議の中で

確認しております。

次に２点目の女性の登用について現在久米

島町の女性登用率は管理職で11.1％、行政委

員で21.4％となっております。最近では行政

内部だけでなく各審議会等においても女性の

活躍が顕著であり、今後更に伸びることが予

想されております。

管理職の女性登用率では、県内市町村の平

均6.1％を上回る数字になっております。政

府が第４次男女共同参画基本計画をかかげて

いる2020年度末までの市町村管理職女性登用

率20％の目標は決して難しいものではないと

考えております。

続きまして、３点目の町議会議員選挙の投

票率についてであります。今回の町議会議員

選挙の投票率は78.58％で、平成23年に行っ

た前回の町議選投票率79.16％、0.58ポイン

ト下回る結果となりました。因みに平成19年

の町議選81.78％、マイナス3.2ポイント、平

成15年の町議選87.57％に対して、マイナス

９ポイントの差となっております。今回の投

票率低下の原因としては、全国的に投票率の

低下傾向に加え高齢化率の上昇など様々な要

因が上げられますが、仕事や進学などで選挙

人名簿住所地不在者が多いことも大きな要因
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の一つとなっていると考えられます。投票へ

の周知啓発活動として、現在は町広報やチラ

シでのピーアール、防災無線での呼びかけな

ど行っておりますが、来年からの選挙権年齢

の引き下げに伴う若年層への周知啓発活動に

更に力を入れると共に、不在者投票制度の周

知と推進にも力を入れる必要があると考えて

おります。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

義務教育、学校給食の無償化について再質

問します。義務教育の無償化については、具

体的にどういうものかということを私は昨年

の12月議会で質問しました。そのとき町長は

明確に答えることができませんでした。公約

というのはちゃんと明確な計画を立てて、そ

してその内容を知って公約を掲げるべきであ

りますが、その内容も知らずに、ただ義務教

育を無償化するということで、明確な答えは

なかったんですが、その当時、12月議会、こ

れは後で言いますが、義務教育の無償化とは、

町長、主に学校給食のことを指しますと、町

長、答弁しました覚えていますよね。これは

学校給食の問題であとでまたします。その中

で今日の答えの中で修学旅行、演劇鑑賞会、

そして島の子どもたちが地域支援を活用し地

域を学ぶ学生への予算面、これを最優先して

いくと、その中で島の子どもたちが地域資源

を活用して地域を学ぶ学生の予算面、これ具

体的に平成26年度はどういうことを指すの

か、それに対してどれだけの予算を使ったの

か、お答えいただきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

お答えします。まず地域の自然や施設を学

ぶ学習としては、海や川、地層などの自然を

観察する学習、またモズク工場や酒造所など

の工場を見学する学習などがあります。さら

に地域の専門家を活用しての学習にはエイサ

ー、琉球舞踊、沖縄相撲、書道、三線などの

学習があります。それにかかる補助額は自然

環境や施設を学ぶ場所への移動手段としての

バス代の補助がほとんどです。それには平成

26年度の実績としては、小中合わせて15回分

で30万8千円がバス代です。そして地域の専

門家を招へいしての授業等が212時間実施さ

れ、それにかかる講師への報奨金としては小

中合わせて42万4千円を町が補助をしており

ます。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

今のは、これまでずっと補助してきたわけ

ですよね。無償化について補助されていない

分に無償化すると言うんですね、どうですか

今まで補助されてきたもの以外のものなんで

すよ。たとえば修学旅行、これは国からの補

助があると思います。それに対して負担分を

補助するとか、そういうふうになってくると

思うんですが、これまで補助されていた分さ

らにまた補助するということになるのかどう

か、今の地域の自然、非常に今回何か苦し紛

れの答弁になってきているんですよ。義務教

育の無償化だいたいが無償化がされてきてい

る中で中身あまりわからないうちに、ただ学

校給食無償化しますと非常に聞こえが良いん

です。その中で具体的にどういうことをする
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のかと非常に、僕、不思議になったんですが、

自分自身わからないんです。

しかし今日言ったこの中で最優先取り組む

ことは、これまでやってきたわけです。修学

旅行この事に関してはこの国に関しては国の

補助以外のもの個人負担分を町がやるのかど

うか、今後。そこをちょっと答弁いただきた

いなと思います。

○ 議長 幸地猛

上里浩教育課長。

○ 教育課長 上里浩

質問にお答えします。実際修学旅行につき

ましては、９万円の内８万円を補助しており

ます。演劇鑑賞会、音楽鑑賞会、博物館見学

等にかかる費用については全額補助をしてま

す。ただ実質的に今お話がありましたように

補助制度をどのように運用するかということ

のつきましては、いま企画財政課、総務課そ

して給食センター、給食費の問題もあります

ので検討しておりますが、実質的に教育委員

会には準要保護という制度がありまして、そ

の制度で支援されている子どもたちもおりま

す。そして生活保護で支援されている子ども

たちもおります。その中でまず一定の全体的

に対応するとなると高額所得者、そういう人

たちも含まれます。そういう人たちも取りま

とめて支援するのかというと、またひとつの

協議するところもあります。ですからそのよ

うなところも含めまして、今後、困窮世帯、

低額所得者、生活保護世帯そういう方々子ど

もたち家庭をどのように支援するかについて

は、今後、協議の場でちょっと話し合いたい

と思います。それは財政も伴うものですので、

そのへん早急なかたちではちょっと回答が出

せない状況です。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

町長は少子化に歯止めを掛ける施策をして

義務教育の無償化をするという公約を掲げま

した。人生の中で経済的に一番苦しい時期は

子育てをしている時期が一番苦しいんです。

いま高額所得というのは、おそらく子育てを

している世代では非常に低いと思います。非

常に貧困家庭は当然すべきなんですが、だい

たいの保護を受けていない世帯でも教育して

いる時期が一番苦しいです。だから全てに僕

は平等にやっていただきたいと思っておりま

す。この義務教育の無償化というのは非常に

わかりづらいところがあるんですが、町長は

主に学校給食のことを指しますということを

これ明確に答弁しているんですね、村長。昨

年の12月議会73ページの会議録の中にあるん

ですよ。この中に「教育の再生とは、久米島

の将来を担う子どもたちの環境づくりのため

に次の３点を考えています」と、その１点目

ですね町長、こういうことが書かれているん

ですよ。「義務教育無償化、これは主に学校

給食を指しております」ということちゃん言

ってます。町長、義務教育無償化とはどうい

うことか、町長から明確に答えていただきた

いと思います。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

先ほど申し上げたとおり私はやりませんと

は言っておりません。これから任期の期間を

利用して、それを担当課と調整しながら、こ

れもちろん財政がありますね。それを理解し

てほしいです。私がやっていないということ
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ではなく財政と調整をしております。その中

で前向きに進めていきたいということを、ぜ

ひご理解をお願いしたいと思います。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

今の答弁の中でですね町長、そうしてもこ

れまでの消費税を添加しないで据え置きにし

たと、今後10％にやっても、これ以上は値上

げしないというふうに答弁されているから現

状をこれ以上はもう負担させないというよう

な理解をしたんですよ。これまでの町長の任

期期間中に少しでも改善していきますと言う

んだったら無償化というのは教育を無料にす

るとこなんですよね。無料することに対して

どのように改善していくかということを僕は

聞いているんですが、これにこだわっている

んですね。これ以上はもう負担させないよう

にしていきますというようにするから解釈と

しては無償化については町長はあまり進展し

ていないと誤解されてしまうんですね。ぜひ

町長こういうこと述べていますので、ぜひや

っていただきたいなと、12月議会の中で無償

化というのは教育委員会、給食センター含め

て職務会議の中で、この公約を給食費の無償

化を検討するように指示して、今後、時間を

かけて議論をして、これに向けて頑張っても

らいたいと指示していると。

給食費数字的には3千万円から4千万円かか

るんですが、教育委員会の予算折衝で財政と

調整枠の中で枠が決まっているから、この分

しか教育委員会は予算がないから、この分で

はできませんよという解釈の仕方であると、

私の思いと若干のずれがあると、これは再度

確認しながら、私の目標とする無償化という

のを実現することを再度指示しながら、私の

思いをもう少し強化して伝えて進めてまいり

たいと、私はそれに対して非常に町長やって

あげるものと、町長の答弁に対して後押しを

して、早期実現を目指したいということで今

回の選挙でも自分の公約として、これを述べ

ました。

11月10日の個人演説会、そのときに三役、

町長もお見えになっていました。そのときに

ぜひ早期実現をしていただきたいということ

を、この演説会の中で述べました。町長はう

なずいておりましたので、ぜひやってくれる

ものと思って私は確信しておりますので、ぜ

ひやっていただきたいなと思っております。

これに対して給食センターとして、そして教

育委員会としては、どのような考え方なのか

お伺いします。

○ 議長 幸地猛

平良朝春給食センター副所長。

○ 給食センター副所長 平良朝春

給食費に関してですが、現在は給食費の材

料の金額につきましては、保護者からの負担、

町も先ほどからありますように負担をしてい

ます。その中で子どもたちに安全で安心して

美味しい給食を提供するという方針で、いま

までやってきておりますので、これからもあ

る予算を活用して進めていきたいなと思って

ます。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

さっきの答弁の中で町長は義務教育を無償

化したい、しかし教育委員会としては予算が

ないからちょっと厳しいんではないかという

ような考え方じゃないかなというような12月
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議会の答弁がありましたので、教育委員会と

して、この給食費の無償化についてはどのよ

うにお考えなんですか、ということをお聞き

します。

○ 議長 幸地猛

上里浩教育課長。

○ 教育課長 上里浩

先ほど申し上げましたが、教育委員会の考

えと、これ財政そして総務、協議事項、給食

センターも今後ですね、いろいろな支援策、

施策、国の制度、町の制度ありますが、それ

以外に支援制度が新しく作れるかどうか、そ

の部分を検討しながらやっていきたいと思い

ます。実践的に無償化、やっぱり教育に関し

て子どもたちが誰でも学べる環境づくりとい

うのが大事だと思います。その部分も含めま

して、この無償化に向けて、これ町長の志で

もあります。いろんなかたちで取り組める部

分支援策は、今後、関係課も含めて協議して

いきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

無償化については、ある自治体でも首長が

無償化を公約に掲げて実際首長になったとき

にそれが困難でできなくなった。それで公約

違反だということで住民からの批判されてお

ります。そういった中で無償化することは非

常に難しいことだと思うんですが、その中で

町長があえて無償化するという非常に強い決

意を示しておりますので、ぜひそれを実現し

ていただきたいなと、その公約を裏切ること

になると町長の信頼も失う。私も町長のこの

答弁を信じて、後押しして早期実現を目指し

ますということを言いましたので、ぜひそれ

を実現させていただきたいと思っています。

町長、最後にこの件についての決意をお願い

します。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

今、議員からありましたとおり、他市町村

では嘉手納町、渡名喜村、与那国町、多良間

村が実施しているようです。その他、浦添市

あたりが今おっしゃることかと思いますが、

私も先だっての本島での貧困問題についての

総合事務局主催の会合にも行ってきました。

いまいろいろと県内では貧困問題がもちろん

全国１の所得の低い県でもありまして、経済

格差というのは沖縄県、そしてこの久米島に

おいても確実にあります。それを先ほど申し

上げた全ての子たちが平等に教育が受けられ

るように、そして離島というハンディーがあ

りますので、そのへんを少しでも負担軽減を

するように努めていくのが我々の仕事かと思

っております。それを頭に描きながら、今後、

無償化に向けても可能な限り頑張っていきた

いと思っております。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

これからも町長の無償化に向けて早期実現

のために後押ししますので、ぜひ頑張ってい

ただきたいと思います。

次に、女性の登用についてであります。今

の答弁の中で各県内市町村は6.1％と、それ

と第４次男女共同参画基本計画、国の目標が

20％ということの答弁でありましたが、昨日

の新聞では県の平均が7.4％、これ新聞のも

のと比較できるものかどうかわからないんで
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すが、国の目標が30％というふう載っていた

んですが、その違いというのはどういうこと

ですか。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

今朝の新聞に県の平均7.8％と載っていま

したが、この6.1％という数字は25年度の数

字です。それまでは新しい数字は出ていなか

ったので25年度の数字を出しました。それと

政府が目標と掲げている30％という数字は全

体に対するもので、民間も含めた。県は今年

の７月ぐらいに修正を出しまして市町村の管

理職の平均の率を20％と修正をしておりま

す。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

女性の登用については、大田町長になって

からかなり役場の管理職も女性が２人になり

ました。そして教育委員会の中にも５名中２

人が女性となって非常に大田町長になってか

らは女性の登用が高くなったなというふうに

評価したいと思います。前町長は、この女性

登用については投票による推薦方式を採用し

て、最初しておりましたが、大田町長は女性

の登用についての方針はどのようなお考えな

のかお伺いします。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

前町長は、その選考方法については今おっ

しゃるように投票でやりました。しかしそれ

も一長一短ありまして、私としては職員のこ

れまでの功績、そしてそれぞれの力量もずっ

と行政畑におりますので、ある程度把握して

いるつもりであります。そういうバランスも

みながら今後についてもやっていきたいと思

います。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

この頃の新聞を見ると、世界142国の中で

日本の女性の地位は114位であるということ

で、非常に日本はまだまだ低いなということ

でありますが、久米島町においても大田町長

になってから相当数字の県平均をずっと上回

っておりますし、この政府の掲げる20％も難

しくないということでありますので、この法

律も10年間の期限立法だというふうに聞いて

おりますが、ぜひこの期間内に女性の登用を

高めていただきたいと思います。ちなみに久

米島は平成合併して、そして合併前に旧仲里

村の女性の議員が誕生しまして、初の沖縄県

の議会議長ということで非常に注目を浴びま

したが、平成15年の改選以来１人も女性がい

なくてゼロとなっています。県内町村では15

町村がゼロということでありますので、今後

また女性の議員の進出もぜひしていただきた

いなと思っております。女性の管理職が積極

的に登用することで、女性の声、そして女性

の視点で社会の場を発揮してもらうように活

躍していくことを願っております。

次に、町議会議員選挙の投票率についてで

あります。投票率が町村議員の投票率として

はかなり低くなっていますね。合併当初、平

成15年当時は両村合併して32名の議員から定

数18名になりました。そして24名の立候補で

かなり激戦でありましたが、そのときが87％

超えておりました。それから２回目の選挙が
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82％近くでした。３回目の選挙が79％、そし

て今回78％下がってきました。前回、今回、

実は投票率を上げようということで青年部が

主体となって取り組んだ個人合同演説会が開

催されたにもかかわらず、投票率がどんどん

下がってきております。僕は今回、非常に定

数14に対して20名ということで、すごい投票

率が高くなるなと予想していました。この予

想を反して投票率が低くなった原因は何かな

と非常にそこを聞きたいんですが、その中で

今回、非常に高かったのが、期日前投票が有

権者の25％、投票者数に占める割合が33％近

くいっているんですね。非常に高い上に、こ

れは相当上がっていくなと予想したにも関わ

らず、結局は下がってきた。いろんなこと分

析していくと、やっぱり若い世代が投票率が

非常に低くなってきているなと、特に20代、

30代、高齢になるに上がって投票率が上がっ

ていくんですが、いよいよ来年は県議選、そ

して参議院選挙が７月あります。７月からは

18才以上に選挙権が与えられますので、これ

からの若い人たちの投票率を高めるための方

策を考えていただきたいなと思っておりま

す。その選挙にかかわる担当としては、今後

この選挙、投票率を高めるために、これまで

やってきたことちょっと変えてやらないと、

ただ広報無線でやってもなかなか影響がな

い、効果がでないというふうでありますので、

もっともっと高めるように、どういう方法が

考えられるか、これ以上にもっと踏み込んで

ほしいなと思います。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

町長の答弁の中でもご説明してありますよ

うに、選挙人名簿住所地不在者が、ここ上昇

傾向にあります。選挙人名簿は住民基本台帳

を元に作成されます。現在、住民票が久米島

町にあっても進学や仕事の都合、高齢者にあ

っては、入院や施設入所なので住民票の住所

に実際居住していない人の数というのが、だ

いぶ増えてきているのが事実です。

実は平成22年に行った国勢調査での結果の

人口が8,519人、住基人口との差が、その当

時は132人でした。ところが現在、審査中の

今年行った国政調査の結果では、人口が7,75

0人前後になることが見込まれています。そ

うしますと住基人口との差が400名を超える

かたちになります。この400名の内、何人が

選挙権を持っているかというのは調査をしな

いとわからないんですが、先ほどもあったよ

うに７月以降の参議院選から適用される選挙

権年齢の引き下げに伴い、この選挙人名簿住

所地不在者が更に増えることが予想されてい

ます。選挙人名簿の住所地にいない方々につ

いて、不在者投票という方法で投票するしか

ありません。ちなみに平成23年の町議会選挙

では63件の不在者投票の請求に対して、実際

に投票が行われたのが54件、今年の町議選で

は61件の請求に対して、実際に投票が行われ

たのが、48件と非常に低い数字になっていま

す。不在者投票はご存じのとおり、居所地の

市町村選挙管理委員会にわざわざ出向いて投

票の手続きを行わなければいけません。特に

町議選のように告示期間が５日間と非常に短

い選挙などでは投票者にとっては非常に不便

な手続きではあります。でもしかし、これ以

外の方法がないわけですから、今後は不在者

投票制度のさらなる周知それから推進につい

て、より力を入れて進めていきたいと思いま



- 54 -

す。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

今の不在者投票についても力を入れてほし

いなというのは今回61名の請求に対して48名

が投票、請求して本人からの請求がなければ

これ送れませんよということが、なかなか周

知されていなくて61名に対しての48名となっ

たと思うんですが、それにしても48名は少な

すぎますので、もっとそれに力を入れてほし

いなと思っています。今回の久米島町議会議

員選挙、非常に激戦となって那覇警察署も非

常に警戒をしておりましたが、終わってみる

と久米島の選挙、非常にマナーが良かったな

という評価を受けております。

それと開票事務が９時35分に終了したとい

うこと非常に早く終わって、今回は特に選挙

管理委員会の方々もよく、ミスもなくちゃん

とやってくれているなというのが、私の感想

であります。今後ともぜひ来年の２つの選挙、

投票率が上がるように取り組んでいただきた

いということを願って、私の一般質問を終わ

ります。

（仲村昌慧議員降壇）

○ 議長 幸地猛

これで７番仲村昌慧議員の一般質問を終わ

ります。

○ 議長 幸地猛

休憩します。 （午前11時58分）

○ 議長 幸地猛

休憩前に引き続き再開します。

（午後１時26分）

次、３番平良弘光議員。

（３番平良弘光議員登壇）

○ ３番 平良弘光議員

新人議員の平良といいます。よろしくお願

いします。今日は私の方から３点ほど質問を

させてもらいます。

まず１点目に、農地の生産力の向上につい

て。久米島町の農地は主に国頭マージと島尻

マージに分類されています。その多くが酸性

土壌となっていて作物の生育状況がよくあり

ません。また、先ほど話しにあった緑肥をま

いても元々地力の弱い部分については発芽し

ないということで、あまり効果が出ていない

という状況にあります。今後、行政としてこ

の改善策に向けた計画があるのか、伺いたい

と思います。

続いて２点目、農業改良普及員の増員につ

いて。最近、久米島においてもサトウキビ、

ジャガイモ、紅イモ、電照菊、野菜、園芸等

多くの作物が栽培されています。現在の１人

体制では無理があると思います。これについ

て今後増員する計画はないか。

３点目に、災害対応について。①去った今

年の台風で比屋定シンバルにおいて波が防波

堤を越え、一部防風林であるアダンの木が倒

壊し、防風林の役目を果たしていない。これ

については現場を確認し、今後対応策を県と

調整してもらいたい。②比屋定地区土地改良

区の水害による畑の土の流出防止について。

今後本格的な予防措置を行う計画があるの

か。以上３点です。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

３番平良弘光議員の質問にお答えします。

まず１つ目の農地の生産力の向上についてで
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あります。国頭マージほ場については酸性土

壌で炭酸カルシウムなどの土壌改良材を入れ

ないと作物が育ちません。現在、土壌改良材

としてイシグーの鉱山から出るイシグーを使

えないか検討しているところでございます。

２番目の農業改良普及員の増員についてで

ありますが、農業改良普及員は現在１人配置

されておりますが、それ以外には南部農業改

良普及センターから必要に応じて職員を派遣

してもらって営農指導を行っております。農

業改良普及員は県の職員なので増員について

は県の判断になりますが、県も定数が削減さ

れていく中で増員はよほどの特殊要因がなけ

れば困難な状況ですが、今後沖縄県に対して

要請してまいります。

続きまして、３番目の災害対応について。

まず１つ目に、比屋定シンバル海岸は潮風に

よる作物への塩害を防止する潮害防備保安林

に指定され、アダン、ユウナ、フクギ等が植

林されておりますが、度重なる台風の越波に

よるものと思われるアダンの倒木、立ち枯れ

が見られます。今後の対応策としましては、

海岸防災造林事業の導入に向けて沖縄県南部

林業事務所と調整をしてまいりたいと思って

おります。

②比屋定シンバル地区については、赤土流

出防止及び冠水被害の対策として、団体営水

質保全対策事業を第１期と第２期に分けて事

業を計画しております。第１期が今年度新規

採択された測量設計委託業務を実施している

ところであります。平成28年度から沈砂池の

新設、排水路の改修、植生等を整備していき

ます。第２期は平成28年度新規採択予定です。

同事業の整備後は農地からの赤土流出及び冠

水被害が解消されると思います。10月16日に

第２期事業採択に向けての県へ要請しており

ます。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

まずは農地の生産力の向上について再質問

させてもらいます。サトウキビを例に取って

みますと、農家の高齢化、後継者不足、また

最近成長著しい和牛に与える牧草地への転

換、紅イモ等への転換で栽培面積が減少傾向

にあるのは確実です。そこで有効な改善策と

しては、久米島町において生産されている石

灰岩を活用しての根本的な土壌改良を大がか

りな事業として取り入れることはできないの

か。そのことによって単収がアップし生産力

の向上にもつなげていけると思います。まず

はこれを大がかりな事業として取り入れるこ

とについて執行部の方から意見をお願いした

いと思います。

○ 議長 幸地猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

ただいま平良議員の方から町内における農

業の状況、土地の状況についてご指摘がござ

いましたが、まさにその通りでございます。

今年度でサトウキビの収穫面積が38.7ha減少

しております。これは甘藷やあるいは牧草へ

の転作等が要因でございます。土地は限られ

ておりますので、限られた土地を有効に使う

にはやはり単収を上げて生産性を上げていく

しかないということで考えております。

そのための生産性を上げるための方法の一

つとして今ご提案がございました酸性土壌の

生産力の向上は大きな効果があるものと考え
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ております。幸いに久米島町には鉱山がござ

います。その鉱山から大量のイシグーが出ま

すので、それをうまく活用してできないかと

いうことを業者の方と詰めているところでご

ざいます。

これを大がかりに行うには、まず鉱山の方

に粉砕機が必要になってきます。そしてふる

い機が必要になってきます。そして鉱山で製

作したそのイシグーを土壌改良材を運搬する

手段として、袋詰めにするのかトン袋にする

のか、あるいはバラ詰めにするのかという選

択と課題がございます。そして、いま農家も

高齢化していますので、畑に持っていってど

う散布するかということも１つの大きな課題

になっていますが、袋詰めですと人力でも可

能ですが、トン袋あるいはバラ詰めとなると

人力では不可能でございますので、これを畑

に散布する方法として、いま堆肥センターが

持っているマニアスプレッター、そして今年

度導入予定のスジマキ機、これはトラクター

のアタッチメントに付けるものでございます

が、そういったものを活用して堆肥センター

と連携してやるような方向にもっていかない

と大がかりなことはできないんじゃないかと

考えていますので、想定としてはやはり鉱山

の方に粉砕機、振るい機の導入、そして運搬

手段としては、今年度、明日の議案で出てき

ますが、堆肥センターにクレーン付きセルフ

車を導入しますので、それにトン袋を積載で

きるようにするということで、それを運搬手

段につかうということと、先ほどお話しまし

た畑の散布についてはマニススプレッター、

スジマキ等を使って、この赤土の酸性土壌の

改良に向けた取り組みが早期に実現できるよ

うにできればいいなと考えております。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

まずはサトウキビの生産が維持されること

によって冬場の牛のサトウキビの梢頭部、餌

が確保され、和牛の生産も安定することがで

きます。またそれに伴って堆肥の生産も増え

バカス等を併せて野菜農家、花き、園芸農家

にも安定的に供給することができると思いま

す。その恩恵については全ての作物に波及し、

久米島町においても安定的な農業経営が可能

になると思います。先ほど課長からお話があ

った久米島町の業者を大いに活用して、これ

が実現すれば業者も仕事が増えるし、雇用も

増えてくるという中において、これはぜひ実

現に向けて取り組んでいってほしいと思いま

す。

今、業者とは全然話は詰めていない、これ

からの話なんですか。

○ 議長 幸地猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

いま鉱山の業者と話を詰めているところで

ございます。それから、先ほどの説明の補足

説明になりますが、まずはほ場１つひとつが

土壌の状態が違います、酸性度が違うという

ことで、まずはほ場１つひとつの土壌分析を

行うことが非常に重要であります。そのほ場

の状況に応じた土壌改良を行っていくという

ことが必要になりますので、今年度この土壌

分析機を導入いたします。それを使って普及

員がそのほ場の土壌分析をする。それに応じ

た土壌改良を行っていくということで考えて

おります。

現在はその採石業者としか話をしていませ
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んが、堆肥センターや農家を含めたかたちで

この事業を進めるために協議会みたいなもの

をつくって進めていきたいと考えておりま

す。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

続きまして、農業改良普及員の増員につい

てお願いします。先ほど町長の説明の中にお

いて、県の方から応援要請をしているという

話がありました。因みに今年度県の方から人

員として何名ほどの普及員の応援を受けてい

るかという部分でまたお願いします。

○ 議長 幸地猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

県の方からは頻繁にきますのでカウントは

していません。すみませんカウントしていな

いんですが、例えば甘しょの拠点産地の協議

会の中においては、拠点産地の認定を受ける

まで南部の普及センターの方から週１、２回

は必ず来るというぐらい頻繁に来てもらって

拠点産地の認定を受けております。

いま現在、先ほど一般質問にございました

攻めの農業実践事業の推進にあたっては、こ

れまた南部の普及センターの方から結構頻繁

に来ていただいて、いろいろ指導を受けて、

農家の営農計画の策定とか、そういった指導

を受けております。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

確かに県職員の増員については厳しいもの

があると思います。久米島町は南部地区にお

いても今後農業展開がかなり有望視されてい

るという話も聞いています。ぜひ粘り強く交

渉して、早期に増員については実現してほし

いと思います。

この問題について、これは私の意見ですが、

長期的な視点から見る解決策として、久米島

高校の園芸科と連携して普及員の資格取得に

向けた流れをつくることができないかどう

か。園芸科を卒業して技術を取得、そして地

元で活躍している事実関係を構築することが

できれば、今後の園芸科、または久米島高校

の存続に向けても価値のあるアピールができ

ると思っています。このへんについては町長

の意見を伺いたいと思います。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

先程来、担当課長からも説明ありましたが、

実はこの答弁資料をつくった後に私、15日の

火曜日に県の農林水産部長にお会いしに行き

ました。水産部長が休みということで統括監

３名と営農支援課の新里課長、そして担当の

６名とヒヤリングしてきました。いま県とし

ても行財政改革の中で農業部門の職員を今後

20名ぐらい減らすということであったもので

すから、私としては久米島は合併前は仲里村

に農業改良普及員、生活普及員それぞれ２人、

旧具志川村で同じく農業改良普及員１人、生

活普及員１人、そして合併後の県との約束に

おいては必要に応じて南部農業改良普及セン

ターから職員を派遣するということが当時あ

りました。それが今現在、必要に応じて招へ

いしてやっているかと思いますが、これとし

て、また宮古・石垣と違うのは、宮古・石垣

にはそれぞれ県の出先の支所があります。そ

こにちゃんとした専門の職員がおって、非常
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に効果的に運営されているようです。なんだ

か久米島だけが中途半端な、南北大東におい

ても１人ずつおって十分満たしているという

ことでありますが、久米島は非常に中途半端

なかたちでありますので、今後また来月の13

日に知事もお見えになりますので、そのへん

の懇談の中で、この件についてもお願いして

いきたいと思います。

それともう１つは、久米島高校との連携で

すが、これも将来的にはそういう方向付けを

やっていった方がよろしいかと思います。た

だ、最近、県の農業大学校においては現職の

農協の職員を短期的に農業大学校に入学させ

て技術指導をしているとかあります。久米島

においてもＪＡ久米島支店の中から、そうい

う将来的な技師になれるような職員の発掘も

１つの方法かと思います。そのへんまた行政

とＪＡと検討して臨んでいきたいと思ってお

ります。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

続きまして、災害対応についてなんですが、

先ほど町長から答弁があったように、赤土流

出防止については事業が進んでいるというこ

とで、これについては工期が遅れないように

ぜひ計画にのっとって進めてもらいたいと思

います。

建設課長に質問したいんですが、これは夏

の大雨によって比屋定シンバル、宇江城の沈

砂池からの鉄砲水、これによってシンバルの

畑がだいぶ表土が流されています。これにつ

いても今回の事業の中に入っているのか、こ

のへんをお願いします。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

去年の７月20日の集中豪雨の時に平良議員

と一緒に現場へ行って、その時考えられる原

因は宇江城土地改良区の沈砂池ですかね、も

うさばききれないほどの水が、そこをシンバ

ル方向に２水路、２方向に分かれて流れてい

っています。その水の原因もありますし、そ

の後に海岸方向に流れる排水路、今年度財政

にお願いして予算取りして、３水路は全部清

掃しています。ただ海側の波返しの方の出口

が波による影響か土砂が詰まるという１つの

原因と、そこが南部農林の管轄なものですか

ら県といつもタイアップしてそこを浚いもし

ています。

いま平良議員がおっしゃっている所は28年

度採択の地区に入っています。いま土留壁、

排水路の拡張ということで計画をしていま

す。まだ県の方から採択の要件、採択されま

したという通知は来ていないのですけれど、

ちょうどいま次年度の採択の判定会議が実施

されていると思われます。そのへんは採択さ

れた後その現況測量等を入れて設計ではどう

いう構造物でそういう水の流れが止められる

のかということを検討していきたいと思いま

す。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

この畑の地主については去年、今年と２カ

年連続大きな被害を受けています。ぜひこの

へんについては早めの対応をよろしくお願い

したいと思っています。

以上で私の質問は終わります。今後、今日

の質問の流れを受けて進捗状況を確認しなが
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ら随時この場で質問していきたいと思いま

す。本日はありがとうございました。

（３番平良弘光議員降壇）

○ 議長 幸地猛

これで３番平良弘光議員の一般質問を終わ

ります。

次に、６番赤嶺秀德議員。

（６番赤嶺秀德議員登壇）

○ ６番 赤嶺秀德議員

６番、新人の赤嶺です。よろしくお願いい

たします。質問通告書に従いまして１件のみ

質問したいと思います。航空運賃の低減につ

いて。私は昭和47年３月久米島高校を卒業し

て、その年の10月沖縄県警察官を拝命し41年

６カ月奉職してまいりました。その間、宜野

湾市を拠点に現在の宮古島市や本部町にも居

住した経験があります。何かと不便を感じな

がらも本籍を久米島から他市町村に移すこと

はしませんでした。それは久米島出身の誇り

と久米島が好きだからであり、いずれは故郷

に帰るとの信念からでありました。沖縄本島

には久米島出身者が多く居住しています。そ

して常に郷里のために頑張っています。この

ような人たちを行政は絶対に無視してはなら

ないと思います。

私は立会演説の時にも航空運賃の低減につ

いて町民に拝聴していただきました。町民の

皆さまは離島割りの特典を受けておりますの

で、町民からその点についての問題提起もな

いでしょう。さほど気にもしていないと思い

ます。ところが島を出て沖縄本島などの島外

に住んでいる方々には、そのような特典はあ

りません。高い運賃がネックとなって、特に

収入も少ない若い人たちから高すぎて大変

だ、帰りたい気持もあるけれども帰れない。

この高い運賃についてどうにかしてほしいな

どと方々から多く聞かれます。これは何も久

米島出身者だけではありません。久米島は距

離も近くて身近な島だけど運賃が高くて旅行

にも行けない。安い宮古・八重山にしようと

いう旅行者もいっぱいいます。運賃が高いが

故に島の活性化を疎外し、観光客も久米島を

敬遠しているのが現状なのです。

そこで３点について伺いたい。１つは、離

島割りはもちろん必要です。しかしながら多

方面で高い運賃がネックとなっています。町

の活性化の観点から航空運賃の実質的な軽減

を図るべきではないかと思っているが、町の

施政について伺いたい。

２つ目は、久米島の路線はＪＴＡ系列の琉

球エアーコミューター社の単独路線になって

いるために運賃も高い。他社と競合させる方

法もあるのではとの意見が方々からありま

す。町として他社の参入は考えていないか伺

いたい。

３つ目は、離島割引制度についてどのよう

なシステムになっているのか。差額の支出は

県かそれとも町か、そしてどの部署か、また

割引対象を町出身者までも拡充することはで

きないか。この件について町として問題提起

をしたことはあるのかを伺いたい。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

６番赤嶺秀德議員の質問にお答えします。

まず１つ目に、航空運賃の低減については本

町及び関係団体において、これまで積極的に

取り組み、県及び航空会社に対し要請を重ね

てまいりました。要請を受け、平成27年５月
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から沖縄県による球美の島交流促進事業によ

って那覇発の久米島航空運賃に15％の割引き

が適用されました。併せて航空会社において

も大幅な割引率を適用されるようになり、28

％から最大68％割引きの格安運賃が設定され

ております。しかしながら、久米島－那覇の

航空運賃は沖縄離島住民コスト負担軽減事業

の割引適用がなければ他離島よりも割高感が

あることから、今後とも運賃の低減に向けて

取り組んでまいります。

２つ目に、久米島航空路線のダブルトラッ

ク化については、観光振興や運賃低減を推進

する上で大きな課題であるといえます。平成

25年度に策定した久米島町観光振興計画にお

いても複数航空会社の参入が必要だとしてお

ります。航空路線の拡充の可能性については、

今年度調査を進めているところであります。

３つ目に、離島割引運賃は離島住民の移動

コストの負担軽減による定住条件の整備を図

る目的で平成24年度から沖縄県交通政策課所

管による沖縄離島住民等コスト負担軽減事業

により運賃の軽減が図られています。事業当

初から本町出身者及び観光客などから島外者

の割引制度が沖縄県及び航空会社に対して幾

度となく運賃低減の要請を重ねてまいりまし

た。今年の５月から球美の島交流促進事業が

実現しておりますが、引き続き運賃低減に向

けて取り組んでまいる所存であります。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

再度質問したいと思います。まず１点目の

質問についてなんですが、球美の島交流促進

事業と沖縄離島住民等コスト負担軽減事業の

２つの事業があります。離島割りがうたわれ

ているのはこの２つのうちどちらですか、伺

います。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

お答えいたします。まず離島住民に対する

割引きでございますが、沖縄県離島住民等コ

スト負担軽減事業によって軽減されておりま

す。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

平成27年から沖縄県による球美の島交流促

進事業についてはどれに適用されているんで

すか。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

球美の島交流促進事業でございますが、こ

ちらは那覇発の全搭乗者に該当しておりま

す。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

それについてはよく分かりました。

２番目について、航空路線のダブルトラッ

クということでやりましたが、平成25年度に

策定した久米島観光振興基本計画、これによ

っていま調査を進めているということなんで

すが、25年度、26年度の調査についてはやら

れたんですか、やってないのですか、伺いま

す。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。



- 61 -

○ 商工観光課長 新里剛

25年度に策定しております観光振興基本計

画の中で、まず観光振興のために、いま単独

路線ということの中で座席の拡充を含めるこ

とも含めましてダブルトラックに向けて調査

を進めていくと、必要性について振興計画で

はうたっております。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

25年、26年、現在も調査中であるというこ

とはうかがい知りました。ところでその調査

によって可能かどうかということはまだはっ

きりしていないわけですね。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

今現在、座席の拡充調査というところの中

でダブルトラック、それから現在飛んでおり

ますＪＴＡ、ＲＡＣ含めて拡充できないかと

いうところの調査をまだ現在進めているとこ

ろです。ダブルトラックにつきましては、可

能性についていろいろ多方面から確認してお

りまして、去る11月27日についてはＪＴＡ、

ＲＡＣ以外の航空会社に町長を含め、その可

能性について航空会社にいろいろと提案して

きております。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

３番目については、１番と２番で説明を受

けてだいたい分かりました。そういうことで

これで私の質問を終わりますが、ひとつ久米

島町出身者が離島に住んでいる方々の航空運

賃についてはほんとに問題となっておりま

す。人がいなければ町も発展しない、人が来

なければ発展しないというかたちであります

ので、ひとつ行政の皆さんのみだけでなくし

て、ここにいる議員さんも頑張って、久米島

町が活性化発展するように、その取り組みに

ついてやっていってほしいなと思います。

（６番赤嶺秀德議員降壇）

○ 議長 幸地猛

これで６番赤嶺秀德議員の一般質問を終わ

ります。

次に、９番棚原哲也議員。

（９番棚原哲也議員登壇）

○ ９番 棚原哲也議員

休憩お願いします。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後１時59分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後２時０分）

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

私の方から３点ほどお伺いいたします。ま

ず１点目に、銭田森林公園の整備についてで

ございます。現在銭田森林公園の改修整備計

画がありますが、公園がよい方向へ整備され

ることについては島の子どもたちのためにな

ることだと思いますので大いに賛同し、よい

公園になることを願っております。施設、こ

れは建物建設費用として３億円の寄附金を充

てるとなっているようですが、公園へ続く道

路の拡張整備、公園全体の整備費は総額いく

らぐらいを見込んでいるのか。また、学童保

育や図書館、宿泊施設を含むような建物が整

備されると報道がありますが、町としてその

ような計画をもっているのか。更に、建設後

の運営管理はどこがどういう方針でやってい
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くのか伺いたい。

２点目です。奥武島西海岸海域及びイーフ

ビーチ海域の潮流調査を早急に。平成24年度

９月、平成26年度６月と同じ問題を取り上げ

ましたが、27年度以降の予算で調整したいと

回答がありましたが、日本の渚百選に指定さ

れているイーフビーチや県の天然記念物に指

定されている畳石のある奥武島周辺海域は久

米島の観光の大事なポイントとなっていると

思います。更に、生態系への影響等の問題を

考えると潮流調査は早期に取り組む必要があ

ると思いますが、執行部の考え方をお伺いい

たします。

次に３点目、通学路の歩道整備及び外灯設

置についてでございます。近年、字イーフは

アパート等の増設に伴い、子どもの多い地域

になっていますが、通学路に外灯が設置され

ておらず子どもたちの安全確保のため、設置

してほしいとの地域からの要望が上がってい

ると思うが、今後の計画があるか伺いたい。

現在、通学路に指定されている道路は川沿い

のため危険性が大きいために、西側へ歩道と

外灯のある道路を整備することはできないか

伺いたい。よろしくお願いします。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

９番棚原哲也議員の質問にお答えします。

まず１点目、銭田森林公園の整備について。

銭田公園の全体改修費については概算で約５

億円を想定しております。施設の活用方法に

ついては、子育て世代を中心に発足した風の

帰る森プロジェクト委員会が中心となり議論

を重ねております。その中で学童保育や児童

図書館について必要性が強く論じられてお

り、テレビ、新聞等の取材を通して報道され

ているところであります。本プロジェクトに

ついては内外からたいへん注目され、町とし

ても施設の機能及び運営管理面については若

年層を中心とした子育て世代の意見を取り入

れる必要があると考えております。

今後、第２次久米島町総合計画及び地方創

成戦略を策定する委員会において十分な議論

を行い、寄付者及び町民が納得できるような

方針を立てて推進してまいります。

次に、２点目の奥武島西海岸地域及びイー

フビーチ海域の潮流調査についての質問にお

答えします。海流調査については平成26年８

月29日に県農林水産部農漁村基盤統括官及び

漁港漁場課長へ要請したときに、県管轄の仲

里漁港地域なので県としても海流調査を実施

したいとのことでした。調査には１ないし３

年かかる見込みで、億単位の経費が必要とな

ることから、事業の採択には県関係課と調整

が必要となってきます。町としても海流調査

がどのへんまで進展しているのかを確認し、

再度、県に要請していきたいと思っておりま

す。

次の質問、３点目ですが、通学路の歩道及

び外灯設置についてでありますが、通学路の

外灯設置と西側への歩道と外灯のある道路整

備については一括でお答えします。島外箇所

は謝名堂川整備事業により河川幅員の拡幅計

画があるので、謝名堂川整備事業実施時に県

と調整していきたいと考えております。防犯

灯設置については沖縄県２１世紀ビジョン実

施計画により消費電力の削減及びCo2の提言

を目指す基本方針により沖縄振興特別推進交

付金事業を活用し久米島町全域に設置されて
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いる既設の防犯灯約1,665灯の水銀灯からＬ

ＥＤ灯への移行を計画的に実施し、平成28年

度に完了予定です。電気料金の軽減がされ事

業効果が図られています。質問にあります道

路も含め平成27年12月４日に区長会から、県

道や町道等の24区間の道路に防犯灯設置の要

請を受けました。今後、事業展開に向けて調

査していきたいと考えております。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

ただいまの答弁についての再質問を行いま

す。銭田公園全体の改修費として概算により

建物を寄附金の３億円で充てる予定なのか、

また公園周辺の整備を久米島町負担の２億円

でとしているのか、お伺いいたします。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

ただいまの質問にお答えします。建物につ

いては３億円の宮崎さんの寄附金で賄う予定

をしております。残りの園内への進入道路と

か防火水槽関係、水道関係、そこの整備費用

は２億円、町の方で整備していく方向でいま

議論しているところです。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

次に、完成までに２カ年間という期限付き

とのことでございますが、建物及び公園全体

の設計については出来上がっているのかお伺

いいたします。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

全体の設計はいま概略設計のみです。あと

やはりその寄附金は今月中に振り込まれる予

定なので、その振り込まれたあと基金条例の

整備等もありますので、そこの整備が終わっ

て始めて執行というかたちになります。その

予算化して実施設計に移っていく流れになり

ます。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

次に、施設の中に学童施設や児童図書館の

整備を計画しているとありますが、銭田森林

公園はどの学校からも徒歩では遠く、送迎等

の利便性の面からしても保護者や子どもたち

への負担が出るのではないか。学童施設は学

校の近郊に整備するのがよいと思いますがど

う考えるか。また、図書館については児童図

書館とありますが、児童のみならず町民全体

が利用できる図書館にするべきではないかお

伺いいたします。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

やはり場所については銭田の小高い丘とい

うことで、少し県道からも離れているため、

利用者の利便性等についてはやはりいろいろ

議論になっておりまして、巡回バスとか、そ

ういったものもミーティングの中で出ていま

す。今後向こうへの公園のアクセスについて

はいろいろ工夫が必要かと感じております。

あと、児童図書館ということで、これは宮

崎駿監督が子どもたちのためにアニメも含め

た児童図書を今後寄贈したいということがあ

って、いま子どもに限定しております。そこ
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もやはり大人も一緒に子どもに着いて行く場

面も想定されますので、全体的な活用ができ

るかも含めて今後議論してまいります。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

また、この建物には宿泊を伴う研修施設の

設置もあるとのことですが、宿泊施設は一般

の観光客や島内の学校生とその他個人、団体

が利用できる施設なのか。公園及び施設の運

営は町がやっていくのか。町内の宿泊施設や

昨年から事業展開している民泊事業者等の意

見も聞く必要があるのではないかお伺いいた

します。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

ただいまの宿泊施設、宿泊機能については、

寄附者宮崎さんの意向で、やはり福島の子ど

もたち、現在球美の里で毎月40名から50名ぐ

らい受け入れているんですが、そこの子ども

たちの宿泊を想定しています。やはり月の半

分ぐらいしか滞在しないので残りの日数、も

し必要が生じた場合、例えば子どもたちの合

宿とかそういったものに活用していきたいと

いうことで宮崎さん側とは調整しておりま

す。管理運営面についても、これまでになか

った例だと思うんですが官民共同ということ

で、子どもたちの交流等については、やはり

ＮＰＯとか社団法人を発足して、そこの運営

をボランティアを含めて当たらせると。やは

り児童図書とか学童関係については、これか

ら地方創成戦略とか、町の総合計画の中でも

十分議論していくんですが、そこはやはり公

共が担うべきところはあるんじゃないかとい

うことで官民共同というかたちの運営をいま

考えているところです。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

次に、この公園整備については、遊具のな

い子どもが自然と触れ合える場所ということ

で整備が計画されているとのことですが、久

米島においては自然に触れ、少し歩けば山や

海で過ごすことのできる島です。実際、島の

子どもたちは山や海へ出かけて木登りをした

り海辺で遊ぶことが普段からできると思うの

ですが、町民や町の子どもたちは人工的に自

然に近い環境を作り出して整備された遊具の

ない公園を求めていて、それに賛同している

のか、町民の意見等を聞かれたことはあるの

かお伺いします。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

議論の中で当初やはり遊具を置かないで自

然のままに活用していきたいという、そうい

った話で議論はしておりましたが、やはりあ

る一定の遊具は必要だろうという意見も、い

ま毎月１、２回ぐらい一般の皆さんも集まっ

てそこを議論しているんですが、やはり遊具

の必要性も出ていまして、宮崎さんの考え方

との少し相違があるんですが、そこをちゃん

と双方が納得するようなかたちで整備はして

いきたいと考えております。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

ただいまの遊具の件につきましては、だる

ま山公園も遊具が破損して修復されてないも
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のもございます。この銭田公園においても破

損して修復されていないままのものもありま

す。しかし、遊具を全部撤廃して、そこに自

然に近い自然と触れあう公園ということで整

備計画がありますが、この銭田公園の遊具を

全部撤廃してしまうと、現在その銭田の公園

そこで遊具を活用して遊んでいる子どもたち

が、非常に必要性があると、やっぱり一部残

してほしいという声もありますので、そのへ

んはぜひ整備する中で検討して残せるものは

残してやってほしいと思います。

次です。計画によると大型バスが往来でき

るような周辺道路の拡張整備と旧島尻線道路

付近の海岸に降りて海水浴等のできる道路の

整備もあるとのことですが、その整備によっ

て逆に自然環境に悪影響を与えることはない

か。自然保護に関する配慮はされているのか。

自然の中で過ごすことのできる公園をうたう

のであれば、自然環境の専門家を招き入れて、

専門的な知識の下、自然環境の保護に十分配

慮された計画になっていないといけないと思

いますが、これについて答弁お願いします。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

公園周辺についても、現在、新しい県道島

尻線ができて、旧道と新しくできた県道の間

に少し入り江みたいなものがあるんですが、

そこはほとんど手入れがされていない状況

で、逆にそこのスペースを有効活用したらも

っと公園自体に価値が出てくるんじゃないか

ということで、逆に今の環境をよくするとい

う、自然環境をよくするというような側面も

あります。

また、やはり宮崎さんが里山という概念を

かなり強くもっていて、昔、久米島は山から

燃料となる木を切っていろいろ森の中もたぶ

ん手入れされてきていたんじゃないかという

ようなことも言っておられて、そのあたり里

山の復活という意味も含めて、そこの中に、

少し森の中に手を入れてもいいんじゃないか

という意見が出ております。逆に今より環境

はよくなるというようなかたちで私たちは受

け止めております。

それといろいろ、この里山という概念をも

うちょっと子どもたちにも教えていきたいと

いうこともあって、自然を利用した活用方法

というのが議論されているところです。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

ただいまの答弁なんですが、今は銭田の集

落側からの進入路が１本あります。それに併

せて東側の方に旧島尻線への道路に彫り入れ

るような、上り下りができるようなものを造

るということなんですが、これはそこから下

りて磯遊びをしたり海水浴が目的で、そこに

進入路を造ると思うんですけれど、その現在

の島尻線の海岸については、この磯遊び、海

水浴について非常に不向きな場所、危険性の

高い場所だと思います。使うのであればイー

フビーチまで移動しないといけない状況にな

ると思いますので、この海を目的とした遊び

をするためにそこに出入りできる入り口を開

けるとなれば、これは先ほど言ったように今

の自然に手を加えて逆に利用価値もないんじ

ゃないかなというふうに思いますけども、こ

れについては何か答弁できますでしょうか。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。
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○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

今ある新しい県道の外側の海を利用するの

ではなく、先ほど答弁しましたその中にちょ

っとポケット状になっている入り江の方を有

効活用していこうということで、そこらあた

り監視方法も含めて、これからいろいろ計画

を立てていこうと思っています。

あと、やはりそこに島外から子どもたちも

もちろん保護者も一緒に来るはずでしょう

し、そこらあたりイーフビーチの利用につい

ても、そこは導線をきっちり描いて対応して

いきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

次に、銭田公園周辺は非常にハブが多いと

いうことは地元でもよく知られていると思い

ますが、宿泊施設を建設するということは夜

間も公園の利用があるということだと思いま

す。ハブ対策についての計画、その話し合い

も十分なされているのかお伺いいたします。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

ただいま棚原議員がおっしゃったとおりで

すね、やはりハブが多いということで、字銭

田の区民を対象にした説明会でも年配の方か

らハブ対策ちゃんと気を付けてやって下さい

という声もあります。そこらあたり、やはり

そういったハブの生態に詳しい研究者とか、

また環境保全課もいろいろハブ対策していま

すので、そこらあたりは連携して対策をとっ

ていきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

この公園の整備の件の最後に、多額の寄附

と町の公金によって整備される施設ですの

で、建設後に利活用をどうしていくのか迷走

するような箱物建設先行の計画にならないよ

うに、建設後の利活用や管理運営のしっかり

とした計画を立てて事業を進め、よい公園を

整備していただきたいと思いますが、最後に

町長の答弁を求めます。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

今ご指摘のあるようなことにならないよう

に、これは先ほど担当課長からありましたよ

うに風の帰る森プロジェクトの委員会のメン

バーで十分詰めておりますので、行政として

も彼らを支援しながら、そういうことがない

ように進めていきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

次に、奥武島西海岸海域及びイーフビーチ

海域の海流調査を早急にということで再質問

いたします。奥武島西海岸海域及びイーフビ

ーチ海域の潮流調査については24年９月定例

会、25年の６月定例会、26年９月定例会でも

取り上げ、昨年９月の町長の答弁では県の統

括監、漁港課長も認識しており、来年度27年

度以降の予算で調整したいということであり

ましたが、その後進展がありません。県の人

事も確認しましたら、当時と替わっておりま

す。統括監、漁港課長も替わられております

ので、再度県の方には強く要望する必要があ

ると考えるが、早急に取り組んでいく意向は

あるかお伺いいたします。
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○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

いま棚原議員がおっしゃったように、今年

の４月人事異動で統括監、漁港漁場課長が替

わっております。それで前回、24年、26年度

の議事録も読みましたが、そのときも回答し

ていますが、農林水産部だけでできるような

業務ではありません。この区域には、島尻か

らイーフビーチまでは農村振興局の海岸保全

それを奥武島の西側は水産庁所管、水産庁所

管というのは、水産庁というのは農林水産省

の外郭の団体ですね、そこから真泊いわゆる

仲里漁協までは、水管理国土保全、国交省も

絡んでます。なので農林水産部だけではなく

て、企画と土木、省庁関係課にまたがって調

整しなければいけないと思っております。や

っぱし統括と漁場課長が人事異動で変わって

いますが、その後どうなっているかというの

はたいへん申し訳ございません。まだ確認は

してません。いずれというより、近いうち早

めに町長とお伺いしにいこうと思っておりま

す。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

この件は終わります。次に通学路の歩道及

び外灯設置についての再質問でございます。

謝名堂川整備事業により河川の拡幅計画があ

るので、謝名堂川整備事業実施時に県と調整

していきたいとしているが、この答弁につい

ては、謝名堂川に整備されている歩道の外灯

設置についての答弁か、お伺いしたいと思い

ます。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後２時25分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後２時25分）

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

ご存じのように謝名堂川整備は採択されて

おります。26年に現況調査は終わって、今年

度、実施設計まで入る予定だったんですが、

もう昭和47年、８年頃からの川整備で実際は

農林水産省の土地改良事業でやっています。

県としては、そこの構造物、工作物等々を調

べてどういう設計になっているのかというこ

とで拡幅幅を検討したいということでしたの

で、一番末端側の水門の詳細設計が全く見つ

からないということで、この12月議会で県は

財政に予算要求して、その水門の設計詳細測

量を入れるということで今ちょっとストップ

しています。確実に謝名堂川河川は拡幅され

ます。その際に維持管理道路も造らなければ

いけませんので、それとアロケというのは、

他事業対事業で同時に進行する整備ですね、

それでもっていけないかどうかというのは、

県の方と調整していきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

今アロケという言葉で県の方と調整してい

きたいということなんですが、これは質問し

たように、外灯の設置を考えているのかとい

うことをお伺いしているんですが。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

外灯の設置も含めてです。というのは去っ

た12月４日に町長の答弁もありましたが、区
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長会から、いま予定されているＬＥＤの1,60

5灯以外の県道、それから学校通学路等々調

べてみたら24区間あります。けっこうな本数

です。これ全区長会で話し合って、この地区

はやってくれと、ただ、いまのＬＥＤ防犯灯

設置ではできません。もう個体数が決まって

いるので、前回の議会でも回答しましたけど、

新メニューでできないかどうかは調査でやっ

ていきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

現在の謝名堂及びイーフの集落からイーフ

への基幹の道路として歩道が整備されている

のは、久米アイランドの通りと謝名堂川の通

りでございますが、子どもたちの登下校の安

全面を考慮しても川沿いはできるだけ避ける

べきではないか。また謝名堂川、比嘉からイ

ーフ方面へ行く農道として、いま一番交通量

が多い農道を担当課として把握しているかお

伺いいたします。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

その道路が狭いということは把握していま

す。歩道の設置も必要だということもわかり

ます。いま現在その縦路線は給油所からアイ

ランド方向への比嘉２号を採択に向けて県と

調整しているところですが、土木建築の事業

採択向けての指針は、何路線も一気にという

のはちょっと難しいということで、今、幹線

的な観光客等と、自転車が夏場に多い、歳い

った方が押し車で歩いているというのが一番

見受けられた比嘉２号を優先的に採択に向け

て調整しています。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

幹線道路として給油所からアイランドに向

けての道路整備を計画しているということな

んですが、観光客等は、そこの道路レンタカ

ー等、それからバス通るのが多いと思います

が、生活道路として、イーフ地区の住民また

はその他交通量が非常に多く住民の利活用が

多いのは逆にイーフ情報プラザの前、ココス

トアーのコンビニの横の通りで、それからＡ

コープの前に抜けてくる道路、これの方が非

常に交通量が多くて、住民の利活用や安全面

を考慮した道路整備するのであれば、やっぱ

り交通量の多い、いま説明いたしました道路、

そこに歩道を付けて基幹道路、幹線道路とし

て、謝名堂川の歩道、撤去して、川沿いより

は、いま交通量が多い道路、それに歩道を付

けて整備してほしいというのが、字イーフ地

区の住民からも非常に声が上がっております

が、その謝名堂川整備の県と調整の中で、そ

ういう幹線道路の移転といいますか、変更が

できないのかどうかお伺いします。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

幹線道路にできるかどうかというのは、私

の方では回答はできません。県の整備事業な

ので、たぶんおそらく幹線道路的な位置づけ

はできないと思います。ただそういうふうな

ことが議会の方でありましたということは申

し伝えるつもりではございます。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員
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これは地元、イーフ地区の住民、それから

この比嘉、謝名堂からイーフへ抜ける道路と

して非常に交通量が多いということで地元か

らの要望があるということで県の方には提言

していただきたいと思います。

次に、先ほど町長から答弁がございました

久米島町全域既設の防犯灯1,665灯の水銀灯

をＬＥＤ灯へ移行していて、平成28年には完

了するということでございます。それによっ

て電気料金が軽減され事業効果が出ていると

いうことでございます。去った12月４日の区

長会においては、県道町道と24区間に防犯灯

を新設の要請も受けたということでございま

すが、それを受けて事業展開に向け調査した

いと、そのＬＥＤ灯に変更して後、町内の公

共施設それから集落外の県道、町道に設置さ

れている防犯灯については、現在電気料金こ

れは何処が負担しているのか答弁お願いいた

します。集落外のことになりますが。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後２時30分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後２時30分）

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

この1,665灯というのは全て防犯灯設置で、

字割、区割りするときに区長同士で境界線の

あるところは、これは儀間がみます。これは

嘉手苅ですよっていう感じで、字の灯数を決

めてやっています。その集落外に入っていな

い部分、例えば県道についている防犯灯は３

字で負担していると聞いています。でかく高

いやつハイウェ灯みたいな感じの白いのと黄

色のあれは県道が主要な道路、主要な交差点、

主要な施設がある場合に県が建てるというこ

とでなっています。ですからこれＬＥＤ灯非

常に経済効果すごいです。１基概算で1,200

円だったところが、171円まで落ちていると

ころもあります。なので早期に全部完了した

いんですが、その公共施設については、町の

管理課、公園については環境保全課とか、漁

港については建設課という感じで電気料金は

支出しています。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

字の境界については、中間を境界としてい

なくて、自分の字はここまでだという認識で

たぶん死角になっている部分も町内で県道に

ついてもあると思います。そういうものにつ

いてはやっぱり、その字に負担させるのでは

なくて、そういうところは公共施設の負担と

一緒に町の方で負担していただけないかと思

いますが、これについて。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後２時34分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後２時35分）

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

現在もう既に設置されている防犯灯につい

ては、もう既に各字毎で負担の割合とか負担

する場所を決めてお互いに負担をしていると

思います。今後、各字から出されている通学

路等に関する防犯灯については、これから隣

接する地域等と相談のうえで負担を決めてい

くことになるかと思います。町の方で負担を

する部分は、どのぐらいなのかということに

ついては、それぞれの区長会等と相談したう

えでないとちょっと決められることではない
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ので、今後、検討をしていきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

以上で終わります。

（棚原哲也議員降壇）

○ 議長 幸地猛

これで９番棚原哲也議員の一般質問を終わ

ります。

暫時休憩します。（午後２時38分）

○ 議長 幸地猛

休憩前に引き続き再開します。

（午後２時53分）

次に２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

休憩お願いします。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後２時53分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後２時54分）

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

通告書に従いまして、２点ほど質問をいた

します。まず１点目ですが、人口対策につい

て質問いたします。近年本町における人口減

少は著しいものがあります。そのままの状況

で人口減少が推移すると産業、福祉、教育、

歴史、文化等の振興に悪影響を及ぼすことは

必死であります。町策定の第２次久米島町総

合計画基本構想の中で人口減少を防ぐには若

者のＵターンを促す事業やＩターンを促す事

業づくりにも取り組んでいかなければならな

いとしておりますが、具体的にどのような取

り組みを考えているのか伺いたい。

続きまして２点目ですが、観光振興につい

てでございます。本町の観光振興については

平成25年度に策定した久米島町観光振興基本

計画により平成30年度までに観光入域客12万

人を目指して行政及び観光協会ともに取り組

んでいると思われるが、次の５点についてお

伺いします。まず１点目、昨年度行政と観光

協会の連携強化のために同一棟に集約したが

その効果について。２点目行政として今後の

観光協会内部の強化方法について。３点目今

年度の観光客の動向について。４点目今期の

ＦＤＡの状況と将来の見通しについて。５点

目スポーツコンベンションの活用状況につい

て、以上よろしくお願いします。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

ただいまの２番盛本實議員の質問にお答え

します。まず１つ目の人口減少対策について

であります。今後は窓口となる定住促進担当

課を強化し、人口減少の歯止めとなる施策を

推進していきます。具体的な取り組みについ

ては第２次総合計画や地域創生総合戦略の中

で仕組んでいきます。

続いて２点目の質問に観光振興についてで

ありますが、まず１つ目として、今年度４月

から商工観光課を観光協会との連携強化を図

る目的であじまー館に配置しております。昨

年度までは事業の連絡調整にあたり仲里庁舎

まで移動時間を要したことによる事業執行に

非効率な時間が生じていました。同一施設へ

配置によりロス時間が解消され迅速に事業調

整が行われるようになったことから観光協会

の課題である分掌事務の強化にも繋がり相互

の事業において効果的な効率的な面に取り組
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める環境が整ってきたと思います。

②として久米島町の観光振興計画の推進す

るにあたり、観光協会にも国内の観光誘客及

び受け入れの対応をはじめ、さらに海外から

の誘客や潜在的観光への取り組みが求められ

てます。行政と観光協会の役割分担において

観光協会は観光振興の専門的な団体であり観

光、交流を推進する役割とイベント事業の役

割が期待されておりますが、現状では観光協

会の事務局体制において人的余裕がないゆえ

予算的にも脆弱であることから観光対策の受

け入れ皿としての余裕がないのが現状だと思

われます。本町としても観光協会の強化、支

援事業の継続をはじめ、現状における課題解

決に向けて必要な支援については引き続き取

り組んでまいります。

③番目として、今年度の４月から10月まで

の観光入域者数は62,440人で昨年度より976

名の増となっております。今年度の目標の99,

000人の達成に向けて引き続き取り組んでま

いります。

④でありますが、今年度のＦＤＡのチャー

ター便は11月20日から県外から８便が就航し

ておりますが、平成28年３月の時点について

は現時点で３便の就航を予定してます。次年

度以降の計画はこれからのことになりますの

で、引き続き継続就航を要請してまいります。

⑤番目として、今年度のスポーツコンベン

ションの活動計画については、主に実業団陸

上競技の駅伝部の合宿誘致をはじめ、アマチ

ュアの野球キャンプの誘致継続に関する活動

をはじめ、パークゴルフ大会等の全国大会の

誘致活動などを行います。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

まず１点目の人口減少対策について、再質

問をさせていただきます。本町においてはこ

の10年間で急激な人口減少がでているわけで

すね。おそらくこういった推移というのは久

米島の歴史上かつて類を見ない様なかたちで

進行していると思っております。今年度国勢

調査がありましたが、速報値においても8,00

0名を切っていると約7,700名という数字がで

ております。それから基本構想の中にも人口

の推移と予測がありました。2030年には6,60

0名と2040年には5,000名台になってくると、

この数字は我々の想像を遙かに超えたスピー

ドで人口減少が起こっております。このまま

でいくと、この島の存続さえ危ぶまれる可能

性もでてきているわけですね。なので早急な

対策を講じる必要があると思われます。この

ように人口減少によって起こった現象を身近

な現象なんですが、特に仲泊地区の中央新興

通りの商店街の衰退がかなり顕著に表れてき

ているんですね。20数年前は商店数も約50近

くあったんですが、現在においては半分以下

になってきているんですね。それから学校の

統廃合が2007年に旧具志川中学校と比屋定中

学校が行われました。そして2014年には仲里

中学校と久米島中学校が行われます。来年か

らは幼稚園の統廃合が行われると聞いており

ますが、それから現在、問題になっています

久米島高校の廃科の問題、これも何とか命を

繋いでいるようなもんですが、将来において

は廃科どころか廃止ということが起こりうる

可能性がでてきているんですね。この人口減

少がこういった諸々の社会現象がおきてい

る。さらにマイナスなって、プラスに転じる
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ようなものが要素が全くこないわけですね。

そういう中で町としては早めの対策を立てな

いと将来が非常に不安な状況になってきてい

るんですね。

先ほどの町長の答弁では定住促進担当課を

強化するという答弁がございましたが、その

強化方法はどういう強化をしていくのか、例

えば単独の専門の課を新たに作るのか、現在

ある既存の課の中で専門的な分野でやってい

くのか、どういうかたちになるのか、そのへ

んちょっと考えている範囲でお答えいただき

たいと思います。

○ 議長 幸地猛

平田明企画財政課長。

○ 企画財政課長 平田明

組織改革に、いまの盛本議員の質問だとな

ると思うんですけど、まず組織改革をする前

に国全体が人口減少の一途をたどっておりま

す。人口減少の一途をたどっている中で東京

オリンピックが開催されるそういう現状があ

ります。そうなると東京一極集中がさらに加

速するだろうということで、東京でもいろい

ろな問題がオリンピックに向けて起こってき

ます。いろんな建設ラッシュがはじまります

ので、どうしても仕事を求めて東京に人口が

移動するだろうということで予想されます。

それを受けて国は東京圏の人口をどうにか地

方に流そうということで、それで立ち上がっ

たのが地域創生戦略という計画であります。

できる限り各地方で、それぞれのそういう特

色のある、そういう戦略を作って東京一局集

中するその流れを地方に流すことによって地

方に雇用を与えて、そして生活できるような

仕組みが大きな狙いであります。

うちの町に限らず全市町村が５年総合戦略

を策定して早期に実施するよう、取組みをは

じめております。本町においても、そういう

中で過去にも総合計画、あるいは各種計画で

地域の活性化、衰退しないように活性化策と

して計画を作ってきましたが、ご存じのとお

り人口が減少してきておりますので、今回の

戦略に関しては確実的な数字を見込める施策

を打って、それに取り組みなさいというのが

戦略の大きな狙いでありますので、その戦略

については３月までに組み立てていきたいと

思います。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○２番 盛本實議員

確かに、今、企画財政課長がおっしゃった

ように、人口減少に関しては単なる久米島だ

けの問題ではないと思うんですね。全国的な

流れの中で起こっている現象だと思っており

ますが、ただこの減少の度合というのが、別

の地域と比べるとかなり激しい部分があるん

ですね。他地域がそうだから、じゃあ久米島

もそれに乗っかって同じような方法でいきま

しょうとはいかないと思うんですね。特に久

米島そのものが島国であるということからす

れば本土の過疎地域と違う部分があるんです

ね。それからするとかなりこの島という部分

がハンディーにはなってきている。人口減少

に対しての考え方とかやり方というふうに関

しては、本土地域がそうだから、じゃあ久米

島もそういう方法というわけにはいかないと

思うんですね。

ですからこの人口減少に歯止め、本当は増

やさないといけないんですが、やり方を久米

島町独自のやり方でやっていけないかどうか

なんですね。それも今後、振興計画、実施計
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画の中ででてくると思うんですが、ただ元に

戻すというのは一朝一夕でできるものではな

いので、長期でやるもんだと思って、長期で

やるということは、スピード感がないとなか

なか難しい部分があると、ですから振興計画、

実施計画を作って、来年から28年度から実施

に向けて動き始めると思うんですが、そこで

質問なんですが、来年から動くとなると、お

そらくそれの対策として、やはり予算が関わ

ってくると思うんですが、現状からして、そ

の予算をおそらくないでしょう。次年度の予

算というのは確定していると思うんですが、

それを途中からでもいいから、例えば６月に

しろ９月にしろ補正で予算を取って、やる計

画はあるかどうか、そのへんちょっとお伺い

します。

○ 議長 幸地猛

平田明企画財政課長。

○ 企画財政課長 平田明

確かに私も財政の担当課長として頭を痛め

ております。確かに地域創生総合戦略を策定

するように国から指示を受けてはいるんです

が、この戦略自体の財源というのが国は1千

億を組んでおります。但し当初は100％充当

の交付金だろうなと各市町村としては思って

おりました。ところが蓋を開けてみると市町

村に多くの負担を求めてきております。要す

るに1千万円、国が投資しますので、各市町

村も1千万円を持ちなさいと、単純に言いま

すと、補助率２分の１の交付金であります。

特に沖縄県は高率補助とか、一括交付金があ

る中で地域創生総合戦略で、いろんなものが

仕込めるかというと、本土の方はちょっと高

率補助じゃないもんですから、美味しい事業

だと思います。沖縄県においては、先ほど説

明したように、いろんな事業が展開できます。

事業の中でも特に一括交付金もそうなんです

が、投資効果を出すような事業を仕込んでい

くべきで、この地域創生総合戦略においても

そういうのが求められてきます。

個別にいろいろ観光振興計画あるいは地域

再生計画等がありますが、広く観光振興や農

業振興をやろうという部分はあるんですが、

その中でもさらに絞り込んで確実に効果が出

る。５年じゃなくても良いと思うんですが、

５年を基礎にして、10年後を目指して人口を

増やすような、あるいは所得と雇用が増える

ような、そういう事業を仕組んでいってくだ

さいよというのが、今回、国の政策でありま

す。そういう中で町として特に取り組んでい

く施策として、具体的には、これ今から審議

の中で決定していくことなんですが、例えば

長期的な視点の展開としましては、既に立ち

上がっている。深層水を活用した産業振興を

推進する。久米島モデルの構築を目指してい

ます。それに基づいての雇用、これは長期ス

パンで見ないといけないし、深層水管路を増

設しないとそれがだめですよということで、

実現すれば雇用、人口1,500名余りの雇用も

がっと増える、これだけで地域創生総合戦略

が求める、人口減少に、ある程度歯止めがき

くと思うんですよ。これは国の補助金がつか

ないとどうしょうもないということ。

それは長期的にしかけながら短期的には例

えば、移住定住に向けての仕事情報や、そう

いう移住者への迅速な情報を発信したり、制

度を創設して支援する等、島内では人口を増

やせない現状がありますので、外から転入し

てもらって、住んでもらって、そういう人口

を増やす方法、それから住むためのいろいろ
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な中小企業や小規模企業の再生とか、経営改

善とか、支援とか、若者創業支援、農林水産

業の６次産業化とか、担い手の育成、そして

経営規模拡大による生産力の向上の支援、観

光を軸とした地域活性化の推進、いろいろ事

業はあります。その中で本町として何が一番

いいのかというのを絞り込んで、効果がでる

ようなことをピンポイントで実施して５年で

ある程度、基礎固めをしてくださいよという

のが、地域創生総合戦略であります。

それでできるかどうかなんですが、総合計

画もそうなんですが、当局、また議会の皆さ

まの知恵を借りながら今後５年間本腰入れ

て、取り組まないといけないなと思いますの

で、よろしくお願いします。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

課長の話しにおいては、今後そういう計画

の中で順次やっていくということの話でござ

います。おそらく新年度からスタートを切る

と思うんですが、ただですねこの件に関して

は、行政だけでは難しいと思うんですね。要

するに民間を巻き込まないとかなり難しい部

分がある。現状はいろんなところで話聞くん

ですが、人口減少に危機感が溢れている。町

民はそんなに感じてないんですね。おそらく

この計画を立てて皆さん町民に説明会やると

思うんですが、その説明する中で、その人口

減少による久米島の将来の実態を、ある程度

予測をして、たいへんな事になるよという部

分を話していかないと、町民一人ひとりその

ものが、これだけの人口減っていることに対

して、あまり危機感を感じてない。それも含

めてお願いしたいということでございます。

次年度からそれに向けて頑張るということ

になると、我々議会も含めて一緒になって、

この人口減少、ほんとに重要課題だと思いま

すので、一緒にやっていきたいというふうに

思っていますので、よろしくお願いいたしま

す。

続きまして、観光振興についてでございま

す。まず１点目について観光協会と商工観光

課が、あじま館に配置されて、その効果とい

うのが、時間的なロスの解消に伴い迅速な事

業執行が行われるようになったと、そして分

掌事務の強化に繋がっているということで結

果的に良い方向に進んでいるということなの

で、その件に関しては多いに評価をしたいと

思います。

基本的には商工観光課と観光協会というの

は一蓮托生的な部分があって、同じ方向に向

いているわけですから、このような良い結果

がでるということは、今後とも連携を密にし

ながらやっていただければ30年度目標の入域

客12万を達成するのも夢ではないだろうとい

うふうに感じております。

続きまして２点目の、観光協会内部の強化

についてどう考えるかということで質問した

んですが、確かに観光協会と行政には役割分

担があるわけですね、現状としてやはり観光

協会まだ弱い部分があるんですね、内部的に

弱い部分がある。そうすると、強い部分と弱

い部分が一緒になってやろうとしてもなかな

か上手くいかない部分がある。

そこで観光協会の強化をやっていかない

と、この観光協会が行政の歩調を併せきれる

かというと現状でなかなか難しい部分がある

んですね。それも含めて現在、新規事業をや

ったりいろんな観光協会の事業を導入したり
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で観光協会の運営を一生懸命やっていると思

われますが、今後とも、そういう事業の支援

を継続していくという部分とまたさらに、そ

の拡大支援ができないかどうかを、要するに

予算面含めて物理的部分含めてそうなんです

が、今後そのへんができないかをお伺いしま

す。先だって、７月から新しい理事がでまし

て、ちょうど理事の中に副町長も入っている

んですが、それまでは僕も参加したんですが、

そこで聞いた話なんですが、副町長は観光協

会自立するまでは支援していきますという話

があったように記憶しているんですが、それ

を踏まえて、今後、観光協会に対する支援の

仕方考え方をお伺いしたいと思いますが、よ

ろしくお願いします。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

それじゃあ私も気になりながら、この組織

については注視しているところであります。

今、盛本議員が事務局長去ってから暫定的と

いいますか、課長併任で事務局長においてお

りますが、これも現実的に非常に継続するの

は非常に厳しい、１人ではですね、かと思い

ます。その中で副町長を理事に一員に入れて、

行政との繋ぎを担っていただきたいというこ

とで今やっています。今後においてもいろん

な支援を強化する上では、何らかの支援策は

取らないといけないと思っております。決し

て行政にだけ頼っていることではないと思う

んですが、協会としての組織を、もう少しや

っぱり組合員一人ひとりが、それぞれの組織

として認識していろんなイベントにおいても

積極的な参加、町民を巻き込んで参加できる

ような体制づくりも必要になってくるかと思

います。先ほど来、ありましたようなどんな

トップセールスにおいても私も含めて今後い

ろんな場面に参加していきたいと思っており

ますので、かわりなく支援についてはやって

いきたいと思っております。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

先ほど町長の話の中に事務局長併任という

ことで、実際にそれでやっているんですが、

現実問題として、先ほどの効果もそこにある

のかなと思うんですが、ただ行政の忙しい環

境で観光協会の事務局長兼任というのがどう

なのかという一つと、今後、僕はこれ辞めて

も良いと思うんですよ。やっぱり彼らは彼ら

で組織があるわけであって、彼らに全てを任

せればいいのではないのかなとは思います

が、ただ行政の方は心配をして、事務局長を

併任で就任させているということで、その結

果として先ほどの結果が出たのかなというふ

うに思っています。

あと一つ、町長も副町長時代に観光協会長

として就任していただいて、それで頑張って

いただいたんですが、町長に伺いたいんです

が、観光協会長としての２年間、行政からの

配置という部分がトップとしてですね、これ

良かったのか、悪かったのか経験からしてち

ょっとお話頂きたいんですが、それは良いの

であれば逆に協会長を行政から配置してもい

いのではないかというふうに感じているとこ

ろでもあります。

あと１点、先ほどから協会も体質が弱いと

いう中で、プロパーがいないんですね、専門

的な職員がいない、社員がいないんですね。

その社員の、強化の為に現在、先ほど回答に
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あったように観光協会は予算が脆弱でなかな

か社員教育ができないことがあって、協会の

社員を例えばビューローに派遣、どこか大手

エージェーントに派遣をして、本来の観光の

プロパーを養成するような事業がないかどう

か、例えば一括交付金を使ってでもいんです

が、そのへんは可能かどうかちょっとお伺い

したいんですが。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

過去に役場職員をビューローに今の大城良

乃さん派遣して１カ年間経験させてきまし

た。それで、今、商工観光課に配置して彼女

の力量を発揮させるように取り組んでいま

す。今後もそれに応じてそういった形態が可

能かと思います。これまた現場のみなさんと

意見交換をしながら、来年度以降に向けて取

り組んでいきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

平成25年度に沖縄県から出したデータがあ

って、観光客１人あたりの消費額というのが、

沖縄本島で6万8千円から9千円ぐらい、離島

に行ったら若干落ちて6万3千円ぐらいという

これは例えば、その地に着地して出て行く間

に消費する額がその金額なんですね。単に６

万円としても久米島町が９万人で6万かける9

万、ぶっかけでも50億のお金が久米島町に落

ちていることになっているんですね。詳細内

容はよくわからないんですが、いずれにせよ

観光という部分が、もその地域におよぼす経

済効果というのはかなりあると思うんです

ね。それからすれば行政もある程度の観光協

会の支援をやっていったらどうかなというふ

うに考えております。これはいろんな町財政

的な面もあると思いますので、このへんの経

済効果を含めて今後検討していただいて対処

をしていただきたいと思います。

続きまして、今年の観光動向に関しては順

調に推移していると、先年度比10月で約1千

万増になっているということで、ほんとに商

工観光課含め観光協会が頑張っている結果が

そうなったのかなというふうに非常に評価し

たいと思います。

もう１点、ＦＤＡの現状ですが、私が仕入

れた資料の中では、ＦＤＡが11月８便、３月

の３便ということで昨年と比較したときに、

約20便ぐらい減になるような計画になって、

そうするとこの20便なくなった時点で、やっ

ぱり1,000名ぐらいのお客さん減る数字にな

っているんですね。そうすると現在順調にい

っている、要するに今年の目標が99,000人だ

ったんですが、向けて順調にいっているんで

すが、下期にきて、それがなくなったときに、

これ99,000という数字に陰りが出てくる可能

性があるんで、それを今後３月までにリカバ

リーできるかどうか、何か商品があるかどう

いう部分と、その回答の中では今後、要請を

していくということになっているんですが、

今後の要請の仕方によっては、これ復活でき

るかどうかも含めてどうなのかという部分を

ちょっとお答えいただきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

実は先だって担当課長と、県庁の方にＦＤ

Ａさんの部長が来島されたもんですから、合

間を見て、ぜひ私、面談したいということで
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要請しましたら、会うことができました。県

の方ももう石垣、宮古の支援は終わった。あ

とは久米島を支援したいということで、非常

に県庁の方も担当課としては、久米島を支援

するということでありまして、部長との話の

中では他の情報からすると、今回は石垣と与

那国に路線を変更してやるというような情報

も少しあります。これ正確なものではありま

せんが、あとは我々が飛ばした３月、４月と

いうのはちょうど今13機ですかね。

９機ありますが、それがちょうど大きな整

備が入る時期にかかると ３月、４月にそれ

を担当部長は言っておりましたが、我々とし

ては前回どおり、せっかくタンクローリーも

宮古から持ってきて、１台当たり８便分の燃

料を持ってきますから、３便じゃそれは残り

分が非常に無駄になりますから、ぜひせめて

この８便分でも増便してくれるということは

強くお願いはしてあります。できるか、でき

ないかについては、それぞれの地域地域のエ

ージェントがどういう取り組みをするかであ

りますので、そのへんは前向きに我々として

やるべきことはやるということでの約束でこ

の間の面談では思っております。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

ＦＤＡに関しては、これ100％観光客なん

ですね、なのでせっかく昨年からやっている

わけですから、その効果というのは、ものす

ごくあるのではないか、観光に関してはです

ね。今後とも積極的に直行便を、チャーター

便を要請していった方がいいのではないかな

と思っております。それはそれとして頑張っ

ていただきたいと思います。

あと１点、スポーツコンベンションに関し

てなんですが、確かに皆さんの頑張りのおか

げで社会人の駅伝チームとか、大学の野球が

実績としてあります。そこで私がお聞きした

いのは、このままコンベンションチームが対

象としているのはアマチュアとなっているん

ですが、社会人か大学なのか、それとも高校

以下、中小は対象にしていないのかどうか、

それをお聞きします。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

ただいまのご質問にお答えいたします。ま

ずその前に、今年度の観光入域客目標数99,0

00に対しての話なんですが、先ほど町長の方

からご報告いたしました10月までの実績なん

ですが、一昨日11月までの入域客数が出てお

りまして、11月の観光入域客数が7,220名、

累計でいきますと69,660名となっておりまし

て、昨年の同じ11月までの実績と比較いたし

ますと3,061名の増となっております。この

実績を12月から３月までを推計したんです

が、その中で仮定としてなんですが、フェリ

ーそれから飛行機からの昨年どおりの誘客を

イコールで見た場合なんですが、目標の99,0

00人に近づく数字となっております。それで

ＦＤＡとあと今後、離島周遊のチャーターが

あるんですが、その数字を入れなくても99,0

00人に近づくのかなというところで推計はし

ております。ただし、これ昨年、同条件とい

うところでありますが、そのようなかたちで

目標につけて取り組んでまいりたいと思いま

す。

それでご質問にありましたスポーツコンベ

ンション推進協議会の業務なんですが、ご質
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問にありました対象、アマチュアなのか、学

生それから小学校とか、どういう対象にして

いるのかというところでございますが、まず

はスポーツコンベンションの中で、まず基本

的に考えておりますのが新規のスポーツ合宿

等において、例えば問い合わせで宿泊の件も

しくは施設の予約の件等々を問い合わせする

先が複数にまたがると、なかなかスムーズに

久米島までに合宿に来る手続きが面倒だとい

うところの中で、その煩雑な業務といいます

か、相手先の煩わしさを取り除くというとこ

ろの中でコンベンション推進協議会を発足し

ておりまして、事務局は商工観光課にござい

ます。その中でこれまで来ている団体、スポ

ーツのキャンプについては、これまで同様の

流れて受け入れております。その中には体協

であったり、野球連盟であったり、教育委員

会であったりというところの中で従来の流れ

でいけば、その流れで取り組んでいくという

ことにしております。

従いまして小学生、中学生の競技につきま

しては、教育委員会、それから体育協会の方

で誘致にかかる取り組みをするということに

しております。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

このスポーツコンベンションというのは単

なる受け入れ窓口だけなのか、プロモーショ

ンはやらないということなんですか。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

活動の中にはプロモーションで、今年度に

つきましてもパークゴルフの全国大会の昨年

度引き続き誘致にかかるものについてプロモ

ーションを行いたいと思っております。プロ

モーションに関しては、観光協会の中でパー

クゴルフの誘致というところもございますの

で、連携したかたちで取り組んでいきたいと

いうふうに考えております。それから受け入

れに関してはまず窓口としての問い合わせに

対する対応、それからはじめて誘致が決まり

まして、初日、久米島に来島した際にそこで

歓迎セレモニー等の手続き準備こちらの方も

推進協議会の方で図っております。

あと当初の問い合わせにかかる関連する団

体についても、よびかけ連絡調整等々を行っ

ております。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

私がなぜ先ほどプロモーションしないの

か、高校生以下はどうなのかという話を聞い

たのは、現在、小学校に関してはミニバスケ

ットとか中学に関しては中学校駅伝那覇地区

があるんですね。先だって県大会を誘致しよ

うということで、イーフビーチホテルで県の

理事会があって、その理事会終了後に島の経

済団体メンバーで理事会のメンバーに対して

要請、公式な要請ではなかったとは思うんで

すが、その中でいろんな話し合いをしながら

要請したような記憶がございますが、その中

で島ぐるみでやろうということもあったんで

すが、その後、全く話が聞こえて来ないんで

すが、その結果どうなのか、ご存じですか。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

お答えします。今お話ありました駅伝大会
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の誘致なんですが、これまで３回ほど調整会

議を行っております。観光協会、それから商

工観光課、体育協会、教育委員会、その他関

係者というところの中で行った経緯がござい

ます。その中で誘致の条件の中にまず航空路

線、それからフェリーの運賃の減免、それか

ら臨時便等の対応というのがあります。こち

らについては商工観光課の方で、その要請等

は可能になりますが、ただネックといいます

か、ハードルが高いのかなというところは宮

古、石垣から来る生徒の補助がないかという

ところの中その補助について実質可能かどう

かというところが課題となっている状況にあ

ります。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

いずれにせよ、このスポーツキャンプに関

してはプロ、アマ問わず、ちょうど久米島の

一般客、観光客の端境期にできるわけですか

ら積極的に取り組んでいただきたいと思って

おります。今後とも先ほども言ったんですが、

観光における経済効果というのも、経済直接

効果から波及効果も含めてかなり大きいもの

がありますので、行政、民間共々一緒になっ

て取り組んでいただきたいということを申し

上げて質問を終わらせていただきます。

（盛本實議員降壇）

○ 議長 幸地猛

これで２番盛本實議員の一般質問を終わり

ます。

次に５番吉永浩議員。

（吉永浩議員登壇）

○ ５番 吉永浩議員

はじめてですので、建設的な議論またよろ

しくお願いします。質問します。私からは４

点質問したいと思ってます。まず１点目久米

島町における検診のあり方について、現在町

では毎年町民の健康を守る事業として特定検

診を実施しています。できるだけ多くの町民

に受けてもらい、結果を町民自身、そして行

政が生かすことがたいへん重要だと考えま

す。町長の施政方針でも成人老人の健康診断

を充実ということで掲げていますが、ここで

２点伺います。①特定検診の基本料金は無料

化にすべきであり、受診の壁をなくすべきと

考えています。②検診実施機関である役場の

職員の検診受診率は、またその数字と町長の

見解を伺いたい。

２つ目、がん治療にかかる渡航費助成制度

の導入について、日本において死因の第１は

がんです。国民の２人に１人ががんにかかり

３人に１人ががんで亡くなるという数字もあ

ります。沖縄県そして久米島町も例外ではあ

りません。私が注目しているのは久米島町は

生活習慣病に課題があり、がんと生活習慣は

関連が深く久米島において、がんのリスクが

多い方が少なくないという考えからです。そ

こで質問です。①離島で安心して住める体制

づくりのため島内で治療が難しい、がん患者

の治療の渡航費助成を行うべきだと考える

が、見解を伺いたいです。

３つ目、メンタルヘルス対策について、昨

年労働安全衛生法が一部改正され職場におけ

るメンタルヘルス対策にストレスチェック制

度が創設されました。平成27年12月１日施行

期日となっています。目的は職場における心

の健康対策を推進し、ウツなどの心の健康を

守るしくみづくりです。そこで質問です。①

久米島において自殺による死亡は少なくあり
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ません。自殺とウツは関係は強い、町全体を

巻き込んだメンタルヘルス対策について、今

後、町長はどのような視点をもってどのよう

な対策を考えるか。②推進する立場にある町

役場においてどのようにメンタルヘルス対策

を行っているか、衛生委員会の取り組みと状

況を伺いたいです。

４つ目、政務活動費の導入について、地方

創成がキーワードになっている現状、私は議

会改革なくして久米島の発展はないと考えて

います。そこで質問します。町民の声を議会

に届け議員の活動の幅を広げる政務活動費を

導入すべきであると考えますが、町長の見解

をお伺いしたいと思います。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

５番吉永浩議員の質問にお答えします。ま

ず１つ目、久米島町における検診のあり方に

ついて、①として特定検診の受診料として1

千円を個人負担してもらっていますが、受診

率の向上を図る上から無料化は必要だと考え

ております。②昨年度の久米島役場職員の健

康診断ですが、対象者数は190名に対し受診

者数は126名で受診率は66.3％となっており

ます。さらなる受診率向上のために職員への

指導を徹底してまいりたいと思っておりま

す。

２点目のがん治療にかかる渡航費助成制度

の導入についてでありますが、島内の医療機

関では放射線治療のような専門的な治療がで

きないため、がん患者の精神的経済的負担は

大きいものがあります。行政としても支援で

きる範囲での支援は必要だと考えておりま

す。現在、小児慢性特定疾患等にかかる渡航

費は支援しておりますので参考にして助成す

る方向で進めていきたいと考えております。

次に、メンタルヘルス対策についてですが、

①として、今回施行されたストレスチェック

制度は労働者が自分のストレスの状態を知る

ことにより、心の病、不調を未然に防止する

仕組みで、メンタルヘルスには有効な制度だ

と思いますが、本町では制度の対象となる労

働者が50名以上の事業者は少ない状況にあり

ます。町全体での制度を上手く活用するには

独自に工夫することが必要だと思っておりま

す。②番としまして鬱などに心の病が原因で

休職する職員は以前に比べて増加傾向にあり

町としても職員の健康管理には特に注意を払

っているところであります。今年度の取り組

みとしては安全衛生委員会の開催とメンタル

ヘルスチェックの実施を予定しております。

次に、３つ目の政務活動費の導入について

でありますが、議会から要請があれば県内他

の市町村等の状況を調査した上で検討してま

いりたいと思っております。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

無料化は必要だと考えていますとの答弁で

したが、町の健康状態が厳しいというのは把

握されていると思いますが、町民の声を聞き

ますと基本検診料金1千円でも厳しいという、

出すのがいやではなくて厳しいという表現を

します。また病気が見つかったらもっとお金

がかかるというふうに考えていて、もう検診

行かないよという壁がやっぱりあります。

もう一つ、生活者の視点で見てみますと、
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単純に検診受診料が1千円ではあるんですが、

やっぱり取られる時間を考えると１日に稼げ

たお金という部分でもやっぱり見ている町民

の方の声はありますので、それから含めると

町民の実態として自分の健康よりも、今日１

日の生活を大事にし、その生活を優先すると

いう町民がやっぱり多くいらっしゃいます。

その中でそういった実態を考えますと、無料

化を早期に実施すべきだというのは考えると

ころです。

そこで再質問します。現在、沖縄県内で特

定検診において無料化をしている市町村の

数、あとは無料化する為の予算額がわかれば

答弁お願いします。

○ 議長 幸地猛

田端智福祉課長。

○ 福祉課長 田端智

ただいま①の質問にお答えします。現在、

県内41市町村の中で検診料を有料にしている

のが久米島町含め14町村があります。残りは

無料となっております。あと今回、無料にす

るという方向で新年度予算、財政と交渉はし

ておりますが、それにかかる費用としまして

は120万円程度を見込んでおります。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

120万ということなんですが、健康に関し

ては先手を打って予防というところでやって

いくべきだと思っていますので、ぜひ、透析

になった場合には年間１人500万という医療

費もかかります。そういうリスクもある方も

久米島には少なくないと思いますので、ぜひ

早急に無料化を実施していただきたいなと思

っています。

実際、久米島町の場合は、同規模の市町村

と比べて受診率はかなり高いです。50％前後

だと思います。それ以上受診率がある市町村

に対してとっても小さい離島町村ではあるん

ですが、という結果からすると、ある程度、

人でできる受診を促すことはもうやっている

と、あとは環境を受診のための環境を整えて

あげることが大事だと思っていますので、そ

ういった観点からも、ぜひ、予算化含めて対

応していただきたいと思っていますけど、こ

のへんについて町長、見解を答弁してほしい

んですが。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

お答えしますが、確かに私も予防が一番大

事なことと思っております。それをいかに町

民の皆さんが認識して、そういう気運になっ

ていくかというのも福祉課を中心に、それぞ

れの専門の皆さんとの意見も特に公立病院あ

たりの意見も聞きながら、改善できるものに

ついては早急に対策を打っていきたいと思っ

ております。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

要望します。よろしくお願いします。

②についてですが、久米島町職員の受診率

66.3％とのことなんですが、久米島町の受診

率が50％くらいだと思います。もう１つ久米

島町内の事業所これ確認しますとこれだいた

い100％前後職員あります。事業者さんは職

員に対しての啓蒙というか実際の健康投資と

いう考え方でかけています。やっぱり率先垂

範して町民に対して健康づくりを取り組むと
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いう観点と、あとは実際こちらに指導を徹底

していくということなんですが、指導という

より町をあげて健康づくりをしていこうとい

う意識をもっていってほしいというところで

ここを出させてもらいました。要望します。

次の質問に進みたいと思います。がん治療

についてですが、がんに対して実際やっぱり

がんにかかった方から話を聞くと、死を意識

すると、あとは大きな衝撃を受けると、実際

自分ががんだというのを知られたくないとい

う意識が働いてきます。そういう意味でとに

かく辛い状況になる。若い方だと子どもがい

らっしゃる方は、そのお子さんの将来が不安

になるというところがあります。ですが今の

医療の状況でがんの進行状況にもよるんです

が、治療が可能なものもやっぱりあります。

ただそれが経済的な理由とか、あとは久米島

という離島という地理的な状況が原因で失っ

てはいけないし、そうあるべきではないとい

うふうに思っています。そこで質問します。

他町村で、がんの治療にかかる渡航費の助成

これを行っている市町村の情報、または中身

これを把握している部分がもしあれば教えて

ください。

○ 議長 幸地猛

田端智福祉課長。

○ 福祉課長 田端智

県内では石垣市、宮古島市が渡航費の助成

をやっておりまして、限度額１万円以内の助

成ということで平成25年頃からやっておりま

す。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

がんの治療ですが、年に数回以上専門の病

院で特にいまお話しているのは、放射線治療

だと思いますが、年に数回本島の方へ行って

治療をしているその助成を行っていることだ

と思いますが、沖縄県の方は離島のがんの患

者さんに対して本島での宿泊に対する助成は

沖縄県がやっているはずなんですよ。その離

島という負担というところを見て、離島、宮

古とかそういった離島は渡航費の助成をして

いるというところから、やっぱり久米島町と

しても、ぜひ渡航費にかかる助成をしっかり

とやっていただきたいなというふうに思って

います。

合せて最初の方に言いましたが、がんの方

はやっぱり自分のがんというのを隠すという

ところがありますので、その制度助成する方

向で進めているということなんですが、助成

制度を作ったときに合わせて普及啓発という

かそれも周知を合わせてやっていただきたい

なという要望まで打ち立ててもらいたいと思

います。

次に３つ目、メンタルヘルス対策について

ですが、私は久米島町では全体として心の健

康に対する意識、認識が甘いと言ったらあれ

なんですが、まだ弱いというふうに思ってい

ます。心の健康の悪化で仕事ができなくなる

とか、あとは結果として自殺というかたちに

繋がってしまうというのも島では少なくない

状況があります。

その自殺というのが家族に与える影響もと

ても大きく、また若い方が自殺で亡くなった

場合というのは、現実的に経済的な損失もと

ても大きいというふうに考えていますので、

ぜひこの対策を取り組むべきだと思っていま

す。町における自殺に関連する実態が分かる

数字、もしそれが把握している範囲のものが
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あればぜひ教えていただきたいんですが。

○ 議長 幸地猛

田端智福祉課長。

○ 福祉課長 田端智

県が出している衛生統計年報というのがあ

るんですが、それによりますと、久米島町年

間２名から３名ほど自殺で死亡している方が

いるという数字がでております。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

国保連の持っているストレスのデータ等を

見ていくと、久米島町、死因でいくと上位で

はないかもしれません。２、３名という数か

もしれませんが、死因の割合が自殺というふ

うの部分で見ると同規模市町村あるいは県、

あるいは国と比較しても、割合としては高い

割合になるはずです。これは確認してもらっ

たらわかると思います。

○ 議長 幸地猛

田端智福祉課長。

○ 福祉課長 田端智

確かに類似市町村、国頭とか、今帰仁、そ

のへんと比べても２、３名というのは多いと

いう数字になるかと思います。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

というところで、心の健康と自殺というの

は深く関係あるというところで、ぜひ久米島

町として、全体で取り組んでほしいところな

んですが、このストレスチェック制度が始ま

りました今月から１年に１回企業でストレス

チェックをすると、それに必要に応じて配置

替えをしたり業務量を減らしたりそういった

いろんな配慮をしていくということになりま

すが、久米島町で50名以上が義務なんですが、

久米島町で50名以上の企業、事業者何カ所あ

るかというのを、もし把握していれば。

○ 議長 幸地猛

田端智福祉課長。

○ 福祉課長 田端智

役場以外に町内で法人事業所174で、その

中で今50名以上の事業所というのが、１事業

所だけですね、多いかなと思った久米島製糖

も41名ということで50名以下になっています

ね。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

ということは、ほとんどの町民がこのスト

レスチェック、50名以下は努力義務になって

しまうので、この状況というか、忙しい中で

積極的に取り組むという事業所はどれだけい

るかというのはちょっと疑問で、実際義務と

して働くのは一カ所だけになると思います。

それ以外のところは実際ストレスチェック制

度から義務としての網からは漏れることにな

ります。というところで久米島町が自殺とい

う観点から心の健康という認識も薄い弱いと

いうところも含めて、計画的に今後取り組ん

で28年度は、その形の計画というか方向性を

作ってもかまわないと思いますので、ぜひ腰

を入れて取り組んでほしいなというふうに思

っています。

２番ですが、これも衛生委員会の取り組み

状況を行政の方に確認した部分ではあるんで

すが、これについてもこれを聞いた理由では、

やっぱり久米島の中で一番大きな組織で一番

基盤がしっかりしているところはたぶん行政
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だというふうに私は考えていて、そこででき

ない部分が一般久米島町内全体に波及すると

いうことはなかなか難しいと思っています。

さきの１番の質問と合わせて庁内でそういっ

た取り組みをしたうえで町全体の取り組みに

反映させてほしいというところから２番の質

問を出させてもらいました。

４つ目の質問にいきます。議会から要請が

あれば県内市町村の状況を調査したうえで、

政務活動費の導入を検討しますということで

はあるんですが、私はこれからの議会活動の

政務活動費というのが、なくてはならないと

考えています。活動の幅を広げる費用という

ところと大前提として、透明性をもつという

ところを大前提として、議会内で政務活動費

について委員会を前出させてもらったんです

が、方向性を立ち上げて進めていく方向で考

えていますので、これは議会内でまた全体で

話し合って、要望していくと思いますので、

その際また他市町村の状況の調査と、あとは

実際の予算措置等を含めて前向きによろしく

お願いします。以上で質問終わります。

（吉永浩議員降壇）

○ 議長 幸地猛

これで５番吉永浩議員の一般質問を終わり

ます。

次に８番喜久里猛議員。

（喜久里猛議員登壇）

○ ８番 喜久里猛議員

喜久里ですが、執行部も議員の皆さんもお

疲れです。あとちょっとだけ辛抱してくださ

い。これはしんがりはきついな、次から一般

質問は最初にしますわ、待つのがたいへん、

ということで、まず１回目の質問で、ちょっ

と流していきたいと思うんですが、久米島高

校についてなんですが、私を含めて９人の質

問者がいるわけですが、そのうちあと残り８

人の内４人が実は教育ということ、学力とい

うことがでていましたね。すごいことなんで

すよね。実は私は５期目に入るわけですが、

村時代に議会の中で一般質問で教育なんてい

うのは一言もでなかったんですよ実は。ほん

となんですよ、信じられないでしょう。こん

だけ議会が勉強してきて、久米島の子どもた

ちのこと心配したということなんですね。非

常に嬉しく思いますということで、これは感

謝ということで、ただいま話たんですが高校

について、軽く流していきたいと思います。

いま町は、高校の県について現状維持の方向

で真剣にとりくんでいるのは十分私にも伝わ

っていますが、いま一度その経緯と今後の覚

悟のことを聞きたいということです。

２番目、町内のグレーチングのきしみにつ

いて、久米島町の集落内のグレーチングはほ

とんど幅30センチですが、そのきしみがひど

い、今まで町民の苦情はなかったか、まず手

始めに調査及び設計をお願いしたい。またそ

の原因はなんだと思いますかという質問にな

ります。

３番目、農道畑の雑草について、元々久米

島に生息しない草が多くなっています。この

数年はアフリカヒゲシバが農道や畑に以上繁

殖している。これは工事の法面保護の種子か

ら広がっていると思われますが、設計時に審

査したか。今後はどうするかを聞きたい。

４番目、兼城港の改良工事と製氷所の排水路

について、同港の改良工事は計画どおりか、

遅れはないか、何年何月に供用開始になるか

聞きたい。西側船泊の工事は目処がついてい

るか（浚渫はガラサー山の場所、物揚場は船
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上げ場場の入り口あたり）ということになり

ます。さらに製氷時の排水路ははけ口が未だ

に整備されていないが、どういうことかお聞

きしたい。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

それでは、８番喜久里猛議員の質問にお答

えします。まず１点目の久米島高校について、

平成21年４月に県学校教育課より久米島高校

園芸科の整理統合の打診を受けて以来、取り

重なる県への要請を経て、平成20年３月によ

うやく前期計画から中期計画へ変更されまし

た。しかし中期計画の内容も平成28年度入学

生をもって園芸科の募集を停止するという決

して喜べる内容ではありませんでした。その

後も数々の要請を行い、今年９月には園芸科

存続に向けての定員の見直しを要請しており

ます。

平成24年度から立ち上げた久米島高校魅力

化支援事業では、島外留学生の受け入れや町

営塾の開設など大きな成果を上げており、来

年４月には地域支援交流学習支援センターも

オープンいたします。今後とも引き続き園芸

科の存続を要請すると共に進学率の更なる向

上やスポーツと部活動の強化による生徒数の

増加に向けて島唯一の高等学校がより魅力あ

ふれる高校となるよう全力で支援していきた

いと考えております。

次の２点目の質問でありますが、町内のグ

レーチングのきしみについてであります。集

落内のグレーチングは復帰後整備した農村総

合整備モデル事業及び地方改善事業で実施し

たと思います。当時のグレーチングには固定

式タイプのボルト式が無かったため車の乗り

入れ等で首部部分ベアリングと受け皿が経年

劣化し、きしみがひどくなっていると思われ

ます。町民からの苦情を確認し、数カ所の道

路で首部部材の変形や受け皿の落下等があっ

たため取り替えて対応しております。調査に

ついては平成24年度から実施している防災安

全社会資本整備交付金事業で実施しておりま

す。この調査内容は舗装のり面道路附属等の

点検となっております。当該事業は平成28年

度で完了します。全ての路線調査が終わった

段階で成果報告を取りまとめて県及び国に報

告することとなっております。

次に３点目の質問ですが、農道、畑雑草に

ついて町道及び農道工事の法面保護が種子吹

きつけで実施しております。種子吹きつけに

は３種混合を採用し、３種の種子名称はクリ

ーピングレッドフェスク、バミューダグラス、

シロクローバーです。設計時の審査では工事

受注後提出する資材承認願いで確認します。

その内容は農林水産省大臣宛、沖縄総合事務

局総務部総務課で審査した指定配合肥料生産

業者保証書を種子発芽証明、品質証明、組成

肥料を審査して承認しております。

アフリカヒゲシバは三種混合種子内には入

っていないのは確認できます。県道、町道、

農道周辺に自生しているのが多く見受けられ

ているので、関係課と協議し対応等を検討し

ていきたいと思います。

次の兼城港の改良工事と製氷所の排水につ

いてでありますが、①兼城港整備事業につい

て、県からの報告によると兼城港湾整備事業

の兼城地区の整備については、平成28年度に

完了で平成29年度漁業開始、花咲地区に関し

ては、平成30年度完了の31年度供用開始とな
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っております。②の西側船泊の改良工事とガ

ラサー山付近の浚渫について、去る10月16日

に前議長、喜久里議長も同席し、県港湾課長

及び南部土木事務所へ要請してきました。

県からの回答では、同改良工事と浚渫につ

いては現在採択されている整備事業には入っ

ていないため兼城地区及び花咲地区の整備状

況を踏まえ新規事業として計画を進めていき

たい旨の報告がありました。

町としても随時事業採択の早期実現に向け

要請していきたいと思っております。製氷所

の排水は北側道路の側溝が製氷所の排水溝よ

り高くなっているため繋ぐことができずに浸

透方式となっております。十分な排水ができ

ない状態となっております。どういった対応

策があるか関係者と検討を進めていきたいと

考えております。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

それでは再質問でやっていきたいと思いま

すが、まずは高校の件なんですが、幸いにし

て留学生が15人、そのうち１人いなくなって

14人、来年もたぶん何人か入ってくると思う

んだが、ところが町内の中学校か、県外ある

いは島外へ進学する子どもたちは今何人いる

かということなんですね。我々、行政が一生

懸命やってきて、やっとかっと14人集めたの

に仮に島内から島外に、これ以上の生徒が出

て行っちゃ何のために我々、億という予算を

使って一生懸命なったかわからんわけです

よ。これは答え非常に厳しい答えであると思

うんです。答えてくれるんであれば。各中学

校に子どもたちに久米島高校に入学させてく

ださい受験させてくださいと教育長、町長、

言えるほどの覚悟持っていますか。というこ

とでそのへんからまず聞きたいと思います。

○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

町内の中学校を卒業して、そしてまた久米

島高校に入学する生徒25年度、26年度の実績

をまずお話しますが、25年度は96名卒業生が

いて久米島高校普通科に58名、園芸科に24名

合わせて82名が久米島高校に入っておりまし

て進学率は85.4％です。

そして26年度に関しましては70名が卒業し

て普通科に35名、園芸科に21名、56名が久米

島高校に進学して、進学率は80％というふう

になっております。これまでの進学率という

のは平成23年度からみればどんどん高くなっ

てはきているわけではあるんですが、それで

もやはり何名かは島外の方の高校で入学をし

ているというのが現状です。それについては

両中学校の校長先生についてもお話をして、

できるだけ久米島高校に進学するようにとい

うようなお話はしているところではありま

す。ただしかしながら、生徒たちの希望によ

って久米島高校にないような学科に行く子で

あるとか、あるいはどうしても本島の行きた

い高校で進学したいという子に関しては、そ

こまでは本人の希望を尊重しているので、そ

れでも久米島高校を受けてくださいというよ

うなことは、なかなかできないという部分の

話はありました。ただ私たちがこれまで、そ

ういう状況の中で話していることは、いま久

米島高校の魅力化に取り組んでいる久米島町

民あげて取り組んでいる様子、そして久米島

高校の状況などについて、その良さについて
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は機会あるごとに、学校の方には伝えており

ますので、そこのところをぜひ受験生には話

をして久米島高校を受けるようにしてほしい

というような要望はしているところでござい

ます。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

これは非常に難しい質問ですが、今、教育

長からあったように子どもたちがそれぞれの

専門分野の高校に行きたいという子たちをあ

えて久米島高校に受験してくださいというこ

とは本人の選択の自由といいますか、これ非

常に私から直接いうのは難しい問題だと思っ

ています。

我々としては、その環境整備をちゃんとや

って、本当に久米島高校の例えば普通科をで

て国立大学に入学進学できるような体制づく

りの環境整備をしっかりやって、この地元で

いても大学はいけるようということを、もう

少し環境整備に力を入れながら進めていきた

いと思います。

昨日、現在のお話を聞きますと、今期の３

年の推薦入学で琉大２人が合格して、これか

らまた試験で受かる子も何名かでてくると思

います。そういう一つの成果がどんどんでて

きておりますので、そのへんの環境づくり整

備を教育長も含めて一緒に、議会の皆さんも

いろんな知恵を出し合ってやっていきたいと

思います。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

私わざと立っているんですよ、これ、終わ

るときに言います。昨日たまたまテレビ見て

いたらＢＳだったんだけどね、これ小学校だ

から義務教育だから高校と比較ならないんだ

けども長崎の壱岐島というところ、元々、炭

坑の町なんですよ。そこには小学生１人なん

ですよ、たったの１人、ところがね廊下の長

さ140メーターあるんですって1,800人いたそ

うです子どもたちが、そういう地域でも学校

は残そうと一生懸命になっているわけです

よ。普通１人だったらどうしようもないと廃

校に、しょうがないということなんだけども、

勿論それは誤解しないで、義務教育と高校は

違いますよ。違うんですが、こういうところ

もあるということですね。これみなさん知っ

てほしいなということです。

それと町長の覚悟、教育長の覚悟を聞きた

いというのは、この回答の中からでてきてま

す。進学率の向上全力で支援と回答している。

私はこの両方の気持ちは通じてます。ただ、

定員見直し、先ほど町長からちらっとありま

した。私も県の教育長お会いしました。知事

も表敬しました。知事の表敬の席でも町長の

方から話がでました。ところが来年の１月に

知事との意見交換があるんですね。これスケ

ジュール表です。いまの久米島に一番大事な

のは何かということですよ。こういうことよ

りもこれももちろん大事です。まず定員見直

しをやってくださいと、せっかく知事がね当

選後始めて久米島に入るんですよ。私、これ

入れてほしかった、非常に残念、もし追加で

入れられたら入れてほしい。これはなぜかと

いうと、１回、知事に表敬してお話している

んです口頭で、これの念押しなんですよ、し

かも今回は知事と当然何人か随行できます。

正式の会議になります。この中で文章にする

ことによって、県の問題として取り上げると
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いうことなんですよ。私これね、町長就任１

年ちょっとなるけど、これが本当の政治家だ

と思うんですよ。これ仮にできるんであれば

ぜひやってほしい、お願いします。これも期

待してます。それによって県が動かないこと

ありません。それは皆さんがやることです。

押していきますので。

教育長についても教育長は今の身分は一応

公務員で、要するに教育長が町長から引き受

けたとき、私すごく関心したんですよ。感激

と歓迎、実は年収減るんですよね、教育長す

るのと学校にいるのと、らしいですよ。減る

にもかかわらず私やりましょうと。最初の議

会のときの教育長が述べたときにも、私、感

激しました。この教育長はやる気あると、ひ

とつ公務員だということを忘れて、政治家と

して、町長と一緒になってできると思います。

やってこの問題片付けてほしいということで

す。よろしくお願いしたいと思います。

次いきます。グレーチングなんですが、こ

れは、私、この回答非常に不満なんですけど、

老朽化と書かれているんですよね。ところが

町内のグレーチング工事完了ほぼ１カ月であ

あいう状態になっているんですよ。それがそ

のままなんですよ。ということは私はこれは

養生不足、工事ミスなんですよ。最初当然だ

いたい４メーターか５メーターの幅ですから

30センチの、これの水平勾配なんていうのは

ほとんどきれいに取れます。ですから最初音

しません。ところが工事の遅れかなんか知ら

んけども、養生だったらコンクリート20日以

上ですよね。まずそれ見たことない20日以上

養生している。家はしますね、スラブは。あ

れは20日以上おきますよ。ところがグレーチ

ングについての養生というのはほとんどやら

れていない、だいたい１週間あるいは４、５

日で引き渡しする、直ぐ車通るそのときのひ

ずみなんですよ、これ。だからこの回答、私、

間違っていると思います。

それで私は質問の中で苦情はなかったとい

うんだけども、こういうのは苦情があった分

については直しましたというようなことは書

かれているんだけども、現在直されていない

ところ苦情がないと言うんだけども、ないと

は書かれていないけど、なぜほったらかした

かということなんですよね。苦情絶対出てい

るはずなんですよ。

実はこれに気づいたのは兼城の部落内は感

じてました。何回かお願いして直させました。

ところが選挙の関係であちこち回ったときに

もう緩んでます。すごい音するところ沢山あ

るんですよ。よくこれで平気でいるなという

ことなんですよ。ましてや飲み屋街にある町

の中なんていうのは、これは夜中車が通った

らもう飛び起きますよあの音は。具体的な例

として焼き肉屋さんの前、これ建設課長だよ

な、建設課そこ通ったことあるかどうか。そ

れを確認したかどうか。まずそれからお聞き

したいと思います。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

今、工事１カ月後で、そうなっている場所

というのと、わからないということで焼き肉

屋の前というのもちょっと聞いていません。

苦情は確かにありました。上江洲と久間地。

○ ８番 喜久里猛議員

苦情は知ってる？ 来ている？

○ 建設課長 大田喜秀

来てます。それは修理済です。
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○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

焼き肉屋さんの前は諦めているんですよ、

実は。何回も言っているんですよ。ところが

文書でやるわけではなし、町民というのは役

場の誰かに言えばやってくれるだろうと思っ

ているもんだからで、実際あれ鉄板敷いて溶

接されているんですよ。ところがこの溶接外

れたもんだからよけい音が大きくなっている

わけ、で我々が一般質問するとき文書にして

通告書を出します。当然、皆さんはそれにつ

いて調査して歩きます。そこを知らないとい

うのは私にとってはまたちょっと残念だなと

いう感じです。だいたい予想してあのへんと

いうことでやっているはずなんだが、これを

気づかなかったというのは残念ですね。ぜひ

今日終わったら通ってみてください。もうひ

どいですよ。ボックスの上に鉄板敷いている

もんだから、それを溶接したもんだから、ガ

ッタンガッタンわざと作ったみたいな音がす

る。よく住民が我慢しているなと思っている。

幸いこれ時間がかかるんだが、この安全社会

資本整備交付金事業というやつ、これででき

るんだろうか、できないんだろうか、この回

答では報告となっている。報告したら国や県

は予算作ってくれるんでしょうか。事業採択

してくれるんでしょうか。それまず回答して

ください。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

これは去年度までは道路ストック事業とい

うやつです。国がいま予算付けてくれないと

いうのは、私の方ではちょっと回答できませ

ん。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

回答できないということなんだよね。

○ 建設課長 大田喜秀

はい。

○ ８番 喜久里猛議員

なぜ回答できないの。私が質問しているわ

けよ、質問通告書出しているわけよ。報告す

るというのは、これ私が質問しなくても、そ

こに皆さんの机の上にある報告して下さいだ

けの通知書だけ、私が質問したら、じゃあこ

れは実施可能な事業ですかと聞くのが当然だ

と思うんです。これが一般質問の通告なんで

すよ。一般質問については簡素化して要領よ

くやってくださいという通知が皆さんも承諾

しています。だからこんなに短い質問になる。

だけど質問者の意図を含んで皆さんが輪を広

げて助けてやるのが、これが皆さんの執行部

の仕事なんですよ。そのへんどうですか。町

長どうですか。報告だけだとだめだと思うん

ですよ。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

お答えしますが、まずはこういう地域の住

民に支障をきたしている現場においては単独

の維持管理予算を付けて、この新年度で対処

できるかどうかわかりませんが、前向きにこ

の方向で考えていきたいと思います。当時の

問題というのは今はだいたい二次製品で横断

溝は使っています。全てボルト付きになって

います。以前は現場打ちで業者によっては幅

員が図面よりは膨らんだりまたでこぼこが生
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じたりグレーチングの受け板の段差が生じた

りそういうのもありました。私、直にモデル

事業の担当もしましたので、施工の段階で注

意した事等もあります。その後そのグレーチ

ングが変形してなった可能性もありますし、

できることでしたら、そこにチューブを挟む

とか応急処置は可能と思いますので、そのへ

んは担当課を指示して調整していきたいと思

います。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

このせっかくの、こういう事業があります

から、これ町内くまなく調査して設計額出し

て、億近く数字出るんじゃないかなと思って

います。しかし事業取れるんであれば、これ

は嬉しいことですので頑張っていただきたい

なと思います。

それで関連質問するんですが、２カ月ぐら

い前に旧パヤパ前の防火水槽の件がありまし

たね。あれ直ったんですか、どなたか。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

その件は９月議会で予算取っていただいて

今、設計発注して１月には工事着工できると

思います。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

実は私の知っている人、偶然かしれません

が、４人転んでいるんですそこで、女性だけ、

しかもその内の１人が骨折してしまってね、

約１カ月入院ですよ。４人も転ぶということ

はこれ下手したら治療費、問題かかってきち

ゃう。まず確実、役場にきますよ。１人だっ

たら酔っていたんだろうとなるんだけれど

も、しかも酔わない人間含めて４人もですか

ら、私は１月と言わず１月に着工ですかね、

今、回答、間違ったらごめんなさいね、せめ

て工事する前に回りをコンクリートカッター

持ってきて筋入れたら滑らないんですよ。滑

りません。はい、あれは。皆さんこの年代で

五右衛門風呂わかりますよね。五右衛門風呂

の身体の洗い場、それからダムの堤体きれい

にモルタルで仕上げますよね。記憶ないです

か。あんな感じなんですよ。わざと滑るよう

に作ってあるんですよ。いや、建設課長、笑

っているけどね、トー マジ 行って滑って

ミー、本当だよ。あの仕上げしているんだよ、

あれ、なぜあの仕上げなったかと非常に疑問

もっているわけ、明日行こう俺と一緒に、俺

もいま一生懸命しているんだよ、そのへんを

もう真剣にやろうよ。もし仮に、この冬から

年末の忘年会入ってきますね。ここ人通りま

すよ。滑って転んでこの話だいたい聞いてい

ますから、ウリ アンシヤ ナランとなるん

ですよ。だから私は今のうちに、この１週間

の内にとにかく筋だけ入れておいて、工事は

その後出せばいいんです。ということをお願

いしたということです。

次いきます。この雑草なんですが、やっか

いな草が出てきましたね。これは建設課長は

調べてますから知ってます。町長、それから

産業振興課あたりこれ把握していますか？

この草すごいですよね。もう既に山城までき

てますよ。びっくりしました本当に、これは

雑草というやつは、特に外来種はこれは人間

がもう駆除できないのかなと思うぐらい勢力

強いもんで、小さい頃から言いますと。まず



- 91 -

米軍が花咲の軍港に物資持ってきて、それか

ら高校の運動場で広がっていわゆるクリノイ

ガ、タマシガヤですよ、丸いやつ、あれが高

校生が今度は小学校とか中学校行って遊ぶ時

にこれ広がって、今では手を付けられない、

あれも人間の負けです。

実は２年か３年前に私ウミガメ館案内しま

して、そこで浦島太郎の石像の側にこれが生

えているんですね。これは我々、地元じゃな

くて観光客来て観光客のズボンに入ったこの

人の出身地まで持って行くよ、だから取りな

さいとお願いしました。取ってくれました。

ところがこの間、民泊の関係で子ども連れて、

また生えているんですよね同じ所に、という

ことは、その所に種子が残っていたというこ

と、それとあるいはもう草だけ刈って根っこ

は取らなかったということ、そういうことも

あるもんで普通の農道とかそのへんはもう我

慢するにしても、そういう観光施設とか、い

わゆる久米島の人でない人が来る所はこれも

何とか調査して、なんとかならんかな。これ

は環境保全課かな、誰かな。お願いします。

○ 議長 幸地猛

保久村学環境保全課長。

○ 環境保全課長 保久村学

ただいまの質問なんですが、環境保全課の

方で、町道それから公園の草刈りをしていま

す。議員がおっしゃるとおり特に山城近辺に

すごく生えてまして、いま作業班の方も草刈

る回数が増えて、たいへん苦慮しています。

それが公園にも生えてまして、どういった駆

除ができるかどうか、簡単に除草剤もまけな

い部分ありますので、そのへんまたいろいろ

調べながらやっていきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

取りあえずウミガメ館の、そこは取ってく

ださいね、１株だけですから。いいですか、

あれ１株だけだから、ウミガメ館の浦島太郎

の直ぐ下に。わかっている？ ウミガメ館の

浦島太郎の石像のそこに１本生えているから

前に取ってもらったんだけど、また生えてい

るから取ってください。要するに島外の方々

が足踏み入れるところは取ってくださいとい

うことなんですよ。

この回答では、いろいろ調査しまして、三

種の種子が入っていない、入っていないとい

うんだけども、じゃあどこから来るかという

ことなんですよ。こういう外来種は、昔をた

どればネピアグラス草、マングサね、それか

らジャイアンツスター、これ牧草ですね。ヨ

シデグサこれも牧草ですね。これは昔のこと

でいんだけども最近はアメリカフウロという

のがわかりますか、きてますね。畑いっぱい

広がります。紫の草です。ツノアイアンとい

うのもありますね。最近ではヤブガラシ、一

生懸命役場やりました。農業振興課、農薬買

ってきたり、除草剤掛けたり普及も一緒にや

ってきたんだけど結局これも草に負けて人間

負けですよ。今いっぱいしてますよ確認され

ていますよね。まず高校の教員住宅の入り口、

兼城のね。壁に生えてますよ。県道の側の松

の根っこに生えている。とにかくあちこちあ

ります。とても無理ですよもうこれは、だか

らそういうことにもう無理であれば最初に入

れないようにするのが肝心なんです。その対

策ですね、これは何とかならんのかな振興課

長どうかな。

○ 議長 幸地猛
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仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

ただいまの件は除草剤である程度駆除して

いくということしか我々のところではできな

いところなんですが、普及員の方と相談しま

したらどういった除草剤が有効なのか調査し

て、あとは関係課と連携してやっていきたい

と思っています。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

このアフリカシバだけは、どういうふうな

経路で入ってきたかだけはできたら調査して

ほしい、難しいのはわかります。わかるけど

そのままわからんからといってほっとくわけ

にはいかない。これも畑に入ったらおしまし

ですよ。アオグサみたいなもんですよ。手つ

けられませんよ。ぜひどこからどういう経路

で入ってきたか今いうように産業振興課長が

言うように除草剤だけで退治できるかどう

か、そのへんまで調査してください。これは

以上です。

それから４番目で、兼城地区なんですが、

この回答では何年何月かについてなんです

が、平成28年度完了で平成29年度の供用開始

と回答をへてます。花咲地区については私質

問事項に入っていませんので、これいいと思

います。計画から何年遅れましたか。私の質

問は何年遅れたか、遅れはないかという質問

なんですよ。まずそれから回答いただきたい

と思います。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

県に問い合わせして聞いたら遅れはありま

せん。28年度完了で29年度供用開始というこ

とで報告を受けてます。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

遅れはないわけですね。今の工事の進捗状

況からみて、これ29年供用開始できそうです

か。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

はい、県の報告ではそうなっています。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

建設課長が調べたわけよね、どうですか見

通し。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

今の進捗状況でいくと29年度供用開始は間

に合うと思います。問題なければ。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

安心していいですね。

○ 建設課長 大田喜秀

はい。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

はい、ありがとうございます。期待してい

ます。そこなんですが、まず兼城の改良工事

につきましては、29年度供用開始ということ

で兼城の皆さんが非常に喜ぶと思います。も
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う心配することも、いやちょっとは残るかな、

完全というわけにはいかないから、ただ今よ

りは良くなると思いますんで、そのへんを期

待しております。

それと東側なんですが、船溜まりと、それ

から昇降なんですが、県は新規ということな

んですが、今の土木港湾関係の新規事業なん

ですが、計画からほぼ何年ぐらいの目処に採

択できてます？

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

計画からというより、毎年８月、９月で県

港湾課へ港湾整備を要望出しております。こ

れは我々が見てどういう船溜まり、どういう

ふうにしてほしいとか、ポンツーをどういう

箇所に付けてほしいとか、浮桟橋を漁協から

要望があるので、そこに付けてもらいたいと

か、花咲でしたら側溝を整備してもらいたい

と、ＬＥＤ化、便所等々いろいろあって、こ

れを県に要望はだすんですけど、いつ対策す

るのかというのは町ではわかりません。県の

事業課で採択させて、含めてそこまでは何年

度の事業でやりましょうということでやって

います。だいたい５年です。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

事業採択まではだいたい５年だということ

での回答をいただき期待をするわけですが、

だいたいね、県がやってからでしょう。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

事業期間が５年です。採択までは５年では

ありません。だから計画、我々が要望して県

がこれは事業化しましょうって採択までは何

年かかるかは、私どもではわからないという

ことですね。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

建設課長の回答ね、私どもにはわかりませ

んと言うんだよな。わからんわからんじゃな

くて、県の回答はこうでしたと、いきなり切

り捨てるんじゃなくて、お伺いしてみたら県

の回答はこうでしたということまでは聞いて

ほしい。わかりませんではそこで話が終わっ

ちゃうのよ。ということでお願いしたいと思

います。

それに関連して兼城船溜まり組合の仮桟橋

がありますね。あれも実は台風のときにやら

れちゃって、今、使えない状態なんですが、

あの経緯については知らない方もいると思う

ので若干説明しますが、兼城港の拡張改修工

事がありました。その前までにはその港に船

を繋留して、船溜まりの皆さんが使っていま

した。県の皆さんが公民館に来て工事するん

で仮桟橋造りますから、そこに繋いでおいて

もらえますかということになりました。そう

ですかと当然、我々は字のみんなは協力しま

すので、こういう公共工事には。工事終わっ

ていざ戻ろうと思ったら戻れないんですよ、

実は。造り方が違ったということ、それと船

がサイドスクリュー付けちゃってもう底側の

波がもうすごく波立って船が危ないと、とい

うことはそれが岸側に寄せないといけない、

岸側に寄せたら、この船の屯数に合わないと

いうことで、ずっと仮桟橋を使っているんで

すよ、これ県にお願いしまして、あれ実はも
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う１回改修しているんです。県がやりましょ

うということでやってくれているんですよ。

ところが県の財産でこれ載っていないもんで

すから、仮桟橋だから、県はこれは私たちの

ものじゃないですという話になっている。じ

ゃあ誰のですかという話になるんだよね。主

がいないのかとなると、そうじゃないでしょ

うと、港にある以上は誰かが管理しないとい

けないでしょうということで、私が実は提案

したのは、兼城港の一部にしてくださいとこ

の施設を、そしたら兼城港管理者が管理しま

すでしょうと、使えるようにするでしょうと

いうことがありますので、これは、ぜひです

ね、ここにいろんな事業が入るとかなんとか

話聞いていますが、それはそれでおいておい

て、まず使えるような状態にしてほしいなと

いうことをお願いしたいと思います。という

ことであります。

それから製氷所なんですが、これ回答では

北側が高くなっているため繋ぐことができな

いと。海に流せないのかということね。あれ

雨水天水ですよね。トイレとかはもう既に下

水に繋いでいるはずですよ。そのへん繋いで

いるか繋いでないかも回答をお願いをしたい

と思うんですが、雨水が海に流せないという

のが私ちょっと理にかなわないなと、仮にど

うしてもだめというんなら、その側の空き地

のコンクリのないところに掘り起こしてグリ

入れて、要するに浸透ね、したらいいかなと

思うんだが、今造られている構造の中でコー

ナーのボックスがあります。これが浸透水と

いうことになっているんだが回答では、あん

なもんで浸透するわけないでしょう。じゃあ

仮にあれが浸透するように設計したんだった

ら、下の方はグリ石詰めたかと１メーター、

２メーター、あるいは幅１メーター、２メー

ター、このへんの回答どなたかできますか。

○ 議長 幸地猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

当初の設計では、そこからパイプで道路の

端っこに繋ぐという計画で予定していたんで

すが、高さを岸壁の南側の路面から車が乗り

入れるようなかたちで高さを取っていきます

ので、結局造って完成してみると、この縦断

が取れなかったということで、設計を変更し

てこの建物の周辺排水路に10個の集水桝があ

ります。10個の集水桝の、底のない集水桝を

入れてを入れて栗を入れて、その10カ所から

下に浸透するようなかたちに変更しておりま

すが、やっぱり排水が今十分じゃないという

ことがあります。特に南側の南東側の集水桝、

南の角の取水桝の部分が溢れているような状

況で、そこからポンプを突っ込んで岸壁に流

しているということで、たぶん船を利用され

る方から苦情もあったのかなと思っておりま

すが、そこだけを見てみると、そこで魚をさ

ばいて魚の残渣が沈殿していて、今十分浸透

していない状況になっている可能性もあるん

で、取りあえず、そこは魚をさばく場所では

ないから、そこには残渣を流さないようにと

いうことで、いま漁協を指導しているところ

です。その残渣等を取り除いて浸透の状況を

見て対応したいと思いますが、先ほど議員か

ら提案があった直ぐにできることは後の空地

を掘って、暗渠を広くとってそこに繋ぐとい

う方法が真っ直ぐにできることかなと考えて

ます。ただ今この施設はできてから２年目で

まだ会検も受検してませんので、直ぐその施

設に手を加えることは今直ぐにはできません
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が、おそらく２月ぐらいの会検の可能性もあ

ります。それ終わった後に若干の改良を加え

て局の方と相談しながら対応していきたいと

考えております。

○ ８番 喜久里猛議員

トイレは下水に繋がれているの。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

トイレは下水に繋がれております。雨水に

ついては直接浄化槽に流すことはできません

ので、そこはそのまま桝に流す方式を取って

います。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

会検を待って、来年の１月ぐらいやるんで

あればそれまで待ちましょう。ただね、いま

産業振興課長の回答の中に刺身をどうのこう

のと言っていますね。都合が悪ければ辞めさ

せればいいんですよ。もともとそこでやるも

んじゃないですよ、あれは。台所でやればい

いんですよ。そうしたら下水に流れるはずな

んですよ。ということもありますので、ひと

つ早めに改善してほしいということでござい

ます。以上で終わります。ありがとうござい

ました。

（喜久里猛議員降壇）

○ 議長 幸地猛

これで８番喜久里猛議員の一般質問を終わ

ります。

以上で一般質問は終了しました。

本日はこれで散会します。

お疲れ様でした。

（散会 午後４時41分）
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（午前 10時00分 開議）

○ 議長 幸地猛

おはようございます。

これより本日の会議を開きます。日程に入

る前に報告します。11番安村達明議員から一

時欠席届がありました。

本日の議事日程は予めお手元に配布したと

おりであります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 幸地猛

日程第１、会議録署名議員の指名を行いま

す。

本日の会議録署名議員は、会議規則第120

条の規定によって、５番吉永浩議員、６番赤

嶺秀德議員を指名します。

日程第２ 平成27年度久米島町一般会計補

正予算（第４号）について

○ 議長 幸地猛

日程第２、議案第43号、平成27年度久米島

町一般会計補正予算(第３号）についてを議

題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

おはようございます。それでは議案第43号、

平成27年度久米島町一般会計補正予算（第３

号）の概要についてご説明申し上げます。

まず予算書の１枚目をお開きください。平

成27年度久米島町一般会計補正予算（第３号）

は、歳入歳出それぞれ7千22万2千円を追加し、

総額80億2千741万7千円といたします。

それでは歳入歳出の主な内容についてご説

明申し上げます。歳入につきましては、予算

書の６ページをお開き下さい。

１款町税の軽自動車税の調定増に伴い42万

円を増額しております。

続いて、８款地方特別交付税が26万3千円

増額となっております。

次に、11款分担金及び負担金は475万3千円

の減額となっております。主な内容としまし

ては民生費負担金の私立保育所保育料負担金

で保育料の再算定に伴い542万5千円を減額し

たことによります。

次に、12款使用料及び手数料では49万6千

円の減額となっております。主な内訳としま

しては、路線バス使用料で171万円、そして

ウミガメ館入館料が65万円、あじまー館のテ

ナント料が24万円、それぞれ増額となってお

ります。一方公立保育所保育料については、

再算定により342万9千円の減額となっており

ます。

次に、13款これは７ページの方になります

が国庫支出金は合計で5千624万8千円の増額

となっております。主な内訳は保育所の運営

負担金が97万7千円、そして児童手当交付金

が373万2千円、そして儀間漁港の沖防波堤の

災害普及国庫負担金が1千845万5千円、そし

て社会保障、そして税番号制度システム整備

費補助金の追加分が156万9千円、地方創生先

行型交付金の上乗せ交付分が3千108万円、子

育て世帯臨時特別給付金国庫補助金が109万2

千円それぞれ増額となっております。

続いて、14款国有提供施設等所在市町村助

成金交付金は137万8千円の増額となっており

ます。

次に、15款県支出金では6千875万9千円の

減額となっております。主な内容は保育所運
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営負担金が810万1千円、そしてサトウキビ安

定生産確立対策事業補助金が1千600万円、そ

して人・農地プラン作成事業にかかる県補助

金が202万4千円、そして水産物供給基盤機能

保全事業では900万円、また農村地域整備交

付金事業にかかる経費が4千298万1千円、そ

れぞれ減額となっております。一方農業基盤

整備促進事業では570万円、そして農地集積

協力金交付金事業では50万、空港管理交付金

は150万円増額となっております。

続いて20款諸収入、これは９ページと10ペ

ージになりますが3千342万円の増額となって

います。主な内訳は民生費雑入において、前

年度介護保険広域連合負担金の清算償還金と

して一般会計分が116万2千円、そして特別会

計分が2千298万7千円、そして障害者総合支

援事業分が6万9千円、それぞれ追加計上とな

っております。

また後期高齢者医療広域連合負担金におい

ても前年度の清算償還金として一般会計共通

経費分が27万4千円、特別会計共通経費とし

て36万6千円追加計上となっております。そ

の他商工観光雑入については、平成26年度に

実施した離島航路運航安定化支援事業補助金

の返還金として750万7千円を追加計上してお

ります。

次に、21款町債では5千250万円の増額とな

っております。主な内容は漁村地域整備交付

金事業、水産物供給基盤機能保全事業に充当

する過疎対策事業債が、それぞれ1千万円の

減額、そして水産加工物施設関連道路整備事

業に充当する合併特例債が4千840万円増額、

そして儀間漁港の沖防波堤災害復旧事業に充

当する災害復旧事業債が990万円増額となっ

ております。以上が歳入の主な内容となって

おります。

続いて歳出についてご説明申し上げます。

歳出につきましては、組替え補正を原則とし

て構成しておりますが、一部政策的に取り組

む事項につきましては追加計上を行っており

ます。

まず２款総務費、これは12ページになりま

すが、3千936万9千円の増額となっておりま

す。主な内訳は久米島高校魅力化支援事業に

おいて、14ページの方になりますが、久米島

地域支援交流学習センターの供用開始に向け

ての準備にかかる経費としてセンター運営業

務委託257万4千円、そして舎食調理業務委託

151万1千円を計上しております。また沖縄振

興特別推進交付金事業の海洋深層水冷熱利用

野菜栽培実証事業において作物を暴風等から

保護するための暴風ネット設置の経費として

158万4千円、またこれ15ページの方になりま

すが、コワーキングスペース整備によるＩＣ

Ｔを活用した移住定住促進事業にかかる経費

として3千108万円を計上しております。これ

は地方創生先行型交付金事業の上乗せ交付分

として内閣府の10割補助を受けての事業とな

っております。

次に、３款民生費、これは19ページの方か

らなります。783万2千円の減額となります。

主な内容は社会福祉総務事業の修繕費として

152万5千円を計上しております。これは高齢

者コミュニティーセンターの屋根、そして駐

車場への庇設置、玄関シャッター、ドア修繕

にかかる経費として計上しております。

その他地域支援事業、これは通所型介護予

防事業でありますが、報酬、賃金、報償金の

不用額を見込み196万6千円を減額しておりま

す。



- 101 -

また20ページの出産助成金交付事業では54

0万円の減額となっております。これは地方

創生先行型交付金事業として実施している出

産奨励金と重複しているため減額となってお

ります。また22ページの法人保育園支援事業

では保育園運営補助金の算定方法の変更及び

入所児童の増により通常の運営補助金を604

万1千を増額し、延長保育事業補助金につい

ては通常の運営補助金へ加算対象となったこ

とから1千370万7千円の減額となっておりま

す。

続いて、４款これは23ページからになりま

すが、衛生費は1千37万3千円を増加計上して

おります。主な内容は保健衛生費の予防接種

事業においてインフルエンザワクチンの単価

上昇に伴い123万2千円の増額、そして健康プ

ロジェクト推進事業ではバーデハウス健康づ

くり推進事業への補助金が77万4千円の増、

また26ページの方になりますが、環境衛生施

設費ではリサイクルセンタープレス機の修繕

費として200万円、小型家電等の廃棄物の一

次処理費として250万円追加計上しておりま

す。

次に、６款農林水産事業では、これ28ペー

ジからになりますが、6千578万2千円の減額

となっております。主な内訳は農業振興費の

農業振興事業において干ばつかん水対策事業

補助金が不要となったため50万円、そしてサ

トウキビ安定生産確立対策事業ではハーベス

ター導入申請の取り下げにより1千600万円そ

れぞれ減額しております。

また、29ページの農地費では、農地管理事

業の団体営水質保全対策事業の委託料が130

万円、農業基盤整備促進事業では委託料が10

0万円、そして工事請負費が500万円、それぞ

れ増額となっております。

また、32ページの林業振興費では、イーフ

ビーチの砂の飛散防止対策にかかる対策にか

かる経費として63万9千円の工事請負費とし

て計上しております。

次に、33ページになりますが、漁港建設費

の漁村地域整備交付金事業では、事業の取り

下げにより委託料1千153万3千円、工事請負

費3千371万円、水産物供給基盤機能保全事業

では工事請負費1千万円をそれぞれ減額をし

ております。

続いて、７款、これ商工費は35ページから

になりますが、454万円の増額となっており

ます。主な内訳はバーデハウス久米島管理運

営事業において、バーデハウス内のクーラー

修繕及び熱交換器のガス漏れ修繕にかかる経

費として182万3千円、そしてバーデハウス空

調及び熱源機器及び改修基本調査事業業務委

託料として235万9千円を計上しております。

次に、８款土木費では、これは37ページに

なりますが6千19万7千円の増額となっており

ます。主な内訳は土木総務費において儀間川

河口の浚渫及び鳥島海岸の堆積物撤去にかか

る費用として100万円を計上しております。

また、38ページの町道用地購入事業では久

米島縦断線道路整備に関連して補助対象外の

土地購入費として386万6千円、道路維持管理

事業では仲泊５号線の道路改修にかかる経費

として271万円、新興通り駐車場整備事業で

は、物件移転補償の再算定に要する費用とし

て99万4千円、そして水産物加工施設関連道

路整備事業では、工事単価の改定により5千9

3万2千円をそれぞれ増額しております。

次に、９款、これは42ページになりますが、

消防費では196万1千円の増額となっておりま
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す。主な内訳は職員の臨時時間外勤務手当が

61万円、そして消防本部の訓練等の照明機器、

修繕費用として30万6千円、そして消防車両

の修繕費用として46万8千円を追加計上して

おります。

次に、10款教育費では355万8千円の増額と

なっております。主な内訳は教育費は47ペー

ジの方になりますが、学校管理費の小学校管

理運営事業において、小学校施設の修繕費用

として183万3千円、また53ページの方になり

ますが、保健体育費の運動公園管理運営事業

では仲里総合グランドのフェンス修繕等にか

かる経費として261万円を計上しております。

最後に、11款災害復旧費では2千341万5千

円の増額となっております。主な内訳は儀間

漁港沖防波堤の災害普及にかかる経費となっ

ております。以上が平成27年度久米島町一般

会計補正予算（第３号）の主な概要となって

おります。

平成27年12月17日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議よろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

ちょっとやっかいになってきましたね、こ

んな気持ちで仕事をしているんですよ。他の

人がやってくれるだろうと思って待っていた

らやらないんで、もうしょうがない１つだけ

33ページ。１つだけじゃなくて、まず33ペー

ジの漁港建設費の中での工事請負費が3千371

万これが減ということであるんですが、これ

当初予算で2千800万1千円ですね、それから

６月の補正で1千46万8千円組んでいるんです

よ。６月で組むということは、これ工事やる

ということなんですよね、常識的に考えれば、

ところが今回もう12月で全額減と。合計で3

千846万9千円なんですが、補正の減額は3千3

71万円であって、ということは475万9千円ぐ

らいの差が出ているんですよ。正直申し上げ

て、私は数字に強くないんで、この意味がよ

くわからないんですよね、減額なら減額で全

部やればいいのに470万の差というのは何だ

ろうかということで、これが一つ。

それとこれはページまたがるんですが、６

ページの歳入の方での私立保育所保育料負担

金それから公立保育所の負担金が歳入で減、

それからどこかで支出で減となっていたと思

います。これはたぶんまとめて説明できると

思うんで、そのまま質問しますが、これは民

間に委託するための減額なのか、もし仮にそ

うであればどうして官営で赤字になるのが民

営で黒字になるか逆ですね。民営に持ってい

けば十分黒字でいけるのに、官でやれば赤字

になるかということの、このへん説明をお願

いしたいと思います。

取りあえずですね、たぶん他の人も質問あ

ると思うんで、私この２件で終わりたいと思

います。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

今の喜久里議員の33ページの漁村地域整備

交付金事業、この事業は鳥島の事業です。今

回4千524万3千円減にするんですけど、全体



- 103 -

的なプール予算の中で不用となった額です

が、この不用となった額は鳥島は事業計画に

浮桟橋その地域の中に造るという何年か前に

設置計画がありまして、今回、最終年度だっ

たもんですから、地域の漁民と３回ほど会っ

て公民館で話し合って、最初から強行的な反

対で、３回目にも今回で最後ですよというこ

とで国にも県にも、この事業は採択されてい

るので、その浮桟橋は造らないでいいですか

ということで実践しました。実践したという

のは向こうは船からモノ上げ機でスヌイを上

げていると、そのまま陸に浮桟橋を造ると浮

桟橋から人力でかごを上げると。またそこに

ちょうど20ｍの浮桟橋を造ると、そこに停泊

している船が３隻から４隻、我々は何処に止

めるんかということで再度話し合った結果、

仲里、鳥島漁港の漁民からするとやってほし

くないと、じゃあ、その申し出を受けて、我

々は県と国に調整して、この事業はやらない

でいいですねということで了解を経て、その

浮桟橋はもう取り止めにしました。

その差額というのは、向こうの跡地の方に

舗装しています。アスファルト舗装、鳥島漁

港を上がって背後地の方を舗装しているんで

すよ。その分の差額は、その舗装の費用の方

に入っています。

○ 議長 幸地猛

田端智福祉課長。

○ 福祉課長 田端智

６ページの保育所の使用料減について説明

いたします。これは当初見込で組んであった

保育所使用料が税の課税確定後に算定した後

の差額を減にしてあります。赤字がどうのこ

うのということではなくて算定に伴う減で

す。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

私がさっき質問したときにちらっと言った

はずだが、当初予算で組んで６月に補正組ん

でいると、ということはこれやるということ

なんですよね。説明会でだめだというのは、

この後の話になっちゃうんですよ。今の説明

だと。どうしてこの当初予算の、それも説明

終わっている段階だはずだけれども、仮に終

わっていても３月から６月の間に当然説明会

するわけですよね。もう予算取っていますか

ら、にもかかわらず今度もほぼ全額、今の説

明でこれはちょっと私には納得しがたいな

と。最初からわかっていたんじゃないですか。

できないということ。そのへん再度回答して

くださいね。私はこれ最初から鳥島の方々反

対ですよと聞いていたと思うんですよ。にも

かかわらず６月に補正組んじゃったというこ

と。このへんのところもう一度すみませんが、

説明してください。

福祉課長の方なんですが、これは歳入の方

では今説明したとおりわかりました。今回の

かりゆしでしたっけね、名前は、保育所あれ

とはぜんぜん関係なくて、民営に移管する予

算というのはこれには何も計上されていない

わけですね。あとで回答してください。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

事業計画では最初からわかっていました。

当初3千800万、これだけでは浮桟橋はできな

いよということで、県が追加内示を出しまし

て、1千5、600万数字ははっきり覚えてませ

んけど、その予算６月補正で計上してあと鳥
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島漁民と話し合いを持って、何回も話し合い

を持ったんですが、彼らとしては造ってほし

くないということで取り下げしてます。

○ 議長 幸地猛

田端智福祉課長。

○ 福祉課長 田端智

いま質問のある件ですが、おそらくこれか

らこのあと審議されるコミュニティーセンタ

ーかりゆしの件と混同されていると思います

ので、あれと全く別です。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

町長に聞きます。いま建設課、非常に重大

な発言しているんですよね。最初からわかっ

ていましたと言うんですよ。我々は少なくと

も皆さんが何かやりたいやりたい町のために

やって、これ要望して真剣に庁内で協議して

予算組むわけで、我々も真剣に目を通して、

これでどうか不適当かを調べて、その場で質

問するわけですよ。だからもういやできなけ

れば何で予算計上削ればいいとか、こんな安

易な考えではちょっと困ると思う。町長この

へんの今後の行政運営としてどう思うか。回

答してください。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

この件に関しましては、私、直接、現場の

声は聞いておりません。いま担当課長から説

明がありましたが、その過程というのが十分、

私どもには伝わっておりませんが、こういう

ことがないように今後、執行する側としては

しっかり、その当初の計画というのがどうい

う段取りで進めたかというのを確認しなが

ら、今後、対処していきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

他に質疑ありませんか。

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

聞き慣れないというか、初めて議会出るん

で、元からの議員の皆さんはよくわかってい

ると思うんですが、２、３説明を求めます。

10ページの商工観光費雑入の中で離島航空路

安定化支援事業補助金返還金というのがあり

ますが、その事業内容とこの返還金でありな

がら収入の今後に入っているんですけれど

も、これどういう意味なのかちょっとよく理

解できていないということで、その説明をお

願いします。

次に、14ページの委託料の中で久米島高校

魅力化支援事業の中で久米島町地域支援交流

学習センター舎食調理業務の委託、これどう

いう内容なのか、それとなぜその時期にそれ

を補正するのかと。

15ページのコワワーキングスペース整備と

いう事業が何なのか、それもこの時期になぜ

3千万の補正をするのか。

あと１点、54ページの災害復旧事業の中で、

この事業はどこの施設なのか、もしかすると

儀間漁港の災害復旧なのか。その点お願いし

ます。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

それでは10ページの離島航路運航安定化支

援事業補助金返還金についてご説明します。

同事業につきましては、平成26年度におきま

してフェリー琉球の買取支援を行っておりま

す。買取りにつきましては、国、沖縄県その
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航路である渡名喜村そして久米島町の４者で

買取支援をしております。そのときの久米島

町の補助金といたしまして1億135万1千円を

交付しております。この補助金の中に消費税

分を含めた金額となっておりまして、この４

者からの補助のあと久米商船の方からその確

定申請をして、その後に消費税が確定したと

いうことで750万7千円の確定が行われており

ます。その確定を受けて補助金には消費税等

は含めないということになっておりますの

で、その額を返還請求したものであります。

そちらの方、雑入として受け入れております。

○ 議長 幸地猛

平田明企画財政課長。

○ 企画財政課長 平田明

14ページのプロジェクト推進費の中での久

米島町地域支援交流学習センター舎食調理業

務の内容と、この時期に何で予算を組むかと

いう部分なんですけど、これ自分が答えるの

は実は、この支援センターのいろいろな立ち

上げに関して、庁内で調査委員会を設立して

おります。教育委員会を中心にして総務課、

企画財政課、プロジェクトということで、立

ち上げております。その話し合いの中で４月

１日オープンに向けてどうしても事前に子ど

もたちも入り込んできます。そしてまた準備

等をやって向かえないと十分な開所ができな

いという予想がつきますので、３月の１カ月

分あるいは１カ月分まるまるじゃないんです

が、準備期間が必要だろうということで、そ

の準備期間の調理業務に対しての準備をちょ

っとやらんといけないということで、それを

組んでおります。同じように運営に関しても

そういう感じで前取りということで１カ月分

は計上しております。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

15ページのコワワーキングスペースについ

て説明いたします。コワワーキングスペース

は少し聞き慣れない名前だと思うんですが、

国の地方創生交付金事業を活用したものなん

ですが、わかりやすく言えば事務室の共有ス

ペースを整備していこうということなんです

が、どうしてこれをするかというと、出張と

か観光等で来島する皆さんが、ある程度、久

米島でも長期間滞在して仕事したいという要

望とか、あと新たに久米島でいろいろ起業を

したいという人たちがやっぱり当初、事務的

なものを集中してやるスペースが必要だとい

うことで、この創生交付金交流人口の増大を

図るという意味も含まれていますので、そこ

のスペースを作って活用してもらうと、場所

としては空港の２階のスペース、有効活用し

ようということで、ＩＴ関係の機器を整備す

る予定です。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

54ページの災害復旧ですが、儀間漁港の沖

防波堤の災害復旧です。実はその箇所は26年

にも１回被災して完了後８月24日の15号台風

により被覆石と捨て石と被覆ブロックが何か

不思議なことに外側ではなくて中側が全部抉

られました。今回、査定受けて、これはちゃ

んとした災害であるということで認定受けた

災害工法です。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員
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今説明していただいたんですが、離島航空

路と学習支援センターに関しては理解をしま

した。あとコワワーキングスペースの委託な

んですが、久米島空港の２階を利用するとい

うことで企画とかいろいろ委託でやると思う

んですが、それで3千万という金が必要なの

かどうかなんですが、それはちょっと待って。

儀間漁港の災害、あれは一度復旧した工事

だと思うんですが、今回についても同じ工法

でやるのか、それちょっとお答えいただきた

いと思います。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

事業費の内訳を言いますと3千万全て空港

の２階スペースの改修に使うわけでじゃなく

て、その改修費の中にいろいろシステムを入

れるんですが、移住定住も含めてマッチング

するようなシステムとか、あとネットワーク

の構築費とか、これは改装に約1千100万です

ね、そうしたサイトとか作るのに300万、あ

とネットワークの構築に500万というような

事業内容になっています。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

工法は、災害工法は、常に同レベルの施設

復旧それ以上の工法はないですね。今回も同

じような仕様です。我々もそこは捨て石、被

覆石でじゃなくてブロック工法でということ

を考えたんですが、査定官からすると同等の

工法ということで言われましたので、同等の

工法となっています。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

空港スペースの整備の委託料に関してはだ

いたい理解しました。あと災害なんですが、

短期間で災害が起こっているわけで、そうす

ると基本的に災害というのは復旧で同じ工法

にしかならないと思うんですが、その短期間

におきるということに関して、それがまた起

きる可能性がある。そうするとある面におい

ては再度、災害防止のために工法変更という

やり方もあると思うんですが、そのへんの調

整はやられたかどうか、工法検討です。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

災害は発生してから１週間以内に金額を弾

いて概算ですが、どういった工法でやるとい

うことで国に上げて、その２週間でまた設計

書、単価、額を掴んで、また再度国に上げる

という流れで非常に短期間のスパンが本当に

通常の省庁の補助とは違ってスピードが命で

すので、我々も考えはしたんですが、やっぱ

りその査定を受けてみないとわからないとい

う部分がありましたので、一応そのときに査

定のときにこれははっきり言って右側はブロ

ック工法なんですね、その沖防波堤は左側は

石積みで、そのブロック工法にやりたいとい

うことだったんですが、今回の災害の査定で

はそれは認められないと、次回、検討しまし

ょうということで国も納得して県も納得して

我々も納得したということです。

○ 議長 幸地猛

２番の盛本議員の本件に関する質疑は既に

３回になりましたが、会議規則第55条但し書

きの規定によって特に発言を許します。

２番盛本實議員。
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○ ２番 盛本實議員

わかりました。災害に関しては国県調整済

であればそれでけっこうだと思います。質問

終わります。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午前10時38分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午前10時39分）

ただいま11番安村議員が出席しましたので

ご報告します。

13番饒平名智弘議員。

○ 13番 饒平名智弘議員

28ページの一番最後、サトウキビ安定生産

確立対策事業がなぜ1千600万も減になったの

か詳しく説明お願いします。

○ 議長 幸地猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

28ページのサトウキビ安定生産確立対策事

業につきましては、国庫補助金と県補助金で

ハーベスターを導入する事業でございます。

国庫補助は３分の２補助となっておりまして

その３分の２に県が上乗せをして上限が８割

の補助となっていますが、国庫補助分につい

ても決まった率で確定した率でございます

が、県の上乗せ分については上限を８割とし

て決めて、あと台数が増えれば予算の枠内で

金額が減っていくという仕組みになっていま

す。従って、今回の場合、農家は８割補助で

事業を計画して、結果として台数が増えて農

家負担分が300万ぐらい増えました。増えた

んで補助金の交付決定まで受けたんですが30

0万増える分の負担はできないということで

補助の取り下げに至った経緯があります。そ

れに伴っての今回の減額補正となっておりま

す。

○ 議長 幸地猛

13番饒平名智弘議員。

○ 13番 饒平名智弘議員

これは当初は80％の予定が実際は75ぐらい

ですか。まあまあいいんですが、それで２台

これたぶん減って減になっていると思うんで

すよ。僕が言いたいのは、とても甘かったん

じゃないですか。この事業を入れることに対

して、久米島、いまハーベスターも少ないで

す。せっかくの事業、こうして流すというこ

とはとても農家に対してもとっても不利にな

るんですよ製糖期。そういった意味で今回み

たいに補助率が低くなったからできなかった

んではちょっと、とてもおもしろくない話で

すね。そのへんまた次からどうするのか、説

明お願いします。

○ 議長 幸地猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

いま本町のサトウキビの機械化率が前期で

33％でございます。沖縄県の全体の機械化率

が55％超えております。そういう意味におい

て、この機械化率が非常に本町は遅れている

という現状がございます。今後、農家の高齢

化がどんどん進んでいきますので、このサト

ウキビの機械化の推進というのは直近の大き

な課題だと考えております。それで今回の事

例を踏まえて、やっぱり農家が計画的に機械

化の推進を図れるように、県の補助率が落ち

た場合は、その落ちた分を町の一般財源をも

って補助をして進めていくことができないか

ということで、今現在、次年度に向けて財政

と調整中でございます。そうすることによっ

て農家はしっかりと当初から８割の補助であ
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と自己負担２割、約１台3千400万円しますの

でハーベスターですね。計画的な導入が図ら

れるのではないかと思っております。

それから、今現在、次年度以降ハーベスタ

ーの導入を希望している事業者が３事業者お

りますので、計画的に機械化の推進が図れる

ように取り組んでいきたいと思っておりま

す。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○10番 玉城安雄議員

私の方から２点ほど確認したいと思いま

す。まず歳出の35ページです。観光費の中で

バーデハウス久米島管理運営事業というのが

あります418万2千円、その中で修繕料は説明

ありました。この委託料についてバーデハウ

ス空調熱源機器改修基本調査業務というのが

ありますが、これの説明をお願いします。

次に38ページの道路新設改良費の中で説明

の10番の水産加工物関連道路整備事業の工事

請負費で5千93万2千円増額、先ほど単価の見

直しによるという増額という話がありました

が、前に建設課長に聞いたときに、この工事

は年度内に発注するという話がありました

が、この発注の状況とそこらへんまたお答え

願いたいと思います。以上２点質問します。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

ご質問のありましたバーデハウス空調熱源

機器改修基本調査業務の内容でございます。

バーデハウスはオープンしてから11年を向か

えるわけですが、その間、経年劣化によりま

す機器の不具合故障トラブルが年ごとにいろ

いろとでてきて、その修理等にかなりいろん

なところ改修を必要としております。そこで

機器全般的になりますが、11年ということの

中で、今現在の機器の状況からするとかなり

厳しい状況、機能停止に至るような事案も出

てきております。そこで機器全般的な更新そ

ういったことを含めて調査するわけなんです

が、ただいろんな機器には種類がございまし

て、まず更新にあたっては、まずコスト削減

に繋がるようなタイプがどういったものなの

かどういった種類が必要なのか、それからそ

の更新することによっての今後の運営にどう

結び付けるかというところの中で調査してい

きたいと考えております。その調査を経て全

体的な更新に向けて取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。そういう調査の内

容となっております。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

水産物加工関連道路なんですが、当地区は

当初１本で発注しようということでしたが、

建設業界からも多々ありまして分割発注して

くれということでそれもありますし、今年度

歩切りという制度が法律化されまして、いわ

ゆる諸経費カットは法律違反ですよというこ

とになりましたんで、それもありますし、10

月単価高騰、歩掛りの変更等々あって５本は

一気に発注はできなかったんですが、３路線

については、去った15日に発注してます。あ

との２本は25日に入札予定です。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○10番 玉城安雄議員

まず始めにバーデハウスについてなんです

が、バーデハウスは答弁にもありましたよう
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に経年劣化で非常に機器が厳しいということ

なんですが、この235万9千円もかけて改修の

基本調査業務をするわけですよね。現状のま

ま現状のシステムといいますか、要するにバ

ーデハウスは、いま非常に光熱費電気料が高

いということで、いろいろ一括交付金等で太

陽光入れて電力の削減に努めているんです

が、そのまま電気を使用したものになるのか、

それともボイラーとかも考えているのか、全

て今は熱源が電力ですよね、そういうとこと

も考えて調査を依頼しているのかと、そこら

へん伺いたいと思います。

それと、いま改修工事していますが天井の

方。これいつまでかかるのかと２つお答えく

ださい。

それと建設課の方には部切りというのが禁

止されて、要するにこの事業費を５つに割っ

て諸経費をカットしたということじゃなくて

新たに組み直して、結果5千万の増額が出た

ということで理解しますが、３件を発注して

あと２件残っているわけですが、この発注の

形態Ａランク、Ｂランク、Ｃランクどういう

かたちになっているかお答えお願いしたいと

思います。

○ 議長 幸地猛

新里剛商工観光課長。

○ 商工観光課長 新里剛

バーデハウスの機器の更新計画でございま

すが、まず１点目、現在の機器システムを使

うのかというところでありますが、ご指摘の

通り、現在の動力は電気となって非常にコス

トに負担を要しているというところがござい

ますので、いろいろ機器のタイプとしてボイ

ラー、それからもしくはソーラーとの複合と

かそういったところ含めて検討していきたい

ということでございます。

機器の部分部分を更新したところで全体的

な不具合等を今あるような状況ですので、総

体的に全体的に新たなシステムを構築してい

きたいというふうに考えております。その中

でボイラーなのか、それかソーラー、ボイラ

ー複合するのか、そこらへんのコストがいか

に有利に働くかというところも調査の中で見

極めながら、あと更新に関する経費、費用等

も一番適正な価格といいますか一番経済的な

方法も含めて調査をしていきたいと考えてお

ります。

それから現在バーデハウスの壁の改修工事

でありますが、12月１日からバーデハウスの

メンテナンス改修がございまして、その時点

から工事に取りかかっていますが、まず、そ

の工程の中で壁を改修するにあたってはまず

既存の営業に支障をあまり与えないような状

況を作りたいというところの中でメンテナン

ス期間中からオーバーする工期については夜

間とか利用していますので12月今月の中旬ま

でに終えたいと考えております。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

発注ランクですが、12月15日に発注したラ

ンクはＡクラスが１件、Ｂクラスが１件、Ｃ

クラスが１件の３件です。25日に発注するの

がＡクラスが１件、Ｂクラスが１件です。

○ 議長 幸地猛

10番玉城安雄議員。

○10番 玉城安雄議員

バーデハウスの件、建設課２件質問しまし

たが、だいたい内容は把握いたしました。バ

ーデハウスの件についてなんですが、町もい
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ろいろ補助金入れていろいろ改修したりし

て、今後も続けていく方針だと思いますが、

最近やっぱり町民は多くなっていますが、や

っぱり観光客入域がどんどん減っている状況

で、そこらへんもっと行政も力を入れてビジ

ターの導入ということも頑張っていただきた

いと思います。

このバーデハウスの件について、私は、観

光施設として認知もされていますので、ぜひ

継続どんどん、運営も厳しい中でどんどんこ

ういう良い施設ですので、今後とも町の方で、

よりコストを削減して、あまり経費のかから

ないようなかたちで運営ができると思います

ので、今後のについて町長の考えを伺って終

わりたいと思います。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

おっしゃるように、この施設については海

洋深層水100％を利用した施設というのは世

界的にもそんなにないということを聞いてお

りますので、健康増進の目的からも島民、そ

して観光においてもエージェントのいろんな

プログラムの中に入れておりますので、これ

が継続的に運営できるように行政としても支

援していきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

他に質疑ありませんか。

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

１点だけ質問します。19ページの民生費老

人福祉費のところで地域支援事業通所介護予

防事業で196万6千円減になっていますが、こ

ちらの減にした理由について説明をちょっと

お願いしたいと思います。

○ 議長 幸地猛

田端智福祉課長。

○ 福祉課長 田端智

減にした理由は報酬の方で非常勤職員とい

うことで保健師、看護師の分を計上しており

ましたが、この分が保健師の嘱託が確保でき

なかったということで社会福祉士を雇用して

保健師との差額分が減になったということで

あります。賃金の方は、現在、臨時職員を雇

用していますが、その分減になったというこ

とでの理由です。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

この地域支援事業の通所介護予防事業とい

うのが公民館でやっている高齢者の方を集め

て介護予防をするというところだと思うんで

すが、これがもし見たらわかると思うんです

が、直接人とに対する予算で、これが削られ

るということは直接、高齢者の方々に支援す

るというのが減るという単純にもうお金にな

る部分なので、それからすると、この196万6

千円をもっと別のかたちで介護予防というか

たちにできなかったのかなというひとつちょ

っと考えがでてきたので質問させてもらった

んですが、この点について何か。

○ 議長 幸地猛

田端智福祉課長。

○ 福祉課長 田端智

この件は、その事業を縮小するということ

ではなく予算は計上してありましたが、人が

探がせないとか、そういうことで支援員等に

ついても途中で辞めた方もいたりして実施で

きなかったということで、けして予算を削減

してその事業を無くすということではありま
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せんので、ご理解ください。

○ 議長 幸地猛

５番吉永浩議員。

○ ５番 吉永浩議員

お年寄りの方から何名かから公民館で今休

みなの？ というとことで、最近止まってい

たりしている場合もこの介護予防事業の教室

というか、地域支援事業の介護予防事業とい

うので声も聞こえてきたりしますので、その

地域支援事業の通所介護予防事業の事業自体

のあり方も、もうちょっと考えた方がいいの

かなともちょっと思いつつ、こちらの方をみ

させてもらったので、その点の方また考えて

もらえたらなと思います。

○ 議長 幸地猛

他に質疑はありませんか。

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

53ページでありますが、町民運動会につい

て質疑します。町民運動会の運営事業費が減

額補正されています。今年度の町民運動会は

雨天のため中止となりました。これまでこの

大会は今年度で何回大会で、そして中止にな

ったのが何回あったのか、お伺いします。

○ 議長 幸地猛

上里浩教育課長。

○ 教育課長 上里浩

今年度と去年中止になったのは把握してま

すが、ちょっと過去の資料持っておりません

ので、後ほどご報告したいと思います。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

僕の記憶からすると３回かなと思うんです

が、中止になって、その後の予備日というか

たちで取ってほしいという意見もあるんです

が、日程的に非常に厳しい10月厳しいところ

あると思いますが、予備日を取って開催する

というような考えはないのかどうか、お伺い

します。

○ 議長 幸地猛

上里浩教育課長。

○ 教育課長 上里浩

予備日が取れれば延期というかたちでとい

うこともあったんですが、監督会議の中で、

次は久米島マラソンがあると、その対応も考

えないといけないというような、そういう等

々の行事のため、もう中止という判断をして

おります。

○ 議長 幸地猛

７番仲村昌慧議員。

○ ７番 仲村昌慧議員

10月どうしても日程取りにくいと思います

が、11月以降とか年内にどうしてもこれを開

催することができないのかどうか、今後ずっ

と中止というかたちでとっていくのかどう

か、そこのところをお答えいただきたいと思

います。

○ 議長 幸地猛

上里浩教育課長。

○ 教育課長 上里浩

11月以降、町の行事も調整しながら、これ

また地域の区長会との協議もありますので、

その方を含めながら実施できるような方法は

ないか、また監督会議の中でも、また体協と

の兼ね合いもありますので、そのへんも相談

して今後また検討していきます。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員
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33ページ、漁村地域整備交付金事業の4千

万余り減額になっているんですが、この事業

というのはどういったものなのか、それとそ

の事業に対する地域からの請求とかそういう

のがなかったかどうか、そのへんお願いしま

す。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

ただいま赤嶺議員から質問ありました33ペ

ージの漁村地域整備交付金、これ先ほど喜久

里議員が聞いたことと一緒でして、鳥島の浮

桟橋の事業の計画の廃止です。

○ 議長 幸地猛

６番赤嶺秀德議員。

○ ６番 赤嶺秀德議員

はい、了解しました。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

14ページの２款の11目沖縄振興特別推進交

付金なんですが、今回、補正で266万1千円が

計上されています。補正前の7億余りについ

てはこれはたぶん国庫交付金だと思うんです

が、これは補正が一般財源に組まれていると

いうことで確認だけしたいです。

○ 議長 幸地猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

14ページの沖縄振興特別調整推進交付金の

補正額が266万1千円で財源内訳が一般財源と

なっておりますが、これは主に一番上の海洋

深層水冷熱利用野菜栽培実証事業、これは町

の海洋深層水を使った野菜栽培のハウスでご

ざいますが、過去２回の台風で、かなりビニ

ールの破損がございました。そのハウスは内

側に防虫網があって、その外側にビニールを

貼る方式になっています。台風の時にビニー

ルを貼ったままで台風を向かえると野菜は保

護することはできますが、逆にビニールが破

けてしますということになって、そのビニー

ルの修繕費だけでも120、30万かかりました。

あとはビニールを外して防虫ネットもネット

だけにすると中にやっぱり風が吹き込みます

ので中の野菜がだめになるということがござ

いまして、今回、台風が来た場合は外側のビ

ニールは外して防虫ネットだけにして、その

中にある栽培ネットの上にさらにもう１つの

小さなアール型のパイプを設けて２重に被覆

するというようなことで、この補正206万円

を組んでおりますが、これは一括交付金では

ちょっと難しいという協議になりまして一般

財源となっております。

そういう意味でほとんどが、この海洋深層

水冷熱利用野菜栽培実証事業に要する経費と

なっております。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

わかりました。続いてあと１点なんですが、

８款の２目38ページの道路新設改良費という

ことで5千200余り補正されてます。補正額と

してちょっと大きいなという感じがするんで

すが、これは緊急的に必要な部分だったのか

そのへんの説明をお願いします。

○ 議長 幸地猛

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

38ページの5千224万の補正です。これも先

ほど玉城議員に説明した水産物加工関連施設
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道路の単価入れ替え等々の理由により増額補

正です。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

中身はわかるんですが、これが緊急的なも

のだったのか、そのへんをお願いしたいと思

います。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午前11時４分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午前11時５分）

大田喜秀建設課長。

○ 建設課長 大田喜秀

これ緊急的補正とかではなく、まだ未発注

の部分に路線がありまして、それの対応のた

めの補正です。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員の本件に関する質疑は、

既に３回になりましたが、会議規則第55条但

し書きの規定によって特に発言を許します。

○ 議長 幸地猛

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

わかりました。ということです。

○ 議長 幸地猛

他に質疑ありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから議案第43号、平成27年度久米島町

一般会計補正予算（第３号）についてを採決

します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 幸地猛

全員挙手です。従って、議案第43号、平成

27年度久米島町一般会計補正予算（第３号）

については、原案のとおり可決されました。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午前11時６分）

○ 議長 幸地猛

休憩前に引き続き再開します。

（午前11時16分）

日程第３ 平成27年度久米島町水道事業会

計補正予算（第２号）について

○ 議長 幸地猛

日程第３、議案第44号、平成27年度久米島

町水道事業会計補正予算（第２号）について

を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

それでは議案第44号、平成27年度久米島町

水道事業会計補正予算(第２号）の概要につ

いてご説明申し上げます。

まず１ページ目をお開きください。第３条

予算、収益的支出について、補正予算説明書

の１ページにありますが、１款１項４目総係

費で沖縄県人事委員会の勧告により職員給与

費の増額と当初予算措置錯誤による給与費の

減額を合わせますとマイナス243万2千円の減

額補正予算を計上しております。

２ページ目になりますが、４条資本的資質
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１款３項１目補助金返還金において、補助金

にかかる仕入れ控除税額の返還金が生じたた

め20万円の増額補正を計上しております。４

条において資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額7千977万4千円は過年度分損益

勘定留保資金7千796万2千円、消費税資本的

収支調整額181万2千円で補てんいたしており

ます。以上が主な内容であります。

平成27年12月17日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議のよろしくお願いします。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 幸地猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから議案第44号、平成27年度久米島町

水道事業会計補正予算(第２号）についてを

採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 幸地猛

全員挙手です。従って、議案第44号、平成

27年度久米島町水道事業会計補正予算(第２

号）については、原案のとおり可決されまし

た。

日程第４ 平成27年度久米島町下水道事業

特別会計補正予算（第２号）に

ついて

○ 議長 幸地猛

日程第４、議案第45号、平成27年度久米島

町下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

それでは議案第45号、平成27年度久米島町

下水道事業特別会計補正予算(第２号）の概

要についてご説明申し上げます。

まず予算書の１ページをお開き下さい。平

成27度久米島町下水道事業特別会計補正（第

２号）概要は歳入歳出予算の総額増減なしと

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

3億5千306万8千円とするものであります。

主な概要としまして、歳入の補正額はあり

ません。６ページの方になりますが、歳出と

しましては、組替えにより下水道事業費の８

節報償費で消費税修正申告等税理士相談料と

して10万円の増額、そして11節需用費で凝集

剤等薬剤費を53万4千円の減額、そして燃料

費を12万円増額、また電気使用料を81万5千

円増額、そして上下水道使用料を９千円増額、

修繕料で機器及び設備修繕のため188万円の

増額また12節役務費で通信運搬費を2万円の

増額、13節委託料で浄化センター維持管理費

委託料を269万5千円減額、そして18節の備品

購入費で下水道台帳管理システム用パソコン

購入費として15万8千円の増額、27節公課費

で消費税修正申告により追徴金として12万7

千円の増額となっております。

以上が平成27年度久米島町下水道事業特別
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会計補正予算第２号の概要となっておりま

す。

平成27年12月17日提出

久米島町長 大田治雄

ご審議よろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

下水道事業ということで、６ページの減額

で凝集剤と薬剤費が53万4千円減額なってい

ます。薬剤なんていうのは、これは法律で義

務づけられまして、当然、規定の量入れない

といけないということで53万も減額は腑に落

ちないとこなんですが、このへんの説明です

ね。

それとこれに関連して合わせまして、実は

私は選挙公約の中で下水道事業の普及を何と

かもっと率を上げたいということで訴えてき

ました。現在の接続率まずそれを教えていた

だいてからまた再度質問したいと思います。

○ 議長 幸地猛

真栄平建正上下水道課長。

○ 上下水道課長 真栄平建正

お答えします。53万4千円の減につきまし

ては当初予算計上していた額、その分から実

績で下がったということでの減であります。

定量の凝集剤については定量ではなくして水

の濁度等において、この量については若干変

わってきます。この浮遊物その沈殿させるた

めに凝固させる薬でありまして、特に濁った

水だと、その量が多くなります。そのきれい

な水だとそれが少なくなるということで、量

についての増減はございます。

接続率についてですが、いま正確な数値は

持っていないんですけど、57％ではなかった

かというふうに思います。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

薬剤費につきましてはほぼ納得ということ

ですが、それに関連しまして接続率が57％で

非常に低いんですよね。これは下水道が完備

してもちろん嘉儀山地区はまだなんですが、

ほぼ70％かな町内で言うと、できているはず

なんですが、まだまだ低いなと。実はこれ自

慢するわけじゃないですが、下水道が工事さ

れまして、兼城でされまして、一番先に、私、

直ぐやりました。これは別に議員やっている

からというものではなくて、この下水の末端

が何処に行くかということなんで、当然、海

に行くわけですよ、側溝からね。当然、下水

を繋げばいままでいう末端で浄化して海に流

れるわけですからぜんぜん違うわけであっ

て、それは久米島に生きている以上は、これ

必要だなということで真っ先にやったわけで

すが、この接続の低さ、私これね、問題があ

ると思うんですよ。町民だけの意識の低さだ

けじゃないんですね。

村時代にこういう問題がありました。接続

枡の工事の際において浄化槽からの一番遠い

所に工事しているわけですよ。当時の村民は

こんなもんやったら工事費自分で持つわけだ

からたいへんでしょうと、これ設計変更して

くださいよと言ったんだけど聞いてくれなか

った経緯があるんですよ実は。これ工事ミス

だったんですよ。それでもってじゃあ接続し
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ようと思ったら、当然その家の後側に浄化槽

が普通ありますから、それであればほんの５

メーター、10メーター以内ですみますね。と

ころがこれが家の前の方に来ちゃった20メー

ターあるわけですよ。この差額どうするかと

いう話なんですよ。これに対するいわゆる下

水道に対しての工事に対する不満も私これあ

ると思います。

当然それと、もう一つは金がでるわけです

から、水道料金に含まれて何％ですかね。ち

ょっと忘れちゃった30％だったかな、出るわ

けですからこんな金出してやるよりかは、も

う今まで通り下水に流してしまえと、これ実

は商業している方々が多いんですよ。繋いで

ないの。それはしょうがないですね。水道料

金にプラスされて何％プラスされて下水道払

うわけだから水を使う商売している方々につ

いては非常に負担になるわけです。これが私

は接続率の低さじゃないかと思います。

現に新興通り、中央通り会、あのへん接続

率非常に低いですね。これ水道課長も把握し

ていると思いますよ。ただ同じ町民の立場じ

ゃないと思います。彼らは町民をお客さんと

して商売していて、それから利益をとって生

計成り立っているわけですから、当然、町民

としての義務は果たさないといけないと思う

んですよ。彼らこそ節水して繋がないといけ

ないと思う。こんなこと言ったら私また怒ら

れますが、これ覚悟で言いますよ。彼らこそ

やるべきなんですよ。水道料金はたくさん使

う人間ほど接続はやってもらわないといけな

いと思いますよ。

ということでこの２つがあると思うんです

が、今後の対策として例えば接続率アップす

るために、じゃあ工事費の平均単価がどんだ

けかと、これに対してオーバーする額につい

ては、何かの事業で取れないかと、あるいは

町で対策できないかということの考えてみた

らどうかということなんですが、そのへんど

うですかね、水道課長。

○ 議長 幸地猛

真栄平建正上下水道課長。

○ 上下水道課長 真栄平建正

確かに接続率の低さについては、課の中で

も議論しているところであります。これをど

ういうふうに対策するかということで、いま

臨時職員１人おきまして、接続担当と一緒に

接続に向けて取り組みして啓蒙普及やってい

るところなんですが、年間約60件ほどの新規

の接続はやっているんですが、まだまだ接続

率は低いということで、さらに接続率を高め

るために取り組み必要かなというふうに考え

ています。議員のおっしゃるように特に商業

地域については、接続率が低い状況にありま

す。特にそういったイーフ、仲泊あたりにお

いては観光産業にも影響するような事態もあ

りえますので、そういった部分も含めて、今

後また取り組み強化していきたいというふう

に考えております。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

下水道の接続につきましては、本当に何回

も議会のたんびに言われています。57という

のは私本当に久米島が観光とかどうのこうの

言ってやっていますが、海は汚す、その臭い

はする、夏なんていうのは通り会とかあのへ

んの臭い臭さというのはすごいですよね。別

に通り会もちろんそれだけの人間集まります

から臭いですが、集落内でも実はあるんです
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よ。ですから、当然、私も一生懸命やります

これは。私は自分でやると言っていますから、

町長、そのへんのコメントいただきましょう。

○ 議長 幸地猛

大田治雄町長。

○ 町長 大田治雄

新規に接続した方たちには免除期間という

のが５年やっているようです。その制度が十

分浸透しているかどうかはわかりませんが、

極力今おっしゃったように通り会とか確かに

勾配のない側溝には滞留して、夏場は非常に

衛生的に悪い感じもしておりますので、その

へん特に、あの箇所あたりは雨水とトイレ台

所のそれぞれの配管の接続がコンクリトから

埋設されたもんですが、確かに金がかかると

思うんですよ。そのへんどうなるかという、

もう少し助成制度もできるかどうか、そのへ

ん担当課を中心に普及率の向上に向けては調

整していきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

他に質疑ありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから議案第45号、平成27年度久米島町

下水道事業特別会計補正予算(第２号）につ

いてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 幸地猛

全員挙手です。従って、議案第45号、平成

27年度久米島町下水道事業特別会計補正予算

(第２号）については、原案のとおり可決さ

れました。

日程第５ 久米島町個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例

の制定について

○ 議長 幸地猛

日程第５、議案第46号、久米島町個人番号

の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の制定についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第46号、久米島町個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例。

上記案を提出する。

平成27年12月17日提出

久米島町長 大田治雄

久米島町個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例。条文の朗読は割愛して

説明をしたいと思います。

まず第１条に主旨、第２条に定義、第３条

に町の責務、そして第４条に個人番号の利用

及び情報連係、そして第５条に特定個人情報

の提供、そして第６条に規則への委任を示し

ております。

附則としまして、この条例は平成28年１月

１日から施行する。

後の方になりますが、提案理由としまして、

行政手続きにおける特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律の施行に伴い

個人番号の利用及び特定個人情報の提供につ

いて条例を定める必要がある。これがこの条
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例案を提出する理由であります。

ご審議よろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副村長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提出する理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから議案第46号、久米島町個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

制定についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 幸地猛

全員挙手です。従って、議案第46号、久米

島町個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の制定については、原案のとお

り可決されました。

日程第６ 久米島町手数料徴収条例の一部

を改正する条例について

○ 議長 幸地猛

日程第６、議案第47号、久米島町手数料徴

収条例の一部を改正する条例についてを議題

とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第47号、久米島町手数料徴収条例の一

部を改正する条例。

上記議案を提出する。

平成27年12月17日提出

久米島町長 大田治雄

久米島町手数料徴収条例の一部を改正する

条例。久米島町手数料徴収条例の一部を次の

ように改正する。なお大枠の中で左側が改正

前、右側が改正後となっております。

附則としまして、この条例は平成28年１月

１日から施行する。

提案理由でありますが、行政手続きおける

特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律の施行に伴い、個人番号カードの

再交付の手数料を新たに定める必要がある。

また法施行に伴い、これまでの住民基本台帳

カードの機能を引き継ぐものとなるため、カ

ードの新規発行を終了することから、当該条

文を削除する必要がある。これがこの条例案

を提出する理由であります。

ご審議よろしくお願いいたします。

(桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 幸地猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから議案第47号、久米島町手数料徴収

条例の一部を改正する条例についてを採決し

ます。
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本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 幸地猛

全員挙手です。従って、議案第47号、久米

島町手数料徴収条例の一部を改正する条例に

ついては、原案のとおり可決されました。

日程第７ 沖縄県消防通信指令施設運営協

議会規約の変更について

○ 議長 幸地猛

日程第７、議案第48号、沖縄県消防通信指

令施設運営協議会規約の変更についてを議題

とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第48号、沖縄県消防通信指令施設運営

協議会規約の変更について、地方自治法第25

2条の６の規定により、平成28年４月１日を

もって沖縄県消防通信指令施設運営協議会を

設ける普通地方公共団体から那覇市、浦添市

及び本部町、今帰仁村消防組合を減じること

及び同協議会規約を別紙のとおり変更するこ

とについて協議を求める。

平成27年12月17日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由でありますが、沖縄県消防通信指

令施設運営協議会を設ける普通地方公共団体

から那覇市、浦添市及び本部町、今帰仁村消

防組合を減じること及び同協議会規約を別紙

のとおり変更することについて協議したいの

で地方自治法第252条６の規定により、この

案を提出ものであります。

なお、次ページの方に沖縄県消防通信指令

施設運営協議会規約の一部を変更する規約、

沖縄県消防通信指令施設運営協議会規約の一

部を次のように変更する。

以下に変更内容を示しております。

附則としまして、この規約は、平成28年４

月１日から施行する。但し、第３条及び第５

条の改正規定は同年４月２日から施行する。

ご審議よろしくお願いいたします。

(桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午前11時38分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午前11時39分）

○ 副町長 桃原秀雄

訂正をお願いします。

規約の変更についての説明で別紙のとおり

変更することについて「協議」ということで

話しましたが、「議決」を求めるに変更お願

いいたいします。

○ 議長 幸地猛

字句の訂正でした。

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 幸地猛

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから議案第48号、沖縄県消防通信指令
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施設運営協議会規約の変更についてを採決し

ます。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 幸地猛

全員挙手です。従って、議案第48号、沖縄

県消防通信指令施設運営協議会規約の変更に

ついては、原案のとおり可決されました。

日程第８ 久米島町税条例等の一部を改正

する条例について

○ 議長 幸地猛

日程第８、議案第49号、久米島町税条例等

の一部を改正する条例についてを議題としま

す。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第49号、久米島町税条例等の一部を改

正する条例。

上記議案を提出する。

平成27年12月17日提出

久米島町長 大田治雄

久米島町税条例等の一部を改正する条例。

なお、第１条に、久米島町税条例の一部を

改正する条例、そして３枚目の方を開けてい

ただきまして、第２条で久米島町税条例等の

一部を改正する条例の一部改正、第１条、第

２条とも大枠の中で左側が改正前、右側が改

正後となっております。

後の方になりますが、附則としまして、こ

の条例は交付の日から施行する。但し、第１

条による改正規定は、平成28年４月１日から

施行する。

提案理由でありますが、地方税法等の一部

改正に伴い、久米島町税条例等の一部を改正

する必要がある。これがこの条例案を提出す

る理由であります。

ご審議よろしくお願いします。

(桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

11番安村達明議員。

○ 11番、安村達明議員

上原課長、ちょっと単純な質問ですが、担

保を取って後に同意をしないで１年か２年間

猶予するという話がありましたよね。このと

きに、この担保を１年間、また２年目に伸ば

す。その間の取った担保に対して延滞料とか、

そういうのは付かないのかなということがと

ても気にかかっていたんですが、それを説明

してもらえますか。

○ 議長 幸地猛

上原厚税務課長。

○ 税務課長 上原厚

ただいまの安村議員のご質問にお答えしま

す。いま担保の件は、これは第１条による改

正の12条にあるんですが、実は地方税法は、

これまで50万円以上の滞納者の場合に滞納額

を補償するために担保を取りなさいというこ

とがあったんですが、条例により、この担保

の滞納額の上限額は各団体で決めなさいとい

うことになりまして、久米島町は100万円に

しております。沖縄県全体も一応調査したん

ですが、50万と100万というのがありまして、

当町は100万にしております。それでこれま
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で徴収猶予の場合に担保を徴収したことはご

ざいません。というのも担保を必ず徴収しな

いといけないというものではなくて、担保を

提供する資産がない場合、土地を持っていな

いとか、あるいは有価証券、債権とかいろん

なものがあると思うんですが、それがない人

は担保を徴収していないということでありま

す。

○ 議長 幸地猛

11番安村達明議員。

○ 11番 安村達明議員

時にこの２年間というのはどうなるんです

か。

○ 議長 幸地猛

上原厚税務課長。

○ 税務課長 上原厚

担保をまず徴収した場合には滞納額を本人

が納付していただければ当然、解除するわけ

ですから、これ徴収猶予は基本的に１年、１

年間は徴収猶予しますよと、その１年間にこ

の方のいわゆる収入、あるいは私財が回復し

ない場合は、あと１年延長できますよと。最

長２年と、この猶予期間はですね、その間に

この滞納額を納付していただければ直ぐ担保

はお返しするということになります。

○ 議長 幸地猛

他に質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから議案第49号、久米島町税条例等の

一部を改正する条例についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 幸地猛

全員挙手です。従って、議案第49号、久米

島町税条例等の一部を改正する条例について

は、原案のとおり可決されました。

日程第９ 久米島町高齢者コミュニティー

センター指定管理者の指定につ

いて

○ 議長 幸地猛

日程第９、議案第50号、久米島町高齢者コ

ミュニティーセンター指定管理者の指定につ

いてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第50号、久米島町高齢者コミュニティ

ーセンターの指定管理者の指定について。久

米島町高齢者コミュニティーセンターの指定

管理者を次の団体に指定したいので、地方自

治法第244条の２第６項の規定により議会の

議決を求める。

記

１.施設の名称

久米島町高齢者コミュニティーセンター

２．位置

久米島町字真我里366番地

３．団体・名称

社会福祉法人 心（くくる）の会

住 所 久米島町字嘉手苅533番地の１

代表者 川平 惠次郎

４．指定の期間
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平成28年４月１日から平成33年３月31日ま

で

平成27年12月17日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由

本施設は、久米島町社会福祉協議会が通所

介護事業を行っているが、平成27年度末をも

って指定管理を辞退することになり介護サー

ビスのニーズと現状からすると今後とも継続

発展させる必要がある。これがこの議案を提

出する理由であります。

なお次ページの方に社会福祉協議会から町

長宛への指定管理者の辞退についての届け書

の写し、そして次のページに、心（くくる）

の会の方から申請書の写しを添付しておりま

す。

ご審議よろしくお願いいたします。

(桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番翁長学議員

コミュニティーセンターの社協からの辞退

ということで指定管理の変更ということにな

るんですが、これは任期途中での指定管理辞

退なんでしょうか。

○ 議長 幸地猛

田端智福祉課長。

○ 福祉課長 田端智

現在の指定管理の５カ年というのがありま

すが、その中にあるのか、ちょっと把握はし

ておりませんが、この件については以前から

社協は本来、この介護施設を当初、介護保険

制度ができたときに社協に島内に受け皿がな

いということで社協にお願いしてさせた部分

もあって、社協内部で、この事業は廃止して

本来の社協のやるべき事業をやるべきだとい

うことでの話がありまして、今回、その辞退

の届け出ありましたので、新しい指定管理を

指定するということで、この議案を提出して

おります。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

社協というのは町民から信用されて、こう

いうサービス等をやっているんですが、やは

り現在、利用している家族の方から移行した

場合、心配という声が私どもにも入ってきた

んですが、その説明等は利用者にはちゃんと

できているんでしょうか。

○ 議長 幸地猛

田端智福祉課長。

○ 福祉課長 田端智

今回、社協からその事業を引き継ぐ条件と

して、いま実際、ニーズがあって、利用者も

いますので、その方々に迷惑かけないように、

スムーズに移行させるために、今現在、町内

で同様の事業を行っている事業者を呼びかけ

してスムーズに継続させるために、今回こう

いうようにやっていますので、その条件の中

に４月１日以降も途切れなくそのままのサー

ビスを受けられるようなかたちでの条件を付

けて募集をしました。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

社協の方から辞退の指定が添付されており
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ますが、社協が運営して赤字とかそういう運

営が出てきたから辞退したというそういう件

はないでしょうか。

○ 議長 幸地猛

田端智福祉課長。

○ 福祉課長 田端智

いまかりゆしの運営状況については、26年

度は少し経営が赤字ということになっており

ますが、その要因として、職員の配置、正職

員をそこに配置したために人件費の方でちょ

っと経営を圧迫したというんですかね、そう

いうかたちになっていて本来の今までの事業

の運営は全く問題はないと思っております。

新しく、また引き継ぐ事業者もそれなりのま

た重要な運営の中身を変えたりして、努力す

ると思いますので、決して社協が運営がちょ

っと苦しくなったから手放すということでは

ありませんので。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

12番翁長学議員の本件に関する質疑は既に

３回になりましたが、会議規則第55条但し書

きの規定によって特に発言を許します。

○ 議長 幸地猛

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

いま説明を受けたんですが、利用者に対し

てしっかりとケアーできるように福祉課から

も新たに指定管理を受ける方にはサービス

が、いま以上のサービスができるように指導

をお願いして質問を終わります。

○ 議長 幸地猛

他に質疑はありませんか。

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

実は先ほど福祉課長に質問したのが、これ

の伏線でありまして、官から民に以降するん

であれば、それなりのそこでの準備経費が必

要になってくるんじゃないかと思ったんです

よ。ところが補正でそれ探せないもんですか

ら、質問したんですが、翁長議員のとだいた

い似たような質問になります。

これは実は移行するときに、たぶん山里昌

輝議員が社協がこれを運営したらどうかとい

うこと問題提起、これ議場で私やった記憶あ

るんですよ。もう５年なりまして、今もう返

しますということきたんですが、やはりあの

発言が正しかったかなと今思い返すわけです

が。

またもう一つに、実はこれは勿論、丸秘な

んですが、役場の職員がやったら赤字になっ

て民間にやったら黒字になると、私こんなこ

とがあり得るかなと、先ほどの質問にちょっ

と関連しますね。今の翁長議員との質問と関

連します。

ですからこういうこともありますので、こ

の業者を選定するときにおいて、これたぶん

行政内だけの委員ですね。我々から聞いてま

せんので、そのへんも審査として本当にそれ

で大丈夫かということですね。民間からそれ

に詳しい方を入れてもらって審査しても良か

ったんじゃないかと思うんですよ。

それと今回は心の会がこれを受けることに

なりましたということでの議案に上がってい

るわけですが、他に申し出がいたかどうか、

このへんのところもうちょっと詳しく聞きた

いと思います。

○ 議長 幸地猛

田端智福祉課長。
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○ 福祉課長 田端智

今回の移管についての予算の関係ですが、

補正の中で修繕費ということで現在のかりゆ

しのドアとか、シャッターとかそういう関係

の予算は入れております。今回かかる経費は

これだけであります。

今回の指定管理の募集については当然その

まま継続してサービスを途切れなく継続する

ためには、今現在の同じような事業を行って

いる事業者に対してということで、島内の久

仙会、いーふみーやにも募集も通知を出しま

して、２者とも応募しました。その３者で指

定管理の選定委員会を開いて、心の会に決ま

ったという経緯です。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

指定管理の選定委員会については指定管理

の選定委員会の規定がございます。この中に

は民間の委員を入れるというような規約には

なっていなかったと思います。いま手元にそ

の要項がありませんので、後でまたそちらの

方、提供したいと思います。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

後での資料はいりません。私が聞きたかっ

たのは、これ民間も入れて良かったんじゃな

いかということの質問ですので、当然、上が

ってくる資料は入っていませんので、ただ規

定があるということでの回答なんですが、こ

の規定は何時までも同じようにやるのかと、

実はかりゆしが心の里がやりますよというの

は、私、外部から聞いたわけですね、行政の

皆さんから聞いたわけじゃなくて、外部から

入ったもんですから、あれ？ と思って聞い

てないよということなんです。私は、議会は。

私だけ聞いたなかったのか、他の人は聞いた

のか知りませんが、そういうことで果たして

良いのかなとちょっと疑問があったんです

よ。ですから今後、その規定があるんであれ

ば、その規定を見直す必要があるんじゃない

かと、いわゆるこういう手の福祉関係のプロ

と申しますか、そういう方々何人か入れても

らって、それで審査してもらったら、私は、

いんじゃないかと思っていますが、そのへん

のところの回答をもう一回お願いします。

○ 議長 幸地猛

儀間由紀総務課長。

○ 総務課長 儀間由紀

指定管理の選定委員会の持ち方、それから

内容については、今後、執行部の方とも詰め

て良い形というか、町民が納得できるような

委員会の持ち方に規約の改定の検討をさせて

いただきたいと思います。

○ 議長 幸地猛

他に質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから議案第50号、久米島町高齢者コミ

ュニティーセンター指定管理者の指定につい

てを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（挙手多数）

○ 議長 幸地猛
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挙手多数です。従って、議案第50号、久米

島町高齢者コミュニティーセンター指定管理

者の指定については、原案のとおり可決され

ました。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午前11時58分）

○ 議長 幸地猛

休憩前に引き続き再開します。

（午後１時29分）

日程第10 久米島町立学校設置条例の一部

を改正する条例について

○ 議長 幸地猛

日程第10、議案第51号、久米島町立学校設

置条例の一部を改正する条例についてを議題

とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第51号、久米島町立学校設置条例の一

部を改正する条例。

上記議案を提出する。

平成27年12月17日提出

久米島町長 大田治雄

久米島町立学校設置条例の一部を次のよう

に改正する。

なお、大枠の左の方が改正前、そして右が

改正後となっております。

附則としまして、この条例は平成28年４月

１日から施行する。

提案理由でありますが、幼稚園を統廃合し、

公平な教育環境を整備するため本条例を提出

する必要があるので、地方自治法第96条第１

項第１号の規定に基づき議会の議決を求め

る。これがこの条例案を提出する理由であり

ます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

51号の幼稚園の統廃合なんですが、６幼稚

園から４月以降は２カ所の幼稚園に統廃合さ

れます。その中で清水幼稚園、仲里幼稚園、

２カ所になるわけですが、その園舎、学校の

施設ですね、園舎が４カ所から園児を受け入

れするわけなんですが、園舎は十分余裕はあ

るのか。または職員、幼稚園の職員は何名体

制になるのか、その２点お伺いいたします。

○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

ただいまのご質問にお答えいたします。ま

ず園舎なんですけれども、清水幼稚園に関し

てはかなり大きな部屋が３つあるということ

で、全くそれには問題ないと思います。仲里

幼稚園に関しては、美崎と久米島が加わるこ

とで若干人数は増えますが、園舎を広い部屋

を２つに区切ってやるということが決定して

おります。ただ、トイレであるとか、砂場で

あるとかということに関しては、少しいまの

現状では足りないのかなというようなことが

ありましたので、これについては次年度の計

画の中でどのようなかたちで園舎を改修して

いくのかというものについて、いま準備委員

会の方で説明をしております。
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○ 議長 幸地猛

吉野剛教育長。

○ 教育長 吉野剛

申し訳ありません。あと教諭の面でしたね。

教諭に関しては現在６名の幼稚園教諭がおり

ますが、統廃合後もその６名が３名３名とい

うことで、そのままの幼稚園に配置というこ

とになります。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

６園から２園になるということなんです

が、当然送迎バス、これは確か購入したと聞

いていますが、そのバスの運転手なんですが、

専属で契約して雇うのか、あるいは教育委員

会の職員がやるのか、そのへんのところをま

ずお聞きしましてから。

○ 議長 幸地猛

上里浩教育課長。

○ 教育課長 上里浩

お答えします。現段階、準備委員会の中で

はその時間時間の委託業務でやろうというこ

とでいま計画を立てております。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

その時間時間の委託業務ということの契約

という外部からという解釈ですね、これじゃ。

これはたぶん忙しいことは分かりますが、教

育委員会の職員も。私はこんな無駄なことを

するよりも職員を１人、その時間に行って、

残りの時間は教育委員会の仕事にあてるとい

う方がむしろ合理的な運営の仕方じゃないか

と思うんですが、そのへんのところも検討し

たんでしょうか。

○ 議長 幸地猛

上里浩教育課長。

○ 教育課長 上里浩

送迎の部分につきましては、職員が送迎す

るか、また学校教諭を活用するか、委託を活

用するかということで、いろんな疑義があっ

たんですが、まだその件については進行中で

はあります。実質的に送迎になると朝７時か

ら出ないといけないということで、実際、自

宅から出るのは７時前に出て７時からという

ことで送迎が始まって、原則的にいま幼稚園

が８時開園ですので、それに間に合わせてや

るような時間帯を考えると、職員等でありま

すと７時には運行しなくちゃいけないような

実状がありまして、その職員については時差

出勤にするのか勤務状況等の割り振りも出て

きますので、そういうのも勘案しながらいま

検討しております。

○ 議長 幸地猛

他に質疑ありませんか。

３番平良弘光議員。

○ ３番 平良弘光議員

この件につきましては、この前、地域懇談

会に参加して細かい部分については聞きまし

た。対策については地域懇談会の通りとして

解釈してよろしいでしょうか。

○ 議長 幸地猛

上里浩教育課長。

○ 教育課長 上里浩

はい、その通りであります。

○ 議長 幸地猛

他に質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。
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討論ありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから議案第51号、久米島町立学校設置

条例の一部を改正する条例についてを採決し

ます。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 幸地猛

全員挙手です。したがって、議案第51号、

久米島町立学校設置条例の一部を改正する条

例については、原案のとおり可決されました。

日程第11 物品売買契約について

○ 議長 幸地猛

日程第11、議案第52号、物品売買契約につ

いてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第52号、物品売買契約について。クレ

ーン付きセルフ車物品購入について、下記の

とおり車輌購入契約を締結したいので、地方

自治法第96条第１項の規定により議会の議決

を求める。

記

１.契約の目的 クレーン付きセルフ車物

品購入

２.契約の方法 指名競争入札方式

３.契約の金額 9,612,000円

４.契約の相手方

沖縄県島尻郡久米島町字兼城172番地

新城整備工場 代表者 新城教明

平成27年12月17日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由でありますが、クレーン付きセル

フ車物品購入契約の締結については、久米島

町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

または処分に関する条例第３条の規定により

議会の議決を得る必要がある。これがこの条

例案を提出する理由であります。

なお、次ページの方に物品売買契約書の写

しを添付しております。

今回の入札におきましては５者を指名しま

して、その中で新城整備工場さんが請負率73.

2％で落札しております。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

いま請負率聞いてびっくりしたんですが73

％ですか。正直申し上げて議運の中でこれ１

千万円切るような単価が出ているものですか

らびっくりしたんですけれども、73％という

ことほぼ納得なんですが、普通であればこれ

は見積もりの段階を過ぎて契約ですので、既

にメーカーのパンフが来て然るべきなんです

よね。これメーカーが出ていないんです。仮

に73％として外国に安いの入っていたらどう

しますの、それ指定されてますか、ちゃんと

確認されていますか。

それと、工期が３月31日、３カ月あればブ

ームクレーンを取り付けるのも可能だと思う

んですが納期についても大丈夫かどうか、こ

の２つですね。
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○ 議長 幸地猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

ただいまのご質問の中で、メーカーの指定

については、メーカーは指定しておりません。

基本的な性能規定ということで、何馬力以上

といううたい方をしております。ただ、今回

の入札にあたって、基本的には国内のメーカ

ーで、この車種を納入することができるのは

ふそう自動車と日野、メーカーですね、そし

ていすゞ自動車、この３社に限られますので、

この３社が応札するということで、結果とし

て国内のメーカーに限られるということにな

ります。

納入工期につきましては、艤装が入ります

ので、３月納入はちょっと厳しい状況でござ

います。したがって、３月に繰越手続きをと

って改定契約をするということになると考え

ております。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

私の心配したとおりになったんですよ。特

記仕様書に国内品に限ると書かない限りは外

国から入っても文句言えないんですね。この

条件を満たせば、230馬力でしたか、210馬力

の5,000㎜×2,300、そのへんは町民は安心し

ていいんでしょうか。外国のが入ってきて修

理、修理だと大変ですよ。

それと今のように、もう既にクレーンを付

けますので、工事請け負ったら、今日終わっ

てからしかできないわけですね、発注は当然。

なると３月31日、であればこれは当然空ける

べきじゃないですか。これはもう、うたれて

いるもんだから私は心配しているんですよ。

○ 議長 幸地猛

仲村渠一男産業振興課長。

○ 産業振興課長 仲村渠一男

ただいまの補助金の制度、会計の制度上、

年度を跨いでの契約は原則としてできません

ので、とりあえず、いったん３月末までの納

期で契約をして、正式な予算の繰越手続きを

とって年度を跨いで改定契約をするという事

務上の手続きになっております。そういうこ

とでご理解お願いしたいと思います。

今回の指名競争入札の指名にあたっては、

基本的には国内の、先ほど申し上げた３社の

メーカーを扱う販売店に限定していますの

で、外国の車輌が入ってくる余地はございま

せん。

○ 議長 幸地猛

他に質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから議案第52号、物品売買契約につい

てを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 幸地猛

全員挙手です。したがって、議案第52号、

物品売買契約については、原案のとおり可決

されました。

日程第12 負担付きの寄付の受納について

○ 議長 幸地猛
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日程第12、議案第53号、負担付きの寄付の

受納についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

桃原秀雄副町長。

（桃原秀雄副町長登壇）

○ 副町長 桃原秀雄

議案第53号、負担付きの寄付の受納につい

て。

次のとおり負担付きの寄付を受納するもの

とする。

平成27年12月17日提出

久米島町長 大田治雄

１.寄付の目的 風の帰る森関連施設整備

に供するため。

２.寄付の対象 風の帰る森関連施設整備

に係る寄付金として

300,000,000円。

３.寄付の負担の内容

(1) 寄付の対象は寄付契約書第３条①に定

める新設の建築費、計画設計費、建築

工事に関わる諸申請書及び建築計画推

進に必要となる諸費用に限定して使用

する。

(2) 町が前号に違反した場合は、寄付者は

寄付契約を解除し、本寄付金を甲らに

返還しなければならない。

４.寄付者 埼玉県所沢市××××××

宮崎駿

同 宮崎朱美

提案理由でありますが、宮崎駿氏、宮崎朱

美氏から寄付金を活用して子どもたちの交流

拠点施設「風の帰る森プロジェクト」施設整

備に行うにあたり、地方自治法第96条第１項

第９号の規定に基づき、負担付き寄付を受納

するので議会の議決を得る必要がある。これ

がこの条例案を提出する理由であります。

なお、次ページの方に寄付契約書の写しを

添付しております。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（桃原秀雄副町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

この寄付契約書が後ろの方に付いているん

ですが、この中程にあります②ですが、新施

設の使用目的、乙は久米島町になっておりま

すが、乙内外の子どもの交流並びに福島第一

原発事故による健康被害が危惧される子ども

及び心身に故障を生じた者の保養に限定され

る。とありますが、福島原発関係については、

現在、球美の里がございます。この球美の里

で福島からの子どもたちの受け入れ対応は間

に合ってないのか。この新しい施設まで福島

からの子どもたち、または心身に故障を生じ

た者の保養施設として新しい施設まで必要な

のかどうか、そのへんをお伺いしたいと思い

ます。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

ただいまの質問にお答えします。現在、福

島原発関連、福島の子どもたちについては山

城の球美の里で保養しております。ただ１回

に来る人数が約40名ぐらい平均して保養して

いるわけなんですが、現施設では、やはり手

狭ということを聞いております。そのへんの

情報も宮崎さん側に入って、今の山城の場所

で拡張ということもいろいろ検討していたよ
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うですが、やはり地形的な面とか、これ以上

の増設は無理だということもあって、その流

れの中でまたゼンダ森林公園のところに、拡

張ではないんですが新しい施設として、そこ

でも受け入れてもらえないかという意向があ

って、球美の里と連携しながら両方つかうと

いうようなかたちになっております。

○ 議長 幸地猛

９番棚原哲也議員。

○ ９番 棚原哲也議員

球美の里周辺での拡張ではなくて新しい施

設もつくって活用するということなんです

が、昨日の私の一般質問でも、この使用目的、

これからすると久米島町の町内の子どもの交

流、それから福島の子どもたちの保養と、こ

ういうふうに限定されておりますけれども、

昨日の質問では島外から来る観光客とか、島

外から来る一般の人たちにも活用させるのか

という質問をしましたが、この施設について

は、この契約書にうたわれている使用目的で、

風の帰る森の使用目的は、これでよろしいわ

けですね。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

昨日、一般質問で回答した、観光客も含め

てということなんですが、これ島内外ですね、

久米島内外ということでやはり観光客の子ど

もたちもそこで交流していただきたいという

ことの内容になっています。これは宮崎さん

側ともこういった観光で来る子どもたちも福

島の子どもたちも、そして地元の子どもたち

もそこで交流を深めて未来につなげてほしい

という意味も込めて、そういった内容になっ

ています。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

今回それが寄付契約書の承認ということに

なっているんですが、ちょっと経緯よく分か

らないので、２、３説明を求めます。この施

設に関しては、先ほど目的は聞いたんですが、

全く観光とは関係ないということなんですよ

ね。この３億円という寄付があるんですが、

それの使途としては本体工事になると。昨日

の棚原議員の一般質問の中でもあって、その

外構に関しては町が２億円捻出すると。その

２億円の捻出する基が何なのか。要するに補

助金なのか、単独なのかということと。

今後その補助金をいただいて、これは町が

発注するのか、要するに事業を発注するのか。

別の外郭団体にそれを出してやるのかという

部分と。

今後、町は要するに寄付金をいただいてそ

れで物を造るわけですから、財産そのものは

町の財産になると。そうすると維持管理の部

分がどういうふうになっているかですね。今

の施設の内容からすると、そこには収益とい

うのがまったく上がってこないのではないか

と思っているんですけれども、今後その施設

を維持していくためにはどういうふうな方法

でやっていくのか、お伺いします。

あと１点、この施設そのものは宮崎さんの

思いでやるんですが、先だって産業まつりの

時に、この図面がセンターに貼られていたん

ですが、ちょっとこれを見たんですが、その

中で宮崎駿を感じさせるものがほとんどない

という中で、要するに対外的にピーアール、

結構話題性があるんですね、現在。いろんな

マスコミとか旅行エージェントからは結構話
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題性があって、ある部分では中に入れないに

してもそのネームバリューで人を呼べるとい

うのがあるんですが、但しその中に建物の中

に宮崎駿氏を感じさせるものがほとんどな

い。それはそれでいいのかどうか、そのへん

行政の受入側の考えをお聞かせ下さい。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

１つ目の質問、観光とは関係ないというよ

うなちょっと印象を受けられていると思いま

す。実際、契約条項にも観光施設というよう

なイメージは湧かないと思うんですが、実際、

その子どもを交流させる場所として、先ほど

申し上げましたが、観光客の子どもたちも対

象にしているということで、敢えて契約とか

そういった取り決め上は、そこに触れていな

いですが、観光にもつながるというふうに私

たちは考えております。波及効果はあると考

えております。

また、３億円以外の外構を含めた財源等に

ついては、昨日も説明しましたが、いま町の

総合計画とか、地方創成戦略策定の会議の中

で議論していくというふうに説明しておりま

すが、その中でやはり一括交付金とか、そう

いったものを財源として検討していけたらと

思っております。

そして、発注形態ですが、やはり宮崎さん

の思いとしては、余所にないような久米島の

個性を出せるような建物をつくってほしいと

いうすごいハードルの高い要望もあります。

そういった意味で、実際公共発注にするのか、

別の流れで発注するのか、そのあたりも年度

中に少し議論を深めていきたいというふうに

考えております。

あと、やはり一番肝心なのは完成後の維持

管理、運営なんですが、その交流のいろいろ

面倒をみるスタッフとか、そういったものは

ＮＰＯとか、そして財団法人化する、いま風

の帰る森チーム30名ぐらい、いろんな業種の

人たちが入っているんですが、ＮＰＯ法人化、

一般社団法人化するということで話し合いを

進めています。そこらあたりで運営にあたら

せるということを考えているんですが、実際、

児童館とか学童とか児童図書館とかいうよう

な要素が入ってくると、やはりそこに行政も

ある程度の経費負担が発生するのかなという

ふうに思ってます。

昨日も説明しましたが、官民共同というよ

うなかたちの運営形態が一番望ましいかなと

思っております。

そして、ＮＰＯなり、一般社団法人なり、

そこの賃金とかどうするのか、経費はどうす

るのかというところで、いまこの施設が、宮

崎さんが出資してつくるということで、それ

が報道された後、民間企業とか、あと海洋博

記念公園を運営している美ら島財団とかがい

ろいろ運営に協力したいと。企業の皆さんは

寄付のかたちでいろいろ支援したいというこ

とを申し出てきています。そのあたり年明け

に基金条例を策定する予定でいるんですが、

そこに応援基金というかたちで積み立てをし

て、それも財源にしていきたいというふうに

考えております。

この契約の中で名前が使えないという、一

番厳しいような感じもするんですが、これだ

け世界的に有名で、発言自体にすごい影響力

のある方ですから、久米島町に宮崎さんが寄

付してくれたことを名目に、その宮崎さん自

身の名前を利用することは、ちょっと慎まな
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ければならないと考えております。条件付き

契約内容ということで本当に厳しい感じもす

るんですが、宮崎さんとしては、私の名前に

頼ることなく、この寄付金を原資に久米島に

住んでる皆さんが自分で考えて知恵を出して

メイドイン久米島の施設をつくってほしいと

いうふうに願っております。そのほうが町民

のため、そして島の若者、またクリエーター

を育てたいという考え方ももっているようで

す。全く久米島にクリエイティブな仕事をす

る場所がないというようなイメージを受けて

いるかもしれませんが、やはり若い人たちが

働ける場所、自らいろんなものを創り出して

いくクリエーターを育てることにもつながる

というふうに考えているようです。

その流れの中、やはり名前を使えないとい

うことは非常に厳しい感じもするんですが、

宮崎さんは最後まで面倒を見てくれる親友の

堀野さんという方を派遣することも、この契

約条項に、堀野富洋さんというふうに名前が

書かれているんですが、契約条項でこれをう

たっています。堀野さんは町の慰霊祭の時に

議員全員に改善センターで、このプロジェク

トの内容を説明してくれた方なんですが、堀

野さんという方は宮崎さんの作品、アニメと

か、そういった作品づくりのサポートの他、

陶芸家でもあって、また空手の指導、師範と

かもやっていて青少年教育とか、宮崎さんが

経営している保育園の運営面を実務的に関わ

っていて多才な活動をしております。そうい

った本当に宮崎さんがずっと側にいてほしい

というようなブレーンを、このプロジェクト

に派遣してくれるということも、やはり我々

はプラスに考えていって、ぜひ実現、運営も

含めて良い方向にもっていきたいというふう

に考えております。長くなりましたが、以上

です。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

いまお聞きしますと、ほとんどいま固まっ

ていない状況なんですが、この契約書の中に

は12月いっぱいでお金が入る予定になってい

ますよね。それを、この受け入れというのが

一般会計、その年度、要するにどういうとこ

ろに受け入れをして、どういう使い方をする

のか後で答えていただきたいんですけれど

も、今の話を聞いてみると、金は出すんです

けれども後は頼るなと。それに宮崎駿の名前

を出すなという分について、これはかなり厳

しい条件になっているんですね。そうすると

ですね、これだけの施設をつくって、要する

に維持管理の部分が結構、どうやってシミュ

レーションしているか、ちょっと分からない

んですけれど、かなりかかるんじゃないかと

思うんですが、今そういう収益もそこではで

きないと。ＮＰＯで対応していきたいという

ことがあるんですが、これまで箱物はという

分でいろいろ言われてきているんですけれど

も、この箱物に対する維持管理というのは今

かなり厳しい部分があるんですね。まさにこ

れまでやってきたような公共施設の箱物と同

じようなかたちになってくるという感じを受

けないか、どうか。このへんどうなんでしょ

うか。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

ただいま寄付の受入については、宮崎さん

の方には議決後に受け入れしたいということ
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をこちらからお願いして、今待ってもらって

います。今日、議決していただいたらすぐに

宮崎さんの事務所に連絡することになってい

ます。そして一般会計でまず年度中は受け入

れて預かることになります。

その後、基金条例をもうちょっと中身を議

論する必要があるので、基金条例を次の議会、

臨時議会がもしあればそこに上程してそこで

議決後に基金に積み立てするという流れでい

きたいと思っています。

あと１つ、やはり単なる箱物になるんじゃ

ないかという、やはりこれはこれまで各自治

体、いろいろ箱物行政とか、もうそいったの

は止めよというような流れになっているんで

すが、やはり宮崎さんが久米島に目を向けて

くれたということをチャンスと捉えて、前に

進むしかないと思っております。それぐらい

の覚悟でやっていかないと、こういった世界

的な人物に久米島町が関われたということ自

体、一世一代のチャンスと思ってやるしかな

いと思っております。

○ 議長 幸地猛

２番盛本實議員。

○ ２番 盛本實議員

今後そういう基金条例をつくって、基金を

ということになるんですが、この基金をやる

にしても、要するに宮崎駿という名前を出す

んであれば、それは結構基金としては集まる

かもしれないんですが、それを出さないで要

はイニシャルの部分で宮崎さんに関わってき

たというだけでは、その基金が集まるのもか

なり厳しいのではないかと思っていますが、

ただ、いずれにせよ、そういうかたちで進ん

でいるので、そのへんはいろんなかたちの中

でしっかりとやっていかないと、新たに寄付

以外にも２億円ぐらいの金がでるということ

もありますので、そのへん含めて今後協議し

ながらしっかりやっていただきたいと思いま

す。

○ 議長 幸地猛

他に質疑ありませんか。

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

盛本議員が今いったことは私もしようと思

ったんですが、これはこれで置いておいて、

３番の堀野富洋さんを参加させるものとし、

宮崎駿さん自体は俺の名前は出すなと言って

いますので、当然、堀野さんも個人的な参加

というかたちになると思うんです。私はこれ

敬意を表して氏を入れるべきじゃないかなと

思うんだけれども。氏が入ってないんだよね。

だから呼び捨てにしているような感じでなん

か失礼だなと。３億円も寄付している方々に

対して失礼な感じ、これ１つ。

それと第４条、28年の８月31日までに着手

されない場合は寄付金を甲等に返還しなけれ

ばならない。私も産業まつりのあの図を見ま

した。私なりに非常に気に入っているのが、

メインというのが建物から下に下りてきて、

新道と旧道の間にある、昨日の質問では入り

江と呼んでいるんだが、果たしてこれは入り

江かどうか分からないけれども、潮の流れが

悪いんですよね。マンホール１つしかない。

これ潮の流れをよくするためにマンホールあ

るいは何かのかたちで県道の下を触るとなっ

た場合に、これは８月大丈夫なの。県道に穴

を掘るわけでしょう、もし仮にそうしたら。

それは皆さん根回ししての８月31日なのか、

話し合いの途中で交付金が申請して何月まで

に下りるでしょうと。約これ５億から６億円



- 134 -

ですよね、予定は。あと３億円ぐらい準備し

ないといけない。これはまあ急いで何とかで

きるにしても、こういう建物に対して法律の

網が被さっているわけですからいろんなこと

が、仮にやった場合に、本当にこの８月31日

というのは宮崎さんの要望なのか、皆さんと

の話し合い、皆さんこれで大丈夫と自信もっ

ての契約書なのか、そのへんをお聞きしたい

と思います。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

ただいまご指摘がありました寄付契約書の

第３条の３項、堀野富洋、氏が抜けていると

いうことなんですが、これちょっと向こうの

事務所側が作成してきて、こちらがチャック

はしているんですが要望はしていないです。

実際、事務所側で、内容はいろいろチェック

しますが氏が抜けているのは、ちょっと向こ

う側から作成してきたいという経緯がありま

す。

あと、着手の期限８月31日までということ

なんですが、周りの周辺施設ではなくて、そ

の建物、本体、実際建設というよりは、今の

トイレとか倉庫とか実際これを取っ払うよう

なかたちになるんですが、そこらあたりに手

を入れた時点で着手というふうに見なすとい

うことで、先方とも話し合いをしているとこ

ろです。そういった意味で８月31日までには

どうにかこういったところまでは手がけたい

というふうに考えております。

○ 議長 幸地猛

８番喜久里猛議員。

○ ８番 喜久里猛議員

よけい疑問が出てきた。２条の③はね、こ

れは向こうがつくったなら納得なんです。本

人たちが自分の名前に氏を入れないから。た

だ受入側としてはやはり私は礼儀として聞い

てみていいなと思う。氏を入れましょうかと。

これはこれでお願いしたいと思います。

新施設の建築、これは皆さん補助金交付申

請するときに、この図面出すわけですよね、

全体的な図面を出すわけですよ、出しますよ

ね。一部は出しませんよね。事業補助金申請

するわけだから。当然その入り江が入ってく

るはずなんですよ。これを含めて許可が出る

わけですね、補助金は。補助金はそれで出る

はずなんですよ。ところが補助金間に合わな

いからといって、今いっている中村課長が言

っているのは、建物に着手すればという解釈

をしているけれども、建物だけ造って、じゃ

あこの中の周囲の残り３億円の、６億円とし

た場合ですよ、残り３億円の施設の目処もつ

かないのにこれ造っちゃうかという話になる

わけ。だから私はもしろ、この第４条につい

ては、一番心配してさっき言ったように海の

利用をどうするかという話になるので、協議

の上、延長もできるというほうがよかったん

じゃないかなと今さらながら思います。おそ

らく県道に穴を通すというのは、よく知って

いると思うけれど、建設課長も知っていると

思うんだけれど、そう簡単に許可しませんよ。

そのへん再度回答を得てから終わりたいと思

います。

○ 議長 幸地猛

中村幸雄プロジェクト推進室長。

○ プロジェクト推進室長 中村幸雄

実際施設の全体的なものは、やはり補助金

をつかう場合は全体の施設計画ができて始め

て補助金の交付申請して採択されて着工とい
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うことになると思いますが、実際今のこの宮

崎さんが提供する資金の分で箱物は先に着工

するというかたちになると思うんですが、こ

の着工の年度も甲乙協議の上着工年月日を少

し延ばしてもらうとか、そういったかたちの

協議も入れた方がいいんじゃないかというこ

とも向こうに上げたんですが、そのときはそ

の都度調整して下さいということなので、か

なり柔軟性ある内容になっておりますのでよ

ろしくお願いします。

○ 議長 幸地猛

他に質疑はありませんか。

○ 議長 幸地猛

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから議案第53号、負担付きの寄付の受

納についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 幸地猛

全員挙手です。したがって、議案第53号、

負担付きの寄付の受納については、原案のと

おり可決されました。

日程第13 監査委員の選任について

○ 議長 幸地猛

日程第13、同意第４号、監査委員の選任に

ついてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

大田治雄町長。

（大田治雄町長登壇）

○ 町長 大田治雄

同意第４号、監査委員の選任について。

下記の者を久米島町監査委員に選任したい

ので、地方自治法第196条第１項の規定によ

り議会の同意を求める。

記

住 所 久米島町字西銘××××

氏 名 盛本實

生年月日 昭和28年×月×日

平成27年12月17日提出

久米島町長 大田治雄

提案理由

久米島町議会から選出監査委員が平成27年

11月30日付けで任期満了とするので、新たな

監査委員の選出が必要となっております。監

査委員の選任について地方自治法第196条第

１項の規定により、議会の同意を得る必要が

ある。これがこの議案を提出する理由であり

ます。

ご審議よろしくお願いします。

（大田治雄町長降壇）

○ 議長 幸地猛

これで提案理由の説明を終わります。

本議案は、盛本實議員に関係する議案です

ので、地方自治法第117条の規定により、盛

本實議員の退席を求めます。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後２時12分）

○ 議長 幸地猛

休憩前に引き続き再開します。

（午後２時13分）

本案については質疑を省略したいと思いま

すがご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛
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異議なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 幸地猛

討論なしと認めます。

これから同意第４号、監査委員の選任につ

いてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 幸地猛

全員挙手です。したがって、同意第４号、

監査員の選任については、原案のとおり可決

されました。

○ 議長 幸地猛

休憩します。（午後２時13分）

○ 議長 幸地猛

再開します。（午後２時13分）

日程第14 閉会中の議員派遣について

○ 議長 幸地猛

日程第14、閉会中の議員派遣についてお諮

りします。

本件については、沖縄県離島振興市町村議

会議長会の議員研修会及び沖縄県市町村議会

議長決裁の議員研修会に閉会中の議員派遣を

したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 幸地猛

異議なしと認めます。よって、閉会中の議

員派遣については決定されました。

○ 議長 幸地猛

以上で本日の議事日程は全て終了しまし

た。

12月17日から開会しました本定例会は予定

されていました全議案が議員各位並びに執行

部のご協力により原案どおり決議、同意を得

まして無事終了することができました。ここ

に深く感謝申し上げます。

これにて平成28年第７回久米島町議会定例

会を閉会します。

お疲れ様でした。

（午後２時15分）
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